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マニュアルの構成 

 
水質汚濁防止法が平成 23 年６月に改正され、有害物質を扱ったり貯蔵したりしてい

る施設に対し、施設の構造等に関する基準の遵守と定期点検の実施を義務付ける新たな

制度（以下「構造等規制制度」という。）が導入されました。 
本マニュアルは、今回の水質汚濁防止法改正による新たな制度が円滑に施行されるよ

う、関係する事業者の皆さんが実際に対策を実施する際の参考となるようにわかりやす

く制度の内容を説明し、どのような施設においてどのような対応をしなければならない

かをお示しするとともに、様々な関連情報を取りまとめました。制度の概要から参考情

報まで流れに沿って以下の章立てで構成してありますが、関心のある部分、関係の深い

部分のみ活用していただくことも可能です。 
 

１．構造等規制制度の趣旨・狙い →p.1～6 

水質汚濁防止法に基づく地下水汚染を防止するための地下浸透規制等の全体像を踏

まえ、構造等規制制度の趣旨・狙いについて解説しています。 
 

２．対象となる施設 →p.7～21 

構造等規制制度の対象となる施設について解説しています。 
○ 有害物質使用特定施設 →p.7～11 

○ 有害物質貯蔵指定施設 →p.11～15 

○ 規制の対象となる施設本体、付帯する配管等、排水溝等の範囲 →p.15～19 

○ 施設以外の有害物質を含む水の貯蔵場所、作業場所における留意事項 →

p.20～21 

 

３．必要な手続き →p.23～30 

構造等規制制度の対象となる施設を設置する場合に必要となる届出等の手続きに

ついて解説しています。 
○ 施設を新設する場合 →p.23～25 

○ 既設の施設の場合 →p.26～27 

○ 施設の構造等を変更する場合(用途、仕様等) →p.27～29 

○ 新たに有害物質が追加された場合 →p.29～30 

○ 施設の使用を廃止する場合 →p.30 

 

４．対応が求められる事項（規制の内容） →p.31～108 

構造等規制制度において求められる具体的な対策の内容について解説しています。 
（1）基本的な考え方 →p.33～44 



 

構造等規制制度の基本的な考え方について記載しています。 
（2）構造等の基準及び定期点検の方法 →p.45～99 

遵守すべき構造等に関する基準や実施すべき定期点検の内容を、施設の床面及び

周囲、付帯する配管等といった施設・設備毎に記載しています。 
○ 床面及び周囲 →p.45～58 

○ 施設本体 →p.59～60 

○ 地上の配管等 →p.61～65 

○ 地下の配管等 →p.66～73 

○ 排水溝等 →p.74～79 

○ 地下貯蔵施設 →p.80～86 

○ 目視による点検ができない場合の対応 →p.87～96 

○ 施設の使用の方法 →p.97～99 
（3）その他留意事項 →p.100 

（4）同等以上の措置に関するケーススタディ →p.101～108 

構造等に関する基準と定期点検の内容は関連づけて規定されており、必要な場合

には、規定内容と同等以上の措置をとることができます。この同等以上の措置とし

て考えられる事例についてケーススタディを行っています。 
 

５．関連制度 →p.109～114 

構造等規制制度と関連のある主な他の法令について紹介しています。 
 

６．関係者の連携・支援 →p.115～120 

事業者団体の役割や事業者等の活用できる支援策に関する情報を掲載しています。 
 

７．地下水汚染の未然防止のためのリスク管理 →p.121～127 

構造等規制制度への対応の他、地下水汚染の未然防止のために採用することが望ま

しいリスク管理手法として、リスクコミュニケーションや自主的取組による排出量等

の削減努力の重要性について紹介しています。 
 

８．有害物質の漏えい・地下浸透時の対応 →p.129～151 

有害物質の漏えいや地下浸透の事故が発生した場合の対応として、水質汚濁防止法

に基づく事故時の措置の制度を紹介しています。また、地下水汚染が発生してしまっ

た時の浄化技術について掲載しています。 
 

９．用語集、参考資料 →p.153～ 
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1. 構造等規制制度の概要 

 

1.1 構造等規制制度の趣旨・狙い 

 

○ 古来、我が国では、地下水を身近にある貴重な淡水資源として広く利用してきた。

現在でも、地下水は、我が国の水使用量の１割強、都市用水（生活用水及び工業用

水）の約４分の１を占めているなど、貴重な淡水資源として利用されている。また、

近年の気候変動による降雨の変化、災害時の水源の確保等を踏まえれば、将来的に

も淡水資源としての重要性は高まると考えられる。 

さらに、水循環の過程で地下水が地表に現れた湧水が、住民に安らぎの場を提供

したり、環境学習の場や観光資源として活用されたりすることもある。 

 

○ また、環境省の「今後の水環境保全に関する検討会」が平成 23 年に取りまとめた

「今後の水環境保全の在り方について」の報告書において、「望ましい水環境像」

として「汚染のない安全な地下水」が挙げられ、「速やかに解決されるべき課題」

として、「地下水汚染対策」が取り上げられている。（参考：図 1-1） 

 

○ こうしたことから、本来清浄な地下水の価値を認識し、その恩恵を現在及び将来

の世代の人間が享受できるよう保全に努めていかなければならない。 

 

○ しかしながら、近年、工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚

染事例が毎年継続的に確認されている。（参考：図 1-2） 
 

○ 地下水は、いったん汚染されるとその回復は困難であることから、将来にわたっ

て地下水の水質を効果的、効率的に保全していくためには、その汚染の未然防止を

図ることが何よりも重要である。 

環境省では、平成 20 年度末までに全国で確認された地下水汚染事例のうち、工

場・事業場が原因と特定又は推定された事例の汚染原因等について、平成 21 年度に

都道府県等の協力を得て調査を実施した。 

その結果、地下水汚染を引き起こすこととなった有害物質の漏えい原因として、

施設・設備の劣化・破損等による漏えい（施設・設備に係わるもの）と、不適切な

作業や設備の操作ミス等による漏えい（作業等に係わるもの）が確認された。 

 

○ 水質汚濁防止法（以下「水濁法」という。）は、工場及び事業場から公共用水域

に排出される水の排出及び地下に浸透する水の規制等によって、公共用水域及び地

下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護し、生活環境を保全する

こと等を目的とする法律である。 
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水濁法では、平成元年以降、有害物質を使用する特定事業場において、有害物質

の地下浸透を禁止している（参考：図 1-3）。しかしながら、その後も地下水汚染

の事例が継続的に確認されていることを踏まえ、平成 23 年に水濁法の一部が改正さ

れた（平成 23 年 6 月 22 日公布）。 

水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成 23 年法律 71 号）（以下、「改正法」

という。）においては、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害

物質を取り扱う施設・設備や作業における漏えいを防止するとともに、漏えいが生

じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、有害物質

を使用、貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使

用の方法に関する基準の遵守義務、定期点検及び結果の記録・保存の義務等の規定

を新たに設けた。 

 

 

図 1-1 水環境保全のための今後の取組（「今後の水環境保全の在り方について」より抜粋） 



3 

 

 

 

 

図 1-2 工場・事業場が原因と推定される地下水汚染事例数の推移（環境省調べ） 

図 1-3 水質汚濁防止法による地下水質保全の体系 
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1.2 構造等規制制度の概要 

 

○ 改正法では、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設（以下「有害物質

使用特定施設等」という。）の設置者に対し、 

① 有害物質を含む水の地下への浸透を防止するための構造、設備及び使用の方法

に関する基準（以下「構造等に関する基準」という。）を遵守すること 

② 有害物質使用特定施設等について、定期に点検し、その結果を記録し、保存す

ること 

を新たに義務付けるとともに、 

③ 有害物質使用特定施設等の届出時において、都道府県知事及び水濁法の事務を

実施する政令市の長（以下「都道府県知事等」という。）は、施設の構造等が上

記①の基準に適合しないと認めるときは、施設の構造等に関する計画の変更又は

施設の設置に関する計画の廃止を命じることができる 

④ 有害物質使用特定施設等の供用時において、都道府県知事等は、同様に施設の

構造等が上記①の基準に適合しないと認めるときは、施設の構造等の改善又は施

設の使用の一時停止を命じることができる 

ことを定めた。 

 

○ 改正法の施行の際（平成 24 年６月１日）、現に設置されている有害物質使用特定

施設等（設置の工事がなされている場合を含む）については、上記①の構造等に関

する基準への対応に一定の期間が必要であることから、構造等に関する基準の適用

が３年間（平成 27 年５月 31 日まで）猶予される。ただし、その間においては、よ

り充実した内容の点検、例えば点検頻度を高めた定期点検を実施しなければならな

い。 

 

(1) 構造等に関する基準に関する事項概略 

 

① 有害物質使用特定施設等の床面及び周囲 

有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲は、有害物質を含む水の地

下への浸透及び施設の外への流出を防止できる材質及び構造とする。 

 

② 有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯する配管等 
有害物質使用特定施設等の本体に付帯する配管等（有害物質使用特定施設等の

施設本体に接続し、有害物質を含む水が流れる配管本体、継手類、フランジ類、バ

ルブ類、ポンプ設備を含む。以下「配管等」という。）を地上に設置する場合は、有

害物質を含む水の漏えいを防止できる材質及び構造とするか、又は漏えいがあった

場合に漏えいを確認できる構造とすること。 
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地下に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えい又は地下への浸透（以下「漏え

い等」という。）を防止できる構造及び材質とするか、又は漏えい等があった場合に

漏えい等を確認できる構造とすること。 

 

③ 排水溝等 

有害物質使用特定施設等の本体に付帯する排水系統の設備（有害物質使用特定施設

等の施設本体に接続し有害物質を含む水が流れる排水溝、排水ます、排水ポンプ等を

含む。以下「排水溝等」という。）は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止で

きる材質及び構造とすること。 

 

④ 地下貯蔵施設 

地下貯蔵施設本体及び付帯する配管等のうち、地下貯蔵施設本体は、有害物質を含

む水の漏えい等を防止できる材質及び構造とすること。 

 

⑤ 使用の方法 
有害物質使用特定施設等に係る有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等

の作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、地下に浸透しない方法で行うと

ともに、有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適切

に行うこと。 
また、有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置

を講じるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか又

は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。 

 

(2) 定期点検の方法に関する事項概略  
 

○ 有害物質使用特定施設等の定期点検は、目視等（目視等による方法が困難であっ

て設備等を用いる場合を除く。）により、有害物質使用特定施設等の設置場所の床面

及び周囲、施設本体、それに付帯する配管等及び排水溝等並びに地下貯蔵施設に

ついて、構造等に関する基準に応じた項目及び頻度で行い、その結果等を記録し、

これを３年間保存すること。 
 

○ 点検により、有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏え

い等が確認された場合には、直ちに補修等の必要な措置を講ずること。 
 
○ 定期点検を行ったときは、次の事項を記録すること。 

①点検を行った有害物質使用特定施設等 

②点検年月日 
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③点検の方法及び結果 

④点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名 

⑤点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容 

 
○ 定期点検によらず有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏

えい等が確認された場合には次の事項を記録し、これを３年間保存するよう努めるこ

と。 

①異常等が確認された有害物質使用特定施設等 

②異常等を確認した年月日 

③異常等の内容 

④異常等を確認した者の氏名 

⑤補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容 
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2. 構造等規制制度の対象となる施設・事業者について 

 

 今回の水濁法の改正により、新たに設けられた構造等に関する基準の遵守及び定期

点検の実施が義務付けられた施設は、「有害物質使用特定施設」と「有害物質貯蔵指

定施設」である。ここでは、これらの施設の範囲、定義等について解説する。 

 以下により構成される。 

・ 有害物質使用特定施設について →7～11 ページ 

・ 有害物質貯蔵指定施設について →11～15 ページ 

・ 構造等に関する基準が適用される施設本体の範囲 →15～16 ページ 

・ 構造等に関する基準が適用される施設本体に付帯する配管等、排水溝等の範囲 

→ 16～19 ページ  

・ 施設以外の有害物質を含む水の貯蔵場所、作業場所における留意事項について 

 → 20～21 ページ 

 

2.1 有害物質使用特定施設 

（１）概要 

 有害物質使用特定施設は、水濁法第２条第８項において、有害物質を、その施設に

おいて製造し、使用し、又は処理する特定施設と定められている。 

 

水濁法第２条第８項 

 「 （略） 有害物質（※①）を、その施設において製造し、使用し、又は処理（※②）

する特定施設（※③）（指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。） 

（略） 」 

 

（２）対象となる施設について 

① 「有害物質」 

 「有害物質」とは、水濁法施行令第２条に定められている、カドミウム、鉛、トリ

クロロエチレン等の有害物質のことである。 

（※平成 23 年 12 月末現在で 26 項目が定められている。なお、平成 23 年２月に「水

質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等に

ついて（第１次答申）」において、塩化ビニルモノマー及び 1,2-ジクロロエチレンは、

他の有害物質と同様に、地下浸透規制等を行うことが適当とされており、今後、答申

を踏まえた措置が必要となっている。また、平成 23 年９月に、1,4-ジオキサンについ

て「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追

加等について（第２次報告案）」に対する意見の募集（パブリックコメント）がなされ

たところであり、今後、意見募集を踏まえた措置が必要となっている。） 
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水濁法施行令第２条 

（カドミウム等の物質）  

第２条  法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。  

一  カドミウム及びその化合物  

二  シアン化合物  

三  有機燐化合物（ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名パラチ

オン）、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名メチルパラチ

オン）、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト（別名メチルジ

メトン）及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（別名

ＥＰＮ）に限る。）  

四  鉛及びその化合物  

五  六価クロム化合物  

六  砒素及びその化合物  

七  水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  

八  ポリ塩化ビフェニル  

九  トリクロロエチレン  

十  テトラクロロエチレン  

十一  ジクロロメタン  

十二  四塩化炭素  

十三  一・二―ジクロロエタン  

十四  一・一―ジクロロエチレン  

十五  シス―一・二―ジクロロエチレン  

十六  一・一・一―トリクロロエタン  

十七  一・一・二―トリクロロエタン  

十八  一・三―ジクロロプロペン  

十九  テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム）  

二十  二―クロロ―四・六―ビス（エチルアミノ）―ｓ―トリアジン（別名シマ

ジン） 

二十一  Ｓ―四―クロロベンジル＝Ｎ・Ｎ―ジエチルチオカルバマート（別名チ

オベンカルブ）  

二十二  ベンゼン  

二十三  セレン及びその化合物  

二十四  ほう素及びその化合物  

二十五  ふつ素及びその化合物  

二十六  アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 
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② 「製造し、使用し、又は処理」 

  有害物質使用特定施設は、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設

のことをいい、個別の特定施設ごとに判断されることとなる。ここにおいて、「製造」

とは、当該特定施設において、有害物質を製品として製造することをいい、「使用」

とは、当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等と

して使用することをいい、「処理」とは、当該特定施設において、有害物質又は有害

物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去することをいう。

（下記参考１参照） 

  

 

③ 「特定施設」 

  「特定施設」とは、水濁法施行令第１条に基づく別表第１に掲げられた施設であ

り、例えば、酸又はアルカリによる表面処理施設（別表第１第 65 号）、電気めっき

施設（同第 66 号）、洗たく業の用に供する洗浄施設（同第 67 号）等が定められてい

る。 

  水濁法では、一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設を施行令で指定し、

これらの施設を設置している工場又は事業場からの排水の排出に対して規制を行う

こととされており、そのために指定された施設が「特定施設」である。 

特定施設の一覧を参考資料１に添付した。 

 

（参考１）「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」（都道府県知事・

政令市長あて環境事務次官通知、平成元年９月 14 日、環水管 188 号） 

  「また、有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188

号。以下「令」という。）別表第１に掲げる施設のうち、有害物質の製造、使用又

は処理を目的とする特定施設のことをいい、個別の特定施設ごとに判断されるこ

ととなる。ここにおいて、「製造」とは、当該特定施設において、有害物質を製品

として製造することをいい、「使用」とは、当該特定施設において、有害物質をそ

の施設の目的に沿って原料、触媒等として使用することをいい、「処理」とは、当

該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的とし

て有害物質を分解又は除去することをいう。」 

 

（３）下水道に排水の全量を排出する施設について 

 改正水濁法（水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 71 号。）によ

り改正された後の水濁法）では、第５条第３項において、新たに届出が必要となる施

設を以下のように定めている。 
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改正水濁法第５条第３項 

 「工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者（第１

項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質

使用特定施設を設置しようとする場合を除く。）又は工場若しくは事業場において有

害物質貯蔵指定施設（指定施設（有害物質を貯蔵するものに限る。）であつて当該指

定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定める

ものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、

次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

○ 工場又は事業場から排出される排水の全量を下水道に放流し、公共用水域には排

出しない場合には、有害物質使用特定施設に該当しても、従来から水濁法第５条第

１項に基づく届出の対象とされていなかった。しかしながら、そのような施設にお

いても、届出対象となっている有害物質使用特定施設と同じように有害物質を漏え

いし、地下に浸透させる可能性があること、また実際に地下水汚染事例の調査にお

いて、全量を下水道に放流する有害物質使用特定施設が地下水汚染の原因となって

いる事例が確認されたことから、今回の水濁法の改正においては、構造等に関する

基準の遵守、定期点検の実施等の義務が適用される施設の対象に含められた。改正

水濁法第５条第３項において、有害物質使用特定施設が対象となったが、ここでい

う有害物質使用特定施設は、基本的には、全量を下水道に放流する施設を想定して

いる（3.1 参照）。 

   

○ 改正水濁法第５条３項の括弧書きで、第５条第１項に規定する者が特定施設を設

置しようとする場合又は第２項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しよう

とする場合を除くとされているが、これは、既に第５条第１項又は第２項に基づい

て届出が行われている施設については、改めて届出を行う必要がないことを示して

いる。 

 

（４）対象とならない施設について 

① 汚水又は廃液を循環利用する施設 

  有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設であっても、施設内で発生する汚

水又は廃液の全量を循環利用することによって、施設からの汚水又は廃水の排出が

ない場合は、特定施設に該当しないので、有害物質使用特定施設に該当しない。 

ただし定期的に汚水又は廃液を取り出して産業廃棄物として処理するなどの場合

や、汚水又は廃液を事業場内の他の施設で処理し、その処理水を再利用するような

循環利用の場合は特定施設に該当し、有害物質を製造、使用又は処理している場合

には有害物質使用特定施設に該当する。 
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② 下水道終末処理施設等 

  上記（２）の②のことから、水濁法施行令第 1条別表第１第 73 号の下水道終末処

理施設（下水道法施行令第９条の３第２号に係る処理施設で有害物質を処理する者

を除く。）、同第 72 号のし尿処理施設は、特定施設ではあるが有害物質使用特定施設

に該当しない。 

 

③ 畜産関係 

○ 畜産農業については、一定規模以上の豚房施設、牛房施設又は馬房施設が特定施

設に該当するが、これらの施設は畜舎の中の豚、牛又は馬を収容するための個々の

房をいい、通常、有害物質を製造・使用・処理しているとは考えられないため有害

物質使用特定施設には該当しない。 

 

○ 家畜ふん尿の貯留施設については、家畜ふん尿に含まれるアンモニアや硝酸性窒

素を除去するためにいったん貯蔵する目的で設置される施設であれば、有害物質貯

蔵指定施設に該当するが、家畜ふん尿が一時的に通過したり貯留したりする処理工

程中のタンクであって排水処理施設（有害物質使用特定施設ではないもの）と一体

となった施設は排水処理施設とみなされ、有害物質貯蔵指定施設には該当しない。 

 

④ 温泉旅館 

  上記（２）の②のことから、温泉水等で天然に有害物質を含有する水を使用する

場合に、当該有害物質を使用することを目的としない旅館等においては、その水を

使用する旅館等の施設は、有害物質使用特定施設に該当しない。 

 

 

2.2 有害物質貯蔵指定施設 

(1) 概要 

 有害物質貯蔵指定施設は、改正水濁法第５条第３項及び改正水濁法施行令（水質汚

濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成 23 年 11 月 28 日政令第 367 号）による改

正後の水質汚濁防止法施行令）第４条の４に定められており、有害物質を含む液状の

物を貯蔵する指定施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透するお

それがある施設をいう。 

 

(2) 対象拡大の背景 

○ 平成 21 年度に環境省が実施した実態調査において、汚染原因行為等が、水濁法改

正により地下浸透規制制度が導入された平成元年度以降も継続した事例が 252 件確

認された。これらのうち、漏えい場所と地下への浸透場所の関係が特定または推定
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された 80 か所について調査したところ、貯蔵設備・貯蔵場所で有害物質が漏えいし、

その場で地下に浸透したという事例が 12 か所確認された。 

 

○ 貯蔵施設については、通常は排水を外部に排出しないことから、水濁法の特定施

設とされず、したがって都道府県知事等への届出の対象とはなっていなかった。し

かしながら、上記のような汚染の事例が確認されたことを勘案し、今回、新たに届

出対象施設に加えられたものである。 

 

○ なお、上記の事例数は、原因の施設が特定または推定された事例についてのみ調

査を行ったものであり、原因の施設が不明の汚染事例はさらに多数にのぼると考え

られる。 

 

(3) 対象となる施設について 

改正水濁法第５条第３項 

 「 （略） 指定施設（※①）（有害物質を貯蔵するものに限る。）であつて当該指定

施設から有害物質を含む水（※②）が地下に浸透するおそれがある（※③）ものとして政

令で定めるものをいう。 （略） 」 

 

改正水濁法施行令第４条の４  「第２条に規定する物質（※④）を含む液状の物を貯

蔵する（※⑤）指定施設（※⑥）とする。」 

 

 対象となる施設は、上記の通り、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設であ

って、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設であるが、

条文中の用語の考え方について、以下に①から⑥までで解説する。 

なお、生産施設や処理施設の中に一体として設置された貯蔵に関わる施設について

は次のように取り扱う。 

○ 有害物質貯蔵指定施設は、有害物質を貯蔵することを目的として有害物質を「貯

蔵している施設」であることが要件である。 

例えば、生産工程の中に一体として組み込まれ、一時的に有害物質が通過したり

貯留したりする工程タンク等、生産施設と一体となった施設については生産施設と

みなされ、一般的には有害物質貯蔵指定施設に該当しない。また同様に、排水溝の

途中に排水系統の中に一体として組み込まれているためます等は排水系統の設備

（排水溝等）、排水処理工程の中に一体として組み込まれている廃液タンク等は排水

処理施設とみなされ、一般的には有害物質貯蔵指定施設には該当しない。 

 

○ これらのケースについては、生産設備が特定施設に該当する場合には、当該特定
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施設の構造の一部として水濁法に基づく届出を行い、また、排水処理施設が特定施

設に係る排水、汚水を処理する場合には、当該特定施設の汚水の処理の方法として

届出を行う必要がある。 

具体的には個別のケースに応じて判断する必要があるが、これらのケースでは、

それぞれ生産施設、排水溝等、排水処理施設として全体をとらえるのが妥当である。 

 

①  「指定施設」 

  「指定施設」とは、平成 22 年の水濁法の改正で新たに定義が設けられた。有害物

質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であ

って公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被

害を生ずるおそれがある物質として水濁法施行令で定めるもの（指定物質：水濁法

施行令第３条の３で定める 52 物質。134 ページ参照。）を製造し、貯蔵し、使用し、

若しくは処理する施設。 

  なお、構造等規制制度の対象となる施設は、「有害物質」を貯蔵する指定施設であ

り、「指定物質」を貯蔵する施設は対象とならない。 

 

② 「有害物質を含む水」 

  「有害物質を含む水」の「水」は水濁法上「液状のもの」と同義で用いられ、こ

れには、有害物質を微量に含む廃液、液体の有害物質 100％のもの等が含まれる。

具体的には、水質汚濁防止法施行規則第６条の２の規定に基づく環境大臣が定める

検定方法（平成元年環境省告示 39 号）により検定した場合において、有害物質が検

出される水のことをいう。 

 

③ 「地下に浸透するおそれがある」 

  「地下に浸透するおそれがある」は、当該有害物質を含む水が液体で漏えいする

ような施設を対象とすることを意味している。したがって、温度や圧力を変化させ

て液状の有害物質を貯蔵する施設において、漏えいした時点で、常温常圧となり、

気化するような有害物質は、地下に浸透するおそれがあるとは考えられず、こうし

た貯蔵施設は対象とはならない。 

 

④ （改正水濁法施行令）「第２条に定める物質」 

  改正水濁法施行令第２条に定める物質とは、カドミウム、鉛、トリクロロエチレ

ン等の有害物質のことであり、平成 23 年 12 月末現在で 26 項目が定められている。

（2.1(2)参照） 

 

⑤ 「液状の物を貯蔵するもの」 

  法律において、「地下に浸透するおそれがある」、すなわち、有害物質を含む水が



14 

液体で漏えいするような施設を対象とすることとされ、施行令でさらに、液状の物

を貯蔵するもの（施設）に限定されている。これは、有害物質であっても、固体、

気体を貯蔵している施設は対象にはならず、さらに、漏えいした時点で温度や圧力

変化によって液状になるものがあったとしても（実際に存在するかどうかは別とし

て）、それらは対象外となることを意味している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、「貯蔵する」は、有害物質を貯蔵することを目的とするタンク等の施設が対

象である。内容物の濃度でもって限定することは困難である。また、内容物に有害

物質が含有される場合であっても、それが不純物として含有される場合については

措置の対象にはならない。 

  例えば、ガソリンタンクを例にとると、不純物としてベンゼンが入っているが、

有害物質にガソリンは該当しない。これは、ベンゼンを含んでいたとしても、ベン

ゼンの貯蔵を目的とした施設ではないので、対象とはならない。他方、例えばカド

ミウムを含む廃水のタンクで、カドミウムを除去するためにいったん貯蔵する目的

で設置される施設については、カドミウムの濃度が微量であっても対象となる。 

 

⑥ 「施設」に該当しない事例 

  そもそも「施設」とは工場・事業場に一定期間設置されるものをいい、常時移動

させながら使用するものは該当しない。したがって、ドラム缶、一斗缶やポリタン

ク等はそもそも施設に該当しないが、例えばドラム缶を一定期間、一定の場所に物

理的に固定して使用するケースにおいては、有害物質の貯蔵を目的とした施設と判

断されれば対象となる。なお、ここで一定期間、一定の場所に固定して使用とは、

物理的に固定され、使用期間において原則として常時配管等が接続されている状態

を想定したものであり、耐震対策で容器を固定するようなケースは想定していない。

（下記参考１参照） 

  

 

図 2-1 液状のものを貯蔵するものに関する概念図 

※有害物質であっても固体、気体を貯蔵

している施設は対象にはならない 
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（参考１）「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」（都道府県知事・

政令市長あて 環境省水質保全局長通知、平成８年 10 月１日、環水管 276 号、環

水規第 320 号、平成 11 年１月 29 日改正、環水企第 33 号） 

  「（水質汚濁防止）法第２条第４項の「貯油施設等」には、ドラム缶等の容器、

車両等で移動可能なものは含まれない。」 

 

(4) 有害物質貯蔵指定施設の事例 

 以下に有害物質貯蔵指定施設に該当する事例と該当しない事例を示す。なお、施設

に該当するか否かは、ドラム缶等の容器の使用実態に即して最終的には判断されるべ

きである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 構造等に関する基準の適用を受ける範囲について 

(1) 「施設」の範囲 

○ 「施設」には、特定施設や貯蔵施設の本体の他、付帯する配管等、排水溝等や、

施設の周囲の床面、防液堤等が含まれる。また「配管等」には、配管の他、継手類、

フランジ類、バルブ類、ポンプ設備が含まれ、「排水溝等」には、排水溝、排水管、

図 2-3 有害物質貯蔵指定施設に該当する事例(2) 

 

図 2-4 有害物質貯蔵指定施設に 

該当しない事例(1) 

 

図 2-5 有害物質貯蔵指定施設に 

該当しない事例(2) 

 

図 2-2 有害物質貯蔵指定施設に 

該当する事例(1) 
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排水ます、排水ポンプ等が含まれる。 

 

○ また事業場の中のどの範囲の「配管等」、「排水溝等」が含まれるかについては、

当該事業場の中の有害物質使用特定施設等に接続している配管等又は排水溝等で、

有害物質が含まれる液体、廃液等が流れる部分は全て含まれる。 

 

○ 例えば下図のような事業場において、有害物質貯蔵指定施設である貯蔵タンク（原

材料）から有害物質使用特定施設までの配管等、有害物質使用特定施設から有害物

質貯蔵指定施設である貯蔵タンク（廃液）及び排水処理施設までの排水溝等に有害

物質を含む水が流れていれば、これらの配管等及び排水溝等に構造等に関する基準

等が適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 施設の周囲の床面、防液堤等の範囲については、第 4 章の 4.2「4.2.1 床面及び周

囲」を参照のこと。 

 

○ これらを含めて、改正水濁法第５条第１項又は第３項に基づき、新たに施設を設

置しようとする時には、都道府県等に届出を提出することが必要である。届出が必

要な事項や提出様式については、「３．施設の届出及び申請」（23 ページ）を参照の

こと。 

 

(2) 施設本体に付帯する配管等、排水溝等の範囲 

○ 構造等に関する基準が適用される施設本体に付帯する配管等、排水溝等とはどの
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範囲が含まれるかを以下において説明する。 

構造等に関する基準が適用されない配管等や排水溝等の設備に対しても、事業場

全体が有害物質使用特定事業場である場合には、水濁法第 12 条の３に基づいて有害

物質を含む水の地下浸透が禁止されており、これらの設備から有害物質を含む水（た

だし有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したものを含む）を含むもの）

の地下浸透が生じているおそれがある場合には、水濁法 13 条の２第１項に基づく都

道府県等の改善命令の対象となり得ることに留意する必要がある。 

 したがって、有害物質使用特定事業場の設置者は、構造等に関する基準が適用さ

れない設備についても、適用される施設に準じて構造等に関する基準を遵守し、定

期的な点検を実施することが推奨される。 

 

○ 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置場所の床面及び周囲、付

帯する配管等及び排水溝等、及び地下貯蔵施設本体に対し、構造等に関する基準が

適用される。 

 

○ 排水処理施設については、水濁法施行令第１条の別表第 1で定められている「鉱

業」における「坑水中和沈でん施設」（水濁法施行令別表第 1第１号ハ）や、特定事

業場から排出される水の処理施設（水濁法施行令別表第 1 第 74 号）等を除き、特定

施設に該当しない場合には、有害物質を処理していたとしても、「有害物質使用特定

施設」には該当しない。その場合でも、有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定

施設から排水処理施設までの排水系統（排水管、排水溝及びこれらに付帯する設備）

は有害物質使用特定施設等に付帯する設備となり、構造等に関する基準が適用され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （    ：対象となる排水溝等     ：対象とならない排水溝等） 

 

○ 一方、有害物質使用特定施設に該当しない排水処理施設以降の公共用水域や下水

道に放流するための排水溝等の設備は、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指

  

排
水
処
理
施
設 

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設 

 有害物質使用特定事業場 

（非特定施設） 
地下浸透規制は事

業場全体に適用 

河川等の

公共用水

域又は下

水道 
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定施設に付帯したものとは考えられないことから、構造等に関する基準は適用され

ない。 

 

○ 特定事業場から排出される水を共同で処理する施設（水濁法施行令別表第１第 74

号に定める施設。以下「共同処理施設」という。）において、当該特定事業場（甲）

が有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を有する場合（下図ケース１）

には、甲の事業場内及び丙の事業場内の配管等及び排水溝等はいずれも構造等に関

する基準の対象となり、定期点検も実施する義務が生じる。 

  一方、特定事業場ではない事業場（乙）から排出される有害物質を含む水を貯蔵

することなく丙の事業場における共同処理施設において処理している場合（下図ケ

ース２）には、乙の事業場内の配管等は対象にならず、丙の事業場内の配管等のみ

が構造等に関する基準の対象となる。この場合、乙の事業場が有害物質使用特定事

業場でない場合には、地下浸透規制がかからないが、有害物質を扱っている以上、

有害物質を含む水を地下に浸透させてしまう可能性があることから、本マニュアル

等に基づいて自主的な取組を行うことが望ましい。 

 

                    

【ケース１】  

 

 

 

 

 

 

    

   

【ケース２】  

 

 

 

 

 

 

 

 

  （    ：対象となる排水溝等     ：対象とならない排水溝等） 

 

 
 

共
同
処
理
施
設 
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害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設 

  

共
同
処
理
施
設 特定施設無し 

有害物質使用

有 

甲の事業場 丙の事業場 

乙の事業場 丙の事業場 

施

設 

河川等の

公共用水

域又は下

水道 

 

河川等の

公共用水

域又は下

水道 
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○ これらの事例のように、配管等、排水溝等が、異なる事業場間に設置されている

場合、構造等に関する基準遵守及び定期点検の実施の義務の適用は、基本的には敷

地の中までの配管等、排水溝等が対象となる。 

 

○ また、休廃止鉱山に設けられた特定施設に該当する中和沈でん施設においては、

設置場所の特殊性を鑑み、一群の施設の周辺の敷地において、布設された配管等（集

水ますが設置されている場合はそこから下流側の配管等）及び特定施設に接続して

いる排水溝等（施設周辺の敷地と考えられる範囲まで）が、構造等に関する基準の

適用を受ける対象とすることが妥当である。なお、これら以外の配管等及び排水溝

等（一群の施設の周辺の敷地以外に設置されているもの）についても、適切に維持

管理することが望ましい。 
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2.4 施設以外の有害物質を含む水の貯蔵場所、作業場所における留意事項に

ついて 

 

 有害物質貯蔵指定施設以外の有害物質を含む水の貯蔵場所、作業場所については、

今回の改正水濁法に基づく構造等に関する基準の遵守や定期点検の実施の義務は課

されていないが、有害物質による地下水汚染の実態を踏まえ、事業者における責務と

して、これらの場所から有害物質を含む水が漏えいしたり地下に浸透したりしないよ

うに取り組むことが重要である。 

 

① 汚染の実態 

○ 環境省が平成 21 年度に実施した工場・事業場が原因と推定される地下水汚染事例

の汚染原因行為等の実態に関する調査結果によると、地下水汚染の原因施設等まで

特定または推定した事例のうち、水濁法改正により地下浸透規制制度が導入された

平成元年度以降も汚染原因となった行為・事象があると認められた 252 件について

調査したところ、10 件（４％）が施設以外の場所での作業に伴う有害物質の地下浸

透、５件（２％）が貯蔵施設以外の貯蔵場所からの有害物質の漏えいが地下水汚染

の原因となっていた。 

 

② 取組の重要性及び取組内容 

○ こうしたことから、水濁法改正前の中央環境審議会地下水汚染未然防止小委員会

等においては、有害物質を扱う事業場において、有害物質使用特定施設や有害物質

貯蔵指定施設以外の有害物質の貯蔵場所、作業場所についても規制の必要性が審議、

検討された。 

 

○ その結果、答申において、「漏えい・地下浸透の事例が見られるものの、場所は施

設と異なりその特定が困難であることから、今回の措置の対象施設には含まないも

のとするが、貯蔵場所や作業場所からの有害物質の漏えい及び地下浸透を防止する

取組を促進することが必要である」とされたところである。なお、対象とされなか

った点に関しては、具体的には、対策の必要性はあるものの、有害物質を扱う貯蔵

場所、作業場所については、事前の届出による把握が困難であること、また、仮に

届出を行ったとしても、これらの場所は固定されずに移動する可能性があり、その

都度変更届出の事務を行うことは現実的でないことから、構造等に関する基準の遵

守や定期点検の実施の義務は適用されなかったものである。 

 

○ しかしながら、事業者全体における有害物質の適正な管理と地下浸透の未然防止
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コンクリート床 

コンクリート床のひ

び割れ、亀裂等から地

中へ浸透 

  

 

表面被覆してない地表か

ら地中へ浸透 

 

 

  

野積み 

表面被覆していない

地表面から地中へ浸

透 

 

 

図2-7 移し替え時のこぼれ等により、有害物質を含む水が地下に浸透した事例 

 

図2-6 有害物質を含む水が貯蔵場所で漏えいし、その場で地下に浸透した事例 

の観点からは、 

 ① 可能な限り、事業場において有害物質を扱った作業をしたり保管したりする場

所を特定し、決められた場所以外では、極力作業したり保管したりしないように

する、 

 ② そうした特定の場所について、事業者自身と都道府県等において情報を共有す

る、 

 ③ 本マニュアルに示された構造等の措置に準じて、可能であれば、これらの場所

の床面は地下浸透を防止する構造としたり、有害物質を含む水が万一漏えいした

場合に回収するための排水溝やためますを設置したり、吸着材を常備したりする

とともに、定期的な点検を行う、 

 ④ 有害物質の取り扱いにあたって、本マニュアルの対策も参考とし、有害物質を

飛散、流出、地下浸透させないように留意する、 

 といった取組が重要である。 
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3.施設の届出及び申請 

 

 工場・事業場において設置する施設が、２．において説明した「有害物質使用特定

施設」又は「有害物質貯蔵指定施設」に該当する場合には、水濁法に基づいて、都道

府県等に届出を提出する必要がある。 

（参考）届出対象施設判定フローチャート → 参考資料２ 

 

※ なお本章では、Ａ基準・Ｂ基準・Ｃ基準という用語を用いている。これは、構造等に関す

る基準とそれに対応する定期点検の方法を組み合わせた措置を指しており、それぞれ以下の

とおりである。詳しくは、４．１（３）を参照のこと。 

・Ａ基準：新設の施設を対象とした措置 

・Ｂ基準：既設の施設を対象とした措置 

・Ｃ基準：既設について改正水濁法の施行後３年間で適用できる措置 

※ 「改正水濁法」とは、平成 23 年６月 22 日に公布された水質汚濁防止法の一部を改正する

法律（改正法）により改正された後の水質汚濁防止法を指す。 

 

3.1 施設を新設する場合 

○ 届出が必要な事項は下表のとおり水濁法に定められている。 

対象 有害物質使用特定施設（公共

用水域に水を排出） 

有害物質使用特定施設（下水道

に排水の全量を放流等※）、有

害物質貯蔵指定施設 

根拠 改正水濁法第５条第１項 改正水濁法第５条第３項 

届出事項   

 氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては
その代表者の氏名 

○ ○ 

 工場又は事業場の名

称及び所在地 
○ ○ 

種類 ○ － 

構造 ○ ○ 

設備 ○ ○ 

使用の方法 ○ ○ 

汚水等の処理の方法 ○ － 

 排出水の汚染状態及

び量 
○ － 

 その他環境省令で定

める事項 
○ ○ 

※有害物質使用特定施設のうち、工場・事業場から公共用水域に水を排出する者の設置する施設（水濁
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法第５条第１項）又は汚水等を含む水を地下に浸透させる者が設置する施設（水濁法第５条第２項）

以外の施設であり、該当するものとしては、基本的には、雨水を含め全量を下水道に放流する施設で

ある。その他のケースがあったとしてもレアケースと考えられることから、本マニュアルでは、「下水

道に排水の全量を放流等」として記載している。 

 

○ 届出は改正後の水濁法施行規則様式第１により行う。届出の記載例を参考資料３

に示す。 

※なお、参考資料３に示す様式は案であることに留意する必要がある（最終的な

様式は水質汚濁防止法施行規則が改正される際に公布されることになる。） 

 

○ 「施設」には、「１．有害物質使用特定施設」の（２）にあるとおり、施設本体、

施設本体に付帯する配管等や排水溝等、施設設置場所の周囲の床面及びその周囲（防

液堤等）が含まれる。これらを含めて、施設の設置時には都道府県等に届出を提出

することが必要である。有害物質使用特定施設で公共用水域に水を排出する場合は

改正水濁法第５条第１項に基づき、有害物質使用特定施設（下水道に排水の全量を

放流等）及び有害物質貯蔵指定施設の場合は同法第５条第３項に基づいて提出する

こととなる。 

 

○ 上記の中で「その他環境省令で定める事項」として、改正水濁法第５条第１項に

関しては、「排出水に係る用水及び排水の系統｣を定めており、改正水濁法第５条第

３項に関しては、有害物質使用特定施設については「施設において製造され、使用

され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統｣を、有害物質貯蔵指定施

設については「施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統」を定

める予定である。 

「搬入及び搬出の系統」については、有害物質を扱う事業場内における有害物質

貯蔵指定施設に貯蔵する有害物質の搬入及び搬出の系統であって、有害物質がどの

ような手段及びルートで搬入・搬出されているかは有益な情報であり、これらを把

握することは事業者にとっても都道府県等にとっても重要である。（例えば、配管に

よるもののほか、車両や従業員の運搬による場合も想定される） 

 

※ 「都道府県等」について 

水濁法施行令第 10 条の規定により、政令で定める市（特別区を含む。以下「政令

市」という。）の長は都道府県知事が行う事務の一部を行うことができるとしており、

設置の届出等が該当する。このため、政令市が届出の事務を行っているときには、

施設の設置場所が政令市の区域内の場合、都道府県ではなく、該当政令市に申請す

ることとなる。平成 23 年 12 月末時点で、この政令市は全国で 108 市ある。（政令市

の一覧を参考資料４に示す） 
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なお、地方自治法第 252 条の 17 の２において「都道府県は、都道府県知事の権限

に属する事務の一部を条例の定めるところにより、市町村が処理することとするこ

とができる。」と規定されており、これに基づき、条例において水濁法に基づく届出

事務等の権限を市町村に移譲している場合がある。 

 

※ 他法令に基づく届出について 

新しく施設を設置する場合、水濁法以外の法令に定められた届出義務に該当する

場合もある。このような場合には、それぞれの法律によって定められている届出先

へ個々に届出を行う必要がある。施設の使用までのプロセスにも違いがあるので注

意が必要である。例として下水道法及び消防法を以下に挙げる。 

 

○下水道法 

下水道法第 12 条の３第１項の規定に基づき、工場又は事業場から継続して下水

を排除して公共下水道を使用する者が、当該工場又は事業場に特定施設（※）を

設置しようとするときには、市町村等の公共下水道管理者に、特定施設の種類、

特定施設の構造、特定施設の使用の方法、特定施設から排出される汚水の処理の

方法等の事項を届け出なければならない。 

また、当該施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、水濁法の届出も

必要となる。 

・水濁法 ： 設置の届出 →受理 →設置 →施設の使用 

・下水道法： 設置の届出 →受理 →設置 →施設の使用 

※継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水濁法第２条第２項に

規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105

号）第 12 条第１項第６号に規定する水質基準対象施設（下水道法第 11 条の２

第２項） 

 

○消防法 

消防法第 11 条第１項の規定に基づき、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所を

設置しようとするときには、市町村の消防本部等の許可を受けなければならない。 

これらの施設が有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に該当する場

合には、水濁法の届出も必要となる。 

・水濁法 ：設置の届出    →受理   →設置      →施設の使用 

・消防法 ：設置の許可の申請 →設置許可 →設置 

→完成検査の申請 →完成検査 →完成検査済証交付→施設の使用 
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3.2 改正法施行時点で既に設置されている有害物質使用特定施設又は有害物

質貯蔵指定施設の場合 

現在既に稼働中である施設など、改正法の施行の時点（平成 24 年６月１日）で既に

設置されている有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の届出や基準の適用

は以下のとおりである。 

(1)改正法施行時に既に届け出ている場合（既設の有害物質使用特定施設） 

水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則（以下「改正法附則」という。）第２条 

第２条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水質汚濁防止法第５条第１

項の規定によりされている届出は、この法律による改正後の水質汚濁防止法（以下

「新法」という。）第５条第１項の規定によりされた届出とみなす。 

既設の有害物質使用特定施設で、既に改正前の水濁法第５条第１項の届出をしてい

る場合には、改正法附則第２条の規定により、改めて届け出る必要はない。この場合、

改正水濁法第５条第１項の届出が既になされているとみなされることとなる。 

(2)改正法の施行に伴い届出が必要な既設の施設 

改正法附則第３条 

第３条 この法律の施行の際現に工場若しくは事業場において新法第２条第８項に規

定する有害物質使用特定施設（略）を設置している者（新法第５条第１項又は第２

項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。）又は工場若しく

は事業場において新法第５条第３項に規定する有害物質貯蔵指定施設（略）を設置

している者は、この法律の施行の日から 30 日以内に、環境省令（注）で定めるとこ

ろにより、同項各号に掲げる事項を都道府県知事（略）に届け出なければならない。 

 

既設の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設で、改正法により新たに届

出対象となった施設については、改正法施行日から 30 日以内（平成 24 年６月 30 日ま

で）に都道府県等への届出が義務付けられている。当該規定が適用される施設は以下

の２種類である。 

・有害物質貯蔵指定施設 

・下水道に排水の全量を放流等している有害物質使用特定施設 

なお、この場合には、改正水濁法第６条第１項による届出とみなされる。 

 

（注）改正後の水濁法施行規則様式第１により行うことが環境省令に定められる予定

である。 
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(3)構造等に関する基準の適用 

改正法附則第４条 

第４条 この法律の施行の際現に有害物質使用特定施設を設置している者（新法第５

条第２項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。）及び有害

物質貯蔵指定施設を設置している者については、この法律の施行の日から起算して

３年を経過する日までの間は、新法第８条第２項、第 12 条の４及び第 13 条の３の

規定は、適用しない。 

２ 前項の規定に該当する者に対する新法第 13 条の３第２項の規定の適用について

は、同項中「第 12 条の４の基準の適用」とあるのは、「第 12 条の４の基準の適用（水

質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十一号）の施行の日か

ら起算して３年を経過することにより同条の規定が適用されることとなつた場合を

除く。以下この項において同じ。）」とする。 

 

構造等に関する基準は、改正法附則第４条の規定に基づき、法の施行後３年間（平

成 27 年５月 31 日まで）は、適用されない。当該期間は、定期点検のみが義務付けら

れている（Ｃ基準の規定による点検、又は、Ａ基準若しくはＢ基準に規定する構造等

に関する基準に適合する施設は各基準の規定による点検）。 

 

 

3.3 改正法の施行日以降に施設の構造等を変更する場合 

 

改正法の施行日（平成 24 年６月１日）以降に、施設の構造、設備や使用の方法等を

変更する場合については、次のようなケースが考えられる。 

・施設の用途変更 ： 既設の施設を有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施

設に用途変更する場合 

・施設の仕様等変更： 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の仕様や使

用方法を変更し、構造、設備等の届出事項に変更が生じる場合 

 

 (1) 施設の用途変更 

既設の施設を有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に用途変更する場合 

 

① 水濁法の届出対象外の既設の施設の場合 

・ 届出対象外であった既設の施設を、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定

施設に用途変更することは、改正水濁法第５条第１項又は第３項の「設置しようと
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するとき」に該当し、新設の施設の届出（同法第５条）と同様の手続きを行う。届

出は改正後の水濁法施行規則様式第１により行う。 

・ 構造等に関する基準は、新設の施設を対象としたＡ基準が適用される。 

 

②水濁法に基づく既設の特定施設の場合 

・ 特定施設（有害物質使用特定施設ではないものに限る。）の用途変更によりその種

類を変更し有害物質使用特定施設とする場合には、水濁法第 10 条に基づき特定施設

の使用の廃止の届出を行った後、同法第５条第１項に基づき、有害物質使用特定施

設の設置の届出を行う。また、種類の変更を伴わないで有害物質使用特定施設に用

途変更する場合には水濁法第 7 条に基づき変更届出を行う。届出は改正後の水濁法

施行規則様式第１により行う（廃止については、様式第６）。 

・ 構造等に関する基準は、新たに有害物質使用特定施設と位置づけられることから、

Ａ基準が適用される。 

なお、改正法施行の時点では有害物質使用特定施設に該当しないため、改正法附

則第４条の規定は適用されず、Ｃ基準の適用がない点に注意する必要がある。 

 

 

(2)施設の仕様等変更 

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の仕様や使用方法を変更し、構造、

設備等の届出事項に変更が生じる場合 

 

①有害物質使用特定施設（下水道に排水の全量を放流等）又は有害物質貯蔵指定施設

の構造や設備の変更の場合 

・ 改正法附則第３条に基づいて既に届出を行った施設（改正法施行時点で既設の有

害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設）において、仕様や使用方法を変更

し、構造、設備等の届出事項に変更が生じる場合には、水濁法第７条に基づき変更

の届出が必要となる。届出は改正後の水濁法施行規則様式第１を用いて行う。 

・ 構造等に関する基準は、改正法の施行後に、施設の構造又は設備の一部を変更す

る場合には、当該変更部分について、原則として、Ａ基準が適用される（Ｂ基準に

適用するための変更についてはＢ基準）。その場合、Ｃ基準の適用がない点に注意す

る必要がある。 

なお、変更されない部分については、引き続きＢ基準の適用が可能である。また、

その場合で、改正法の施行時点で既に設置されている場合には、施行後３年間（平

成 27 年５月 31 日まで）は、改正法附則第４条に基づき、構造等に関する基準は適

用されず、Ｃ基準の適用も可能である（3.2 参照）。 

 

②法施行時に法第５条第１項に基づき届出済みの有害物質使用特定施設の変更 
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・ 水濁法第５条第１項に基づいて既に届出済みの施設は改正水濁法第５条第１項の

規定により届出されたものとみなされるが（改正法附則第２条）、当該施設の仕様や

使用方法を変更し、施設の構造、設備等の届出事項に変更が生じる場合には、①と

同様、水濁法第７条に基づき変更の届出が必要となる。 

・ 届出は改正後の水濁法施行規則様式第１を用いて行う。 

・ 構造等に関する基準は、上記①に準ずる。 

 

※施設の使用の休止について 

施設の使用の休止とは、再度施設を使用することが予定されていて、一定期間の

使用を行わないことである。再度の使用の予定はなく、廃止もしくは用途変更し有

害物質の使用を行わない場合には、「３．５施設の使用を廃止する場合」に該当する。 

使用を休止することは、届出事項のうち施設の「使用の方法」の変更に該当する

と考えられることから、水濁法第７条に基づく届出が必要となる（改正後の水濁法

施行規則様式第１を用いる）。施設を休止している間の定期点検については、各施設

本体・設備に適用される定期点検の期間を超えて休止する場合には、その間に定め

られた定期点検の実施義務の規定が適用されないことはやむをえない。 

 

 

3.4 新たに有害物質が追加されたことによって既設の施設が有害物質使用特

定施設又は有害物質貯蔵指定施設に該当することになった場合 

 

・ 新たに有害物質が追加されたことによって既設の施設が有害物質使用特定施設又

は有害物質貯蔵指定施設に該当することになった場合には、改正水濁法第６条第１

項に基づき、有害物質が追加された日から 30 日以内に届出を行うことが必要である

（有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は、特定地下浸

透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。）。届出は改正後の水

濁法施行規則様式第１を用いて行う。 

具体的には、以下のような届出事項について届出が必要となる。 

・ 有害物質使用特定施設（公共用水域への排出がある場合）については、同法第

５条第１項に定める事項 

・ 有害物質使用特定施設（下水道に排水の全量を放流等）及び有害物質貯蔵指定

施設については、同法第５条第３項に定める事項 

なお、これらの施設については、新規の届出が必要となる。 

 

・ 構造等に関する基準は、新たな規制措置への対応となることを踏まえ、Ａ基準又

はＢ基準が適用される。 

・ なお、構造等に関する基準の適用の際に（有害物質の追加のための水濁法施行令
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の一部を改正する政令の施行時に）、現に施設が設置されている場合には、同法第

13 条の３第２項の規定により、都道府県知事による改善命令等は、原則として、構

造等に関する基準の適用の日から６ヶ月間は適用されない。 

・ 水濁法に基づく有害物質の追加に際しては、一般に、環境省に設置された中央環

境審議会において、水質環境基準の追加に関する審議がなされた上で、当該環境基

準の達成に必要とされる排水規制や構造等規制の適用に関して、物質の有害性、環

境中の存在状況や発生源の状況、公害防止のための諸施策等を総合的に勘案した審

議がなされる。これらの結果を踏まえ、有害物質の追加が適当と判断された場合に

は、水濁法施行令の改正がなされ、一定の周知期間を設けるなど、新たに規制が課

されることを考慮した上で、施行（有害物質の追加）がなされることとなる。 

有害物質の追加により新たに対象施設となった場合にも十分な余裕をもって対処

できるよう、これらの審議の段階から有害物質の追加の動向について十分に注視し

ておくことが重要である。 

 

 

3.5 施設の使用を廃止する場合 

 

有害物質使用特定施設等の使用を廃止するとは、以下のような場合が考えられる。 

・除外： 既設の有害物質使用特定施設等で有害物質の使用等を取りやめ、構造規制

等の対象とならなくなる場合 

・廃止： 既設の有害物質使用特定施設等を廃止する場合 

 

・ 「施設の使用を廃止したとき」とは、施設の使用を永久に停止（廃止の場合）し

たときの他、用途変更によりその種類を変更（除外の場合）したときを含む。この

ため、上記の２つのケースは、施設のその後の使用に違いはあるが、水濁法上の廃

止の届出に違いはない。この廃止の届出については、水濁法第 10 条に基づき、施設

の使用を廃した日から 30 日以内に都道府県等に届け出なければならない。なお、「除

外」の場合に、依然として特定施設には該当する場合には、水濁法第 7条に基づく

変更届出となる。 

・ 廃止の届出は、改正後の水濁法施行規則様式第６を用いて行う。 
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4. 構造等規制制度について 

 

今回の水濁法の改正により、新たに義務付けられた構造等に関する基準及び定期点

検の方法について解説する。以下により構成される。 

4.1 基本的事項→ 33～44 ページ 

(1)構造に関する基準及び定期点検について 

(2)構造等に関する基準及び定期点検の設定の基本的な考え方について 

(3)新設と既設に対する適用の考え方 

(4)点検について（定期点検の規定、定期点検の方法の設定の考え方、点検結果の記

録と保存、点検要領及び点検記録表、操業時の日常点検） 

(5)全体の構成 

4.2 構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法→ 45～102 ページ

4.2.1 床面及び周囲→ 45～58 ページ 

(1)床面及び周囲について 

(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

１）構造及び設備に関する基準（床面を構築する材料及び被覆、流出を防止する

ための構造、その他留意事項） 

２）定期点検の方法 

３）同等以上の措置 

(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

１）構造及び設備に関する基準 

２）定期点検の方法 

３）同等以上の措置 

(4)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

4.2.2 施設本体→ 59～60 ページ 

(1)施設本体について 

(2)施設本体の基準について 

１）構造及び設備に関する基準（※規定されていない） 

２）定期点検の方法 

4.2.3 付帯する配管等（地上配管等）→ 61～65 ページ 

(1) 配管等について 

(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

１）構造及び設備に関する基準（配管等の材質及び構造面の要求事項、点検可能

な配置構造の要求事項） 

２）定期点検の方法 

(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

１）構造及び設備に関する基準 
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２）定期点検の方法 

(4)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

4.2.4 付帯する配管等（地下に設置する場合）→ 66～73 ページ 

(1)新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

(1)-1 トレンチ設置 

１）構造及び設備に関する基準（点検可能な配置構造） 

２）定期点検の方法 

(1)-2 地下埋設 

１）構造及び設備に関する基準（配管等の材質及び構造、漏えいの確認ための設

備） 

２）定期点検の方法 

(1)-3 同等以上の措置 

(2)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

１）構造及び設備に関する基準 

２）定期点検の方法 

  ３）同等以上の措置 

(3)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

4.2.5 排水溝等→ 74～79 ページ 

(1)排水溝等について 

(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

１）構造及び設備に関する基準（排水溝等の材質及び構造、漏えいの確認のため

の設備） 

２）定期点検の方法 

３）同等以上の措置 

(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

１）構造及び設備に関する基準 

２）定期点検の方法 

３）同等以上の措置 

(4)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

4.2.6 地下貯蔵施設→ 80～86 ページ 

(1)地下貯蔵施設について 

(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

１）構造及び設備に関する基準（漏えい等を防止できる材質及び構造、漏えい等

の確認のための設備） 

２）定期点検の方法 

３）同等以上の措置 

(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 
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１）構造及び設備に関する基準 

２）定期点検の方法 

３）同等以上の措置 

(4)既設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について→ 87～96

ページ 

(1)漏えいの点検 

(2)漏えい等の検知について 

4.2.8 使用の方法→ 97～99 ページ 

4.3 その他留意事項→ 100 ページ 

(1)構造物の各種荷重への耐力について 

(2)地方公共団体が定める条例との関係について 

(3)他法令との関係について 

4.4 同等以上の手法に関するケーススタディ→ 101～108 ページ 

 

 

4.1 基本的事項 

 

(1) 構造等に関する基準及び定期点検について 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置している事業者は、改正水

濁法第 12 条の 4 に基づき、有害物質を含む水（※）の地下への浸透を防止するための

施設に係る構造等に関する基準を遵守しなければならない義務が課せられている。こ

こで、遵守すべき基準が、「有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、

設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準」であり、具体的な内

容は環境省令（水濁法施行規則）で定められる予定である。 

※有害物質を含む水とは、有害物質を微量に含む廃液、液体の有害物質 100％のもの

等が含まれる（第２章 2.2(3)②参照）。 

 

第 12 条の４ 有害物質使用特定施設を設置している者（当該有害物質使用特定施設

に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。略）又は有害物質貯

蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定

施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使

用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 

 

 また、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について環境省令で定める

ところにより、定期点検を実施することが必要である。定期点検は環境省令において

構造等に関する基準の内容に応じて定められている。 
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第 14 条 

５ 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置して

いる者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省

令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなけれ

ばならない。 

 

 本章では、これらの具体的な内容について解説を行うものである。 

 

(2) 構造等に関する基準及び定期点検の設定の基本的な考え方について 

１）共通事項 

 構造、設備及び使用の方法に関する基準（以下「構造等に関する基準」という。）

及び定期点検の方法は、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の施設本体、

施設の設置場所の床面及び周囲、施設本体に付帯する配管等、施設本体に付帯する排

水溝等に対して定められている。 

 構造等に関する基準と定期点検の方法は、それぞれ別個に規定されておらず、構造

等に関する基準とそれに応じた定期点検の組み合わせにより規定されている。 

 例えば、有害物質使用特定施設等が必要な材質や構造を有していて漏えいを防止で

きることが確保されていれば、適切な頻度（例えば年に 1 回）で目視による定期点検

を行う。しかし、材質及び構造による漏えい防止が十分に確保できない既設の施設で

あれば、目視による定期点検の頻度を多くすることで漏えいを防止する。また、目視

による定期点検ができないような既設の施設であれば、早期に漏えいを発見するため、

漏えいを検知するシステムを導入して、適切な頻度で定期点検することにより、地下

浸透を防止する。さらに、漏えいを検知するシステムが導入できない場合は、その他

の同等の措置を講じることにより、地下水汚染の未然防止を図る。 

このように、構造等に関する基準とそれに応じた定期点検の組み合わせにより地下

水汚染の未然防止を図るとともに、特に既設の施設に対しては事業者の選択を可能と

することにも配慮した制度としている。 

 

２）構造等に関する基準の対象毎の基準の設定の考え方  

①施設の設置場所の床面及び周囲 

・ 施設本体や付帯する設備から漏えいした有害物質を床面で受け止め、周囲に流出

させないことで、地下浸透を防止するものとする。 

  このため、地下浸透、施設の周囲から外への流出を防止する上で必要な材質・構

造とし、定期点検で目視等による破損等の異常の確認を行うこととする。 

・ 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期

点検のみで対応することができる。一方で、施設本体が床面等に接して設置され、
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施設本体の下部等からの地下浸透の対策が十分でない場合（土に直接設置された場

合等）には、上記の要求事項は満たせないため、別途これに対応した基準及び定期

点検の方法を設定することとする。 

 

②施設本体（地下貯蔵施設本体を除く） 

・ 生産施設等の施設本体からの有害物質の漏えいは一般には起こりにくいと考えら

れることから、構造等に関する基準は設けず、目視等による定期点検を行うことと

する。 

 

③施設本体に付帯する配管等（地上設置） 

・ 配管等からの有害物質の漏えいを防ぐか、漏えいしたことを容易に確認できるよ

うにすることで、床面等への漏えいを防止するものとする。 

  このため、配管等からの漏えいを防止する上で必要な材質・構造とするか、目視

で容易に漏えいが確認できるように配管等を設置することとし、いずれも、定期点

検で目視等による破損等の異常及び漏えいの有無の確認を行うこととする。 

・ 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期

点検のみで対応することができる。一方で、目視で確認しにくい箇所がある場合に

は、上記の要求事項は満たせないため、別途これに対応した基準及び定期点検の方

法を設定することとする。 

 

④施設本体に付帯する配管等（地下設置）（トレンチ構造） 

・ 地下であっても細長い溝（トレンチ）の中に配管等が設置される場合（※）には、

漏えいしたことを確認できるようにすることで、トレンチへの漏えいを防止するも

のとする。また、トレンチは、床面と同様に、配管等から漏えいした有害物質を受

け止めることで、地下浸透を防止するものとする。 

  このため、トレンチ内に配管等を適切に配置するとともに、トレンチからの地下

浸透を防止する上で必要な材質・構造とし、定期点検で目視等による破損等の異常

及び漏えいの有無の確認を行うこととする。 

・ 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期

点検のみで対応することができる。一方で、配管等が既にトレンチ中に設置してあ

るが、トレンチの地下浸透の対策が十分でない場合（土を掘ったのみのもの等）に

は、上記の要求事項は満たせないため、別途これに対応した基準及び定期点検の方

法を設定することとする。 

※配管等からの漏えいが目視で容易に確認できる場合は地上設置の場合の基準等が

適用される。 
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⑤施設本体に付帯する配管等（地下設置）（地下埋設） 

・ 地下に配管等が埋設して設置される場合には、配管等からの漏えいを防ぎ、地下

浸透を防止するものとする。 

このため、配管等からの漏えいを防止する上で必要な材質・構造とし、目視等に

よる点検が困難であるため、目視等によらない方法で配管等からの漏えいの点検を

行うこととする。なお、配管等の近傍で漏えい等を検知する設備等を設けて、定め

られた頻度で漏えい等の有無を確認すれば、定期点検の頻度を緩和できることとす

る。 

・ 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期

点検のみで対応することができる。一方で、上記の基準に適合しない場合には、別

途設定する基準に適合し、それに対応する定期点検を行うこととする。具体的には、

地下への浸透を防止できるよう、漏えい等を検知する設備等を設置し、漏えい等の

有無の確認を行うか、設置できない場合は、その他の同等の措置を講じることとす

る。 

 

⑥施設本体に付帯する排水溝等 

・ 排水溝等からの地下浸透を防止するものとする。 

  このため、排水溝等からの地下浸透を防止する上で必要な材質・構造とし、定期

点検で目視等による破損等の異常及び漏えいの有無の確認を行うこととする。なお、

排水溝等の近傍で地下浸透を検知する設備等を設けて、定められた頻度で地下浸透

の有無の確認を行えば、定期点検の頻度を緩和できることとする。 

・ 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期

点検のみで対応することができる。一方で、上記の基準に適合しない場合には、別

途設定する基準に適合し、それに対応する定期点検を行うこととする。具体的には、

地下への浸透を防止できるよう、地下浸透を検知する設備等を設置し、地下浸透の

有無の確認を行うか、設置できない場合は、その他の同等の措置を講じることとす

る。 

 

⑦地下貯蔵施設 

・ 地下貯蔵施設からの漏えいを防ぎ、地下浸透を防止するものとする。 

  このため、地下貯蔵施設からの漏えい及び地下浸透を防止できる材質・構造（※）

とし、目視等による点検が困難であるため、目視等によらない方法で地下貯蔵施設

からの漏えいの点検を行うこととする。なお、地下貯蔵施設の近傍で漏えい等を検

知する設備等を設けて、定められた頻度で漏えい等の有無の確認を行えば、定期点

検の頻度を緩和できることとする。 

・ 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期
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点検のみで対応することができる。一方で、上記の基準に適合しない場合には、別

途設定する基準に適合し、それに対応する定期点検を行うこととする。具体的には、

地下への浸透を防止できるよう、漏えい等を検知する設備等を設置し、漏えい等の

有無の確認を行うか、内面のコーティング及び必要な点検を行うか、その他の同等

の措置を講じることとする。 

※地下室に設置する場合であって、貯蔵施設からの漏えいが目視で容易に確認でき

る場合には、地上設置の場合の基準等が適用される。 

 

⑧施設に係る使用の方法 

・ 作業及び運転時に、有害物質を飛散し、流出し、地下に浸透しない方法をとるこ

となどにより、床面等への漏えいを防止するものとする。 

・ 管理要領を定め、管理要領に基づいた点検を行うこととする。 

 

⑨留意事項 

・３年間の適用猶予期間 

  構造等に関する基準の適用猶予期間では、構造等に関する基準に適合していない

場合を想定し、定期点検の内容を充実させて、地下浸透の未然防止に対処すること

とする。 

・同等以上の措置 

 構造等に関する基準及び定期点検の方法として、規定内容のみでは対応できない

施設が存在することが想定される場合や、規定した内容の他に様々な措置が考えら

れる場合には、同等以上の措置を規定している。なお、同等以上の措置については、

措置の内容に応じた点検内容が要求される。構造等に関する基準及び点検の方法を

セットとして同等以上の措置であれば適合していると見なすものである。また、措

置の内容は、事業者が定め、都道府県等が妥当性を確認することとなる。 

なお、「同等以上の措置」には、同等程度の効果を有する措置も当然のことなが

ら含まれる。 

 

(3) 新設と既設に対する適用の考え方 

有害物質を含む水の地下への浸透を効果的に未然防止できるよう、「新設の施設」

（改正水濁法の施行後に新たに設置される施設）に係る構造等に関する基準を基本と

する一方で、「既設の施設」（改正水濁法の施行の際に既に設置されている施設であ

り、設置の工事がなされているものも含む。）については、実施可能性にも配慮した

基準が設けられている。また、既設の施設に対しては、改正水濁法の施行後３年間は

構造等に関する基準の適用が猶予されることから、当該期間に関して必要な定期点検

の方法が定められている。 

既設の施設又は付帯する設備の一部を更新する場合については、原則として、更新
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した部分について新設と扱うものとする。例えば、施設に付帯する配管を新しいもの

に更新した場合には、更新された配管は新設の設備として扱う（Ａ基準が適用される。

ただし、Ｂ基準に適用するための変更については B基準が適用される）。ただし、既

設の施設又は付帯する設備を撤去せず、依然として当該施設又は付帯する設備の一部

として使用する場合には、基本的には既設の施設又は設備として扱う。例えば、貯蔵

施設の内部や既設の配管の内部をコーティングする場合、排水溝の内部に排水溝を設

ける場合なども該当する。（既設の施設の変更届出の考え方については第 3 章を参照

のこと。） 

 

 具体的な構造等に関する基準及び定期点検の方法の構成については次の通りである。 

構造等に関する基準について、次のように、新設の施設を対象とした措置（Ａ基準）、

既設の施設の実施可能性にも配慮した措置（Ｂ基準）を設け、それぞれに対応した定

期点検の方法を組み合わせるとともに、既設の施設について法施行後３年間で適用で

きる定期点検のみの措置（Ｃ基準）の３つの水準の措置を設け、新設の施設について

はＡ基準のみを適用対象とし、既設の施設については、Ａ、Ｂ、Ｃ基準（Ｃ基準は法

施行後３年間に限る）のいずれかの措置を適用する。 

 

①新設の施設を対象とした措置（Ａ基準） 

新設の施設を対象とした構造等に関する基準を基本として、基準の内容を構成する。

これらの基準に適合していることを、基準の内容に応じて設定される定期点検によっ

て確認する。 

 

②既設の施設を対象とした措置（Ｂ基準） 

既設の施設に対する構造等に関する基準とする。点検頻度を高める等、基準の内容

に応じて定期点検の内容をＡ基準に対応するものよりも充実した内容とすることを基

本とする。 

 

③既設について改正水濁法の施行後３年間で適用できる措置（Ｃ基準） 

既設の施設については、改正水濁法施行後３年間は構造等に関する基準の適用が猶

予されることから、当該期間では、定期点検のみが適用される。このため、構造等に

関する基準に適合していない場合を想定し、新たな設備の設置や施設の改良、改造等

の工事は必ずしも求めていないものの、基本的には、新設の施設を対象とした基準及

び既設の施設を対象とした基準（上記１）及び２））に対応する定期点検の内容より

も、点検頻度を高めるなど、定期点検の内容はより充実したものとする。ただし、可

能な点検手法が構造や設備の条件から限られる場合には、それを配慮した内容となっ

ている。 
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④既設の施設とＡ基準、Ｂ基準及びＣ基準との関係 

 
改正水濁法施行後 3 年間 施行後 3 年以降 

新設の施設 Ａ基準のみが適用される 

既設の施設 

Ｃ基準 

※構造等に関する基準が適合し

ていれば、 

Ａ基準及びＢ基準が適用可能 

Ｂ基準 

※構造等に関する基準が適合して

いれば、 

Ａ基準が適用可能 

 

（参考）猶予期間の対応について 

Ｃ基準は構造等に関する基準が適用されない場合の点検の方法を定めるもので、既

存の施設本体・設備によって対応することが基本になる。したがって、新たな設備の

設置や施設の改良、改造等の工事は必ずしも必要ない。規定の点検方法による対応が

困難な場合は同等以上の方法による対応を検討することが重要である（「4.2.7 目視

等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について」、「4.4 ケーススタデ

ィ」等を参照）。 

ただし、適用が猶予される期間は、この期間以降における施設本体・設備等を基準

に対応させるための準備期間であり、将来の施設の方針を踏まえ、この期間において

必要な措置をとることが重要となる。このため、現状の施設本体・設備で対処する方

法がある一方で、例えば、将来のＢ基準やＡ基準を見越した上で、Ｃ基準に規定され

る点検を実施するために設備を導入・改修するといった方法も考えられる。 

 

(4) 点検について 

１）定期点検の規定 

 定期点検は、前述のとおり、改正水濁法第 14 条第５項に基づき、水濁法施行規則

において構造等に関する基準の内容に応じて必要な点検の内容及び頻度、点検結果

を踏まえた措置、記録等に関する規定が設けられている。 

 

（水濁法施行規則関連規定抜粋） 

 ※答申別紙を引用。最終的に条文に差し替える予定。（以下、構造等に関する基準、定期

点検の方法の引用は同様） 

１）改正水濁法第 14 条第５項の規定による点検は、目視等（目視等による方法が困難であっ

て設備等を用いる場合を除く。以下、同じ。）により、以下の表１－１から表６－１及び

表７の右欄に掲げる項目及び頻度で行うものとする。法の施行の際、現に設置されている

有害物質使用特定施設等（設置の工事がなされているものを含む。）の点検については、

目視等により、以下の表１－２から表６－２及び表７の右欄に掲げる項目及び頻度で行う
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ものとする。 

２）１）の点検により、有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えい

又は地下への浸透（以下「漏えい等」という。）が確認された場合には、直ちに補修等の

必要な措置を講ずるものとする。 

３）１）の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを３年間保存しなければならない。

 ①点検を行った有害物質使用特定施設等 

 ②点検の方法及び結果 

 ③点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、当該措置の内容 

 ④点検実施年月日 

 ⑤点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名 

４）１）の点検によらず有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えい

等（以下「異常等」という。）が確認された場合には、３）に準じた取扱いとすることと

し、記録すべき事項は以下の通りとする。 

 ①異常等が確認された有害物質使用特定施設等 

 ②異常等の内容 

 ③補修等の措置を講じたときは、当該措置の内容 

 ④異常等を確認した年月日 

 ⑤異常等を確認した者の氏名 

 

具体的な点検の内容については、4.2 で詳述するが、ここでは、設定の考え方、

記録・保存、点検要領や記録表、日常点検について以下に解説する。 

 

２）定期点検の方法の設定の考え方 

 構造等に関する基準の定められている、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指

定施設の本体が設置される床面及び周囲に設ける防液堤等、付帯する配管等及び排水

溝等、地下貯蔵施設本体、これらの施設の使用の方法について、定期点検の方法が定

められている。また、構造等に関する基準の定められていない有害物質使用特定施設

等の施設本体についても、定期点検の実施が定められている。 

 

点検には、大きく分けて、破損等の確認、漏えい等の有無の確認の二通りの方法が

位置づけられている（使用の方法は別途規定）。 

 破損等の確認は、漏えい等の原因となるひび割れ、亀裂や、被覆が施されている場

合には被覆の損傷等の異常を原則として目視で確認するものである。目視で確認でき

ない場合に、内部の圧力変動や湛水した状態での水位変動を確認することなどにより、

漏えいの点検を行うことで、ひび割れや亀裂を検知するものである。 

 漏えい等の有無の確認は、その有無を原則として目視で確認するものであるが、目

視で確認できない場合に、漏えい等を早期に発見するため、漏えい等の有無を確認で
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きる設備を設置することなどにより、漏えい等があった場合に検知できるようにする

ものである。 

 また、これらの方法が十分でなかったり、困難である場合には、同等以上の効果を

有する点検方法を採用することとなる。同等以上の内容の点検方法は事業者が施設の

内容に応じて設定することとなるが、その内容を新設の施設については届出時に、既

設の施設については立入検査等の時期に、都道府県等が確認することとなる。 

 

 これらの定期点検の頻度については、具体的には個別の構造等に関する基準に応じ

た設定がなされているが、全般的には、次のとおりである。 

・Ａ基準では、基本的には、年１回以上としている（必要に応じ採用する検知設備等

による漏えいの検知は月１回以上等）。 

・Ｂ基準については、一般にＡ基準に比べて構造上の要求水準が低いことから、基本

的には、６か月に１回以上とし（一部Ａ基準と同じ設定もある）、検知設備等によ

る漏えい等の有無の確認のみは月１回以上等としている。 

・Ｃ基準については、構造等に関する基準が適用されないので、基本的には、点検対

象及び点検手法に応じて、Ｂ基準よりも点検頻度が高められている。 

 

３）点検結果の記録と保存 

点検を行ったときは、改正水濁法により、点検結果を記録し、保存しなければなら

ないことが定められている。また、改正後の水濁法施行規則により、点検結果の記録

を３年間保存する必要があるとする予定である。ただし、万一発生する将来の地下水

汚染の原因調査等に備えて、３年間を超えて、できるだけ長期にわたって保存するこ

とが望ましい。 

 

 記録する事項は、改正後の水濁法施行規則において、次のように規定される予定で

ある。 

①点検を行った有害物質使用特定施設等 

②点検年月日 

③点検の方法及び結果 

④点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名 

⑤点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、当該措置の内容 

 また、既に述べたとおり、定期点検以外であっても、有害物質使用特定施設等に係

る異常又は有害物質を含む水の漏えいが確認された場合には、定期点検に準じた取扱

いとすることとし、以下に掲げる事項を記録し、これを３年間保存するよう努めるも

のとする。 

①異常等が確認された有害物質使用特定施設等 

②異常等を確認した年月日 
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③異常等の内容 

④異常等を確認した者の氏名 

⑤補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容 

 

４）点検要領及び点検記録表 

 定期点検については、点検の確実性を期すため、工場又は事業場において、又は、

対象施設毎に、対象施設の特性を踏まえた点検要領を定めて実施することが望ましい。

また、効果的な定期点検を図る上では、操業時の日常的な点検（以下「日常点検」と

いう。）についても、点検要領に位置づけ、構造等に関する基準及びそれを踏まえた

定期点検の内容を踏まえて、意識的に日常点検を位置づけることが望ましい（後述す

る５）参照）。また、その際、異常が確認された場合の措置内容、対応体制等を業務

の中に円滑に位置づけることが重要である。 

 さらに、確実な点検を行うため、点検要領に基づき、点検計画を策定し、それに対

応する点検記録表を作成し、関係者が共有したうえで、定期点検を実施することが望

ましい。 

また、点検要領、計画、記録表については、定期点検としての要求事項を、工場又

は事業場の設備等の実態に即した位置づけにしたり、他法令での点検と連動する形で

位置づけたりすることが考えられる。さらに、損傷の状況のみでなく、例えば、錆の

発生及びそれに伴う劣化の状況、部材の耐用年数を踏まえた定期的な補修や部品交換

の実施、水分（湿気を含む）の混入の有無の確認等、施設の維持管理との関係にも留

意して計画的な点検及びそれに関連する各種管理を行うことが望ましい。 

 点検要領については、例えば、次のような事項を盛り込み、具体化することが考えら

れる。 

・改正水濁法第 14 条第５項の規定による点検としての位置づけ 

・点検対象施設に関する情報（名称や有害物質使用特定施設等の別） 

・点検体制 

・点検計画及び記録表の位置づけ（具体的な計画、記録表は別途作成を想定） 

・対象施設の基準適用対象（例えば、床面や防液堤、配管等・・・の対象の特定） 

・基準適用対象毎の適用基準及びその内容（例えば、Ａ基準、目視等により○○） 

・基準適用対象毎の点検方法、点検回数（管理要領に基づくものも含む） 

・点検記録の保存期間 

・その他（例えば、C基準では、点検項目の適用期間など） 

 

 上記の点検要領に基づき点検計画を作成して点検を行う場合には、点検計画について

は、次のような内容が考えられる。 

・基準適用対象毎の点検内容及び点検実施時期 

・点検の実施体制（例えば、点検実施責任者や点検担当者を設定） 
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 上記の点検要領や点検計画に基づき点検記録表を作成する場合には、次のような内容

が考えられる。 

・基準の適用対象毎に、まず、水濁法施行規則に規定される記録事項 

具体的には、点検年月日、点検実施責任者、点検実施者、点検方法、点検結果、補

修等の措置を講じた場合の措置内容である。 

・上記の記録にあたって把握、記録が望ましい事項 

例えば、前回定期点検以降で、定期点検によらず施設に係る異常や漏えい等につい

て確認された事項（日常点検で確認された事項も含む）、その改善及び完了時期、改

善確認者などが考えられる。 

なお、日常点検や定期点検によらず異常等が確認された場合の記録表自体は別途作

成し、定期点検に当たって必要事項を確認することが考えられる。 

・その他特記事項 

 

なお、既に自主的な又は他法令に基づく点検要領や記録表があり、これを活用する場

合には、水濁法に基づく点検の記録内容が判別できるようにする必要がある。 

 

５）操業時の日常点検 

 水濁法施行規則で規定する構造等に関する基準に対応した点検は、定期的な点検に

関する規定であり、日常点検についての規定ではない。しかし、これは日常点検が必

要ないことを示しているのではなく、逆に、日常点検は事業活動において不可欠なも

のとして、全般的な操業時の点検の一部として実施されているとの認識があるためで

ある。 

このため、日々の事業活動における各種点検の際に、構造等に関する基準及び定期

点検の内容を踏まえ、有害物質の地下浸透防止の観点から実施可能な点検項目を設け、

日常点検を実施することが重要である。日常点検としては、例えば、施設の運転開始

や終了時、メンテナンス時に、施設からの漏えい、腐食、亀裂等の異常を目視等で確

認することが考えられ、日常点検を実施することは、早期発見による有害物質の漏え

い等の影響や対応コストの最小化に資する他、効果的な定期点検の実施にも資するも

のである。 

 

いずれにしても、定期点検の際には、前回の点検以降に発生した異常及びその対応

の結果を点検することとなり、必要に応じて、それまでの異常の内容と対応状況につ

いて確認することが必要となる。このため、日常点検を含め、定期点検時以外の時点

における有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えいが確認さ

れた場合に、その内容及び対応結果を記録・保存するよう努めることとしている。 
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(5) 全体の構成 

 改正後の水濁法施行規則（23 年水濁法改正に対応した改正後の規則）では、第８条

の２から第８条の７に構造等に関する基準、第９条の２の２及び第９条の２の３に定

期点検が規定される予定である。 

別紙１として、これらの規定を表形式の形に編集整理したものを掲載する。また、

別紙２として、Ａ、Ｂ、Ｃ基準をそれぞれ一枚でみられるように整理した整理表を掲

載する（予定※）。 

 ※別紙１、２は水濁法施行規則改正後に掲載 
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施設本体 

・有害物質使用特定施設又は有害

物質貯蔵指定施設の本体 

床面 

・コンクリートやタイル等

浸透防止材料による構造 

・VOC や酸性・アルカリ性

溶液等床面の腐食のおそれ

がある場合は耐性・不浸透

性のある材料で被覆 

施設の周囲（ハッチ内） 

・対策の求められる範囲 

・施設の下部に加え、当該施

設の稼働及び関連する作業に

よって有害物質が飛散や漏え

いした際に地上部に影響が及

ぶことが想定される範囲 

※逆に、事業場全体として、

地下浸透、流出防止の対応を

図ることも検討可能 

防液堤等 

・防液堤の他、側溝やためます、

受け皿等、想定流出量分の流出を

防止できる構造であれば良い 

・ポンプ設備や吸収マットの活用

も検討可能 

配管等 

・施設に付帯する設備 

・配管、継手類、バルブ類、

フランジ類、ポンプ設備 

排水溝等 

・排水溝、排水ます、排

水ポンプ等の排水系等設

備 

4.2 構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法 

 

4.2.1 床面及び周囲 

 

(1) 床面及び周囲について 

 床面及び周囲の対策は、有害物質の地下への浸透の経路を防ぐこと及び施設の周囲

から外への流出を防ぐことが目的である。 

 このため、ここでいう床面及び周囲とは、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵

指定施設の設置場所の床面であって、当該施設の下部に加え、当該施設の稼働及び関

連する作業によって有害物質が飛散や漏えいした際に地上部に影響が及ぶことが想定

される範囲である。施設の周囲において流出防止の措置が取られている場合には、そ

の範囲までとして捉えることが適当である。 

 なお、地上部に設置される配管等について、施設本体に設置されるバルブ類、配管

の継手類やフランジ類等の特に漏えいのおそれの大きい機器類の下部の床面について

も、施設の周囲にある床面に含める必要がある。 

 

 

 

床面・周囲対象外 

対象内
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(2) 新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

１ 床面及び周囲の構造 

１）有害物質使用特定施設等の本体が設置される

床面及び周囲は、次の①から④のいずれにも適

合すること、又は⑤に適合することにより、有

害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外

への流出を防止できる材質及び構造とするこ

と。 

① 床面は、コンクリート、タイルその他の不

浸透材料による構造とすること。 

② 床面は、有害物質を含む水の種類又は性状

に応じ、必要な場合は、耐性（耐薬品性）及

び不浸透性を有する材質で被覆が施されて

いること。 

③ 周囲は、有害物質を含む水の流出を防止す

ることのできる防液堤、側溝（流出防止溝）、

ためます（受槽）若しくはステンレス鋼の受

け皿（以下、「防液堤等」という。）、又は

これらと同等以上の機能を有するものを設

置すること 

④ ③の防液堤等は、想定される流出量分の有

害物質を含む水の流出を防止できる容量を

確保すること。 

⑤ ①～④と同等以上の効果を有する措置が

講じられていること。 

 

 

 

 ただし、 

① 有害物質使用特定施設等の設置場所の床の

下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏

えいを床の下から目視で容易に確認できるも

のである場合には上記①から⑤は適用しない。

１ 床面及び周囲の構造に係る点検 

１）「１ 床面及び周囲の構造」の１）の①

～④に係る点検は、次の各号に掲げる項

目及び頻度で行う。 

① 床面のひび割れ等の

異常の有無、被覆の損

傷の有無 

１年に１回

以上 

② 防液堤等のひび割れ

等の異常の有無 

１年に１回

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「１ 床面及び周囲の構造」の１）の⑤

に係る点検は、次に掲げる項目及び頻度

で行う。 

① 措置に応じた定期点

検の項目 

点検項目に

応じた頻度 

 

３）「１ 床面及び周囲の構造」の１）のた

だし書きの①の場合は次に掲げる項目及

び頻度で行う。 

① 床の下への有害物質

を含む水の漏えいの

１月に１回

以上 
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② 有害物質使用特定施設等に付帯する配管等

（有害物質使用特定施設等の施設本体に接続

し、有害物質を含む水が流れる配管本体、継手

類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設備等を含

む。以下「配管等」という。）であって、床面

から離して設置されている場合、その設置場所

の床面及び周囲（有害物質使用特定施設等の設

置場所の周囲を除く。）には上記①から⑤は適

用しない。 

有無 
 

 

１）構造及び設備に関する基準 

①床面を構築する材料及び被覆 

 Ａ基準では、床面は有害物質を含む水の地下への浸透を防止する上で必要な材質及

び構造とすることが必要である。 

第一に、有害物質を含む水の浸透を防止できる材料で構築されていることが必要で

ある。基本的な材料として、コンクリートやタイル張りを例示しているが、その他、

同等以上と考えられる材料であればその限りではない。 

その他の材料としては、例えば、ステンレス等の金属、ＦＲＰなども考えられる。

なお、コンクリートであれば水密性を確保するため適切な水セメント比を選択するこ

とが重要となる。また、板状の材料をつなぎ合わせて床を覆う場合には、その継ぎ目

からの地下浸透事例も報告されていることから、継ぎ目からの浸透防止のための措置

が必要である。 

 

有害物質の種類によっては、上記の材料による構造に加えて、床面に必要な耐性及

び不浸透性を有する材質による被覆が求められる。これは、床面に有害物質を含む水

が滞留した際に、上記の材料のみでは十分に地下への浸透を防止できないおそれがあ

ることが指摘されているためである。例えば、コンクリート構造のみによって、必要

な期間、必要な耐性及び不浸透性が確保されると判断される場合には、更なる被覆は

必要とならないが、いわゆる揮発性有機化合物、酸性やアルカリ性の溶液などの腐食

性を有するものについては、コンクリート構造のみの場合で地下に浸透した事例が指

摘されている。このため、コンクリート構造等のみによっては浸透が懸念される場合

には、追加的な被覆が必要となる。また、揮発性有機化合物は、ある程度の時間滞留

すると被覆材が損傷するおそれがあることが指摘されており、滞留することが想定さ

れる場合には、想定される接触時間によって、吸収剤等による除去方法の採用、滞留

しないような構造への変更、被覆材質や被覆方法の変更等の検討を行うことが必要で

ある。 

なお、ここでいうところの被覆は必ずしも床面の表層でなくてもよい。例えば、重
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機の走行などによる床面の損傷を回避するため、耐性及び不浸透性を有したシート等

をコンクリートの間に挟む措置が講じられる場合があるが、このような場合も必要な

被覆が施されており、基準に適合した措置である。 

 

（参考）被覆材について 

 

○被覆材としては、例えば以下のような合成樹脂が挙げられる。 

・長時間使用可能な樹脂として、フラン樹脂が利用されている。 

・ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂及びウレタン樹脂は、

揮発性有機化合物が滞留しない床面に限って使用できる。 

 

○合成樹脂の耐性については有害物質の種類や濃度等によって異なるが、使用する有

害物質の特性に応じて適切な被覆材を選定する必要がある。一般に、被覆材には以

下のような特性がある。 

・耐溶剤性はフラン樹脂、 

・耐酸性はフラン樹脂・ビニルエステル樹脂・不飽和ポリエステル樹脂、 

・耐アルカリ性はフラン樹脂・ビニルエステル樹脂・不飽和ポリエステル樹脂・エポ

キシ樹脂が比較的高いとされている。 

 

○いずれの合成樹脂であっても有害物質の滞留時間が長くなると徐々に損傷する可能

性があるため、想定される接触時間に応じて、単層の被覆より浸透防止性が高いフ

レーク充填や複層などの被覆方法について検討する必要がある。 

なお、フレーク充填や複層の被覆は、単層の被覆と比較して施工費用は高いが耐久

性も高まるため、作業内容から床面被覆の劣化が激しいと想定される場合やメンテ

ナンスを軽減したい場合に用いられることもある。 

 

○被覆材は、建築基準法や消防法など他法令で要求される耐火性などにも考慮して選

定する必要がある。 

 

○以上は例として掲載したものである。これらの材料以外であっても、同等以上の効

果を有する場合には利用可能である。 

＜重量物の移動がない場所とある場所の被覆例＞ 

 

 

＜被覆方法と浸透防止性及び耐久性の関係＞ 
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床面被覆の施工例 

 

②流出を防止するための構造 

Ａ基準では、施設の周囲から外への有害物質を含む水の流出を防止する上で必要な

構造について規定しており、基本的には、「防液堤等」を設置することが必要である。

防液堤等としては、防液堤の他、側溝、ためます又はステンレス鋼の受け皿を例示し

ている。 

例えば、流出を防止する構造であれば、防液堤ではなく、側溝のみでも可能であり、

周囲を防液堤で囲わずとも、床面に傾斜をつけ、想定される流出量分の有害物質を含

む水が溝に集まり、排水溝に流出させる構造も該当する。その他、同等以上の機能を

有するものとして、流出を防止できる強度が期待できる異なる材質の受け皿なども該

当する。 

なお、地下室に設置する場合であって、貯蔵施設からの漏えいが目視で容易に確認

できる場合には、地上設置の場合の基準等が適用されるが、この場合に、地下室の壁

面が防液堤の役割を果たすことができる場合には、流出を防止するための構造がとら

れていると考えられる。 

 

また、防液堤等については、想定される流出量分の有害物質を含む水の流出を防止

できる容量を確保することが必要である。これは、老朽化した施設が損傷して有害物

質を含む水が漏えいしたり、施設の運転に際して誤って飛散させたりした際に、施設

の外に流出することを防止するために防液堤等を設置するわけであるから、想定され

る流出量に対応できる規模や機能を持つ必要があるためである。 

ここで、想定される流出量とは、当該施設が通常保持している有害物質を含む水で

あって、施設の損傷等によって流出するおそれがある量といえるが、有害物質貯蔵指

定施設の場合に、必ずしも、貯蔵量分すべてに対応した容量の防液堤等を構築するこ

とを求めるものではない。例えば、複数の貯蔵施設を一つの防液堤内に設置する場合、

複数の貯蔵施設が同時に損傷する可能性がほとんどないのであれば、すべての貯蔵量

の最大合計量で規模を想定するのではなく、貯蔵施設のうちの一つが損傷したケース

浸透防止性 

耐久性 

単層の被覆例 

複層の被覆例 

フレーク充填の被覆例 
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に対応できる規模を想定するという方法も考えられる。 

ただし、工場・事業場の近くに公共用水域の取水口、飲用井戸、農地等がある場合

や、高濃度で有害物質を扱っている場合においては、貯蔵量の全量を貯留でき容量を

確保するか、万一防液堤等を越えて流出しても、事業場の外への流出を防止できるよ

うな集水系統を整備しておくことが望ましい。 

 

③その他留意事項 

ア．施設の床面の下部に点検可能な空間がある場合の扱い 

施設が設置されている床の下部に、上部（一般に天井部分）からの漏えいを日常的

に確認できる空間がある場合には、以下のように取り扱うことが可能である。 

すなわち、施設が設置されている床下への漏えいの有無を、床下の空間（１階や地

下室）において日常的な点検によって目視で容易に確認できる場合には、床面及び周

囲の基準を満たすことは要求されないこととしている。これは、地下浸透より以前に

少なくとも漏えいを確認できると考えられるためである（点検頻度については高める

必要がある）。 

具体的には、二階以上の床面に施設を設置した場合や施設を設置した床面の下に地

下室等の空間があるケースに適用される。ただし、有害物質の移動経路が一つの階に

限定されず、配管等が地下部等に繋がっている場合には配管等の基準に適合するかを

確認することが必要である。 

なお、この規定は、施設を設置した床下の空間が、日常の事業活動等において人が

目視で容易に点検できる状態になっている場合を想定したものであることに留意する

必要がある（別の言い方をすれば、一般的な 1 階と 2階程度の階差及び構造であって、

施設が設置されている階の下の空間は施設に関連しない用途に日常的に使用されるよ

うなケースを想定したものである）。このため、地上部にある床面に台を置くなどし

て、床面から離して施設を設置する場合までは対象としておらず、こうした施設に対

しては床面及び周囲の基準は適用されることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の設置場所の下部に空間がある場合の概念図 

2 階 

1 階 1 階 

地階 

床の下の構造 

床 
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 また、この規定は、あくまで地下浸透の未然防止のために最低限必要な要件を基準

として設定するという観点のもとで規定されたものであることに注意が必要である。

二階等の上層階の床面及び周囲の基準は要求されないが、施設の設置階の階下の作業

場等に有害物質が漏えいするおそれがあることは良好な生活環境や労働環境の確保の

観点からは問題が生ずるおそれも考えられ、また、施設の構造を保つ上で床面に有害

物質を含む水が浸透することは望ましくないと考えられる。以上を踏まえると、基本

的には、床面の使用状況に応じて、適切な浸透防止の措置を講じることが望ましいこ

とはいうまでもない。 

 

イ．床に接した設置や半地下式等の場合の扱い 

Ａ基準では、施設を床に接して設置したり、半地下式で設置したりする場合におい

て、施設が床に接する部分（床面）については、少なくとも、床面の基準に適合して

いる必要がある。具体的には、例えば、コンクリート等の不浸透材料であって、取り

扱う有害物質が揮発性有機化合物の場合は、必要に応じて被覆がなされている構造が

必要である。 

ただし、地下浸透の防止のために、漏えい等を確認する観点からは、設備の下部に

ついて目視等で容易に漏えい等の確認が出来る構造とすることが最も望ましい。 

なお、同等以上の措置として施設本体側での対策を検討することも可能である。 

例えば、コンクリート構造の処理槽等の施設で、施設本体の外面が土壌に接する場

合には、施設本体に対する構造基準は規定されていないが、別途、施設本体側で漏え

い等を防止する構造とすることを説明することができ、漏えいの点検を併せて行うこ

ととする場合には、床面及び周囲のＡ基準と同等以上の措置として扱うことができる。

 

ウ．付帯する配管等の設置場所の床面及び周囲について 

 床面から離して設置される付帯配管等については、その設置場所の床面及び周囲の

うち、施設本体の周囲（施設本体に接続されているバルブ類や配管の継手類・フラン

ジ類の下部の床面を含み、老朽化による破損等に伴うこれらの設備及び施設本体から

の有害物質を含む水の漏えいや、運転や作業によって有害物質を含む水が飛散するお

それのある範囲）を除いた範囲は、床面及び周囲の基準は適用されない。 

これは、一般に、配管等が床面から離して設置されていれば日常的な目視点検は容

易であり、配管等からの漏えいにも迅速に対処できることから、必要な地下浸透防止

の措置は可能となると考えられるためである。ただし、これは最低限求められる措置

を規定したものといえるため、点検体制について十分に留意することが重要である。 

 

２）定期点検の方法 

 Ａ基準では、異常の有無について目視等による点検を１年に１回以上行うこととし

ている。 
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 また、施設の設置床面の下部に目視による点検が容易に可能となる空間がある場合

（例えば、施設を二階に設置する場合や施設の設置床面の下部に地下室がある場合）

で、床面の基準に適合していない水準の施設の場合には、点検頻度を高め、床下への

有害物質を含む水の漏えいの有無について月に 1 回以上点検を行うことが必要である。 

 

３）同等以上の措置 

 Ａ基準では、床面から有害物質を含む水の地下への浸透を防止できる措置として、

上記１）①で掲げた材質及び構造とすることと同等以上の措置を講じることで対応す

ることも可能である。また、施設の周囲から外への有害物質を含む水の流出を防止す

る上で必要な構造について、上記１）②で掲げた構造をとることと同等以上の機能を

有するもので対応することも可能である。 

 

例えば、防液堤等の容量は小さい場合にあっても、有害物質を含む水が漏えいした

場合にポンプ設備や吸収マット等によって流出しないように回収できる設備及び体

制が整っている場合なども考えられる。この場合、回収するための設備の設置に加え、

漏えいの適切な把握、把握後の迅速な回収の対応といった対応体制の整備がなされて

初めて機能を発揮すると考えられることから、同等以上の措置として検討する場合に

は、これらの体制整備について相互に確認しておくことが必要である。 

また、消防法に基づき設置される製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯

蔵所（完成検査済みの施設）において、施設の周囲の床面の一部がコンクリート、タ

イルその他の不浸透材料による構造となっていない場合（コンクリートで覆われず、

土がむき出していたり、樹木が植えられている場合など）でも、有害物質を含む水の

漏えいの点検が確実に実施されること、定期的な内部検査があることから、床面及び

周囲の構造に関する措置（Ａ基準）と同等以上の措置と見なすこととする。 

 

また、同等以上の措置が講じられた場合には、措置に応じた定期点検の項目、頻度

とされている。 

例えば、防液堤等で、有害物質を含む水の流出を防止できる容量を確保する方法と

してポンプ設備による措置が加わっている場合や、吸収マットを敷設し、漏えいがあ

った場合には速やかに回収するという措置では、定期の点検の頻度を高めるなど、漏

えいの迅速な把握、把握後の迅速な回収の対応といった対応体制の整備が必要となる。

具体的には施設の規模に応じて、点検の頻度を１週間～１月に１回以上とするなど、

必要な頻度で行うことが必要となる。 
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(3) 既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

１既設 床面及び周囲の構造 

１）既設の有害物質使用特定施設等の本体が設置

される床面及び周囲は、次の各号のいずれかに

よること。 

 ① 「１ 床面及び周囲の構造」に規定する基

準に適合すること。 

 

 

② 次の表のイに掲げる要件のいずれかに該

当する場合には、ロに掲げる基準の(1)及び

(2)又は(1)及び(3)のいずれかの要件に適合

すること。 

イ (1) 有害物質使用特定施設等に係る施設

本体が床面に接して設置され、施設本

体の下部に点検可能な空間がなく、施

設本体の接する床面が「１ 床面及び

周囲の構造」に規定する基準に適合し

ない場合 

(2) 施設本体が床面及び壁面に接して設

置され、施設本体の下部及び壁面に点

検可能な空間がなく、施設本体の接す

る床面及び壁面が「１ 床面及び周囲

の構造」に規定する基準に適合しない

場合 

(3) 施設本体が地下室に設置され、施設

本体の下部に点検可能な空間がなく、

施設本体の接する床面が「１ 床面及

び周囲の構造」に規定する基準に適合

しない場合 

ロ (1) 施設本体の底面に接する面以外の床

面及び周囲について、「１ 床面及び

周囲の構造」に規定する基準 

(2) 施設本体からの有害物質を含む水の

１既設 床面及び周囲の構造に係る点検 

１）「１既設 床面及び周囲の構造」の１）

の①に係る点検は、「１ 床面及び周囲

の構造に係る点検」による。 

 

 

 

 

２）「１既設 床面及び周囲の構造」の１）

の②に係る点検は、次の各号に掲げる項

目及び頻度で行う。 

① 床面及び防液堤等の

ひび割れ等の異常の

有無、被覆の損傷の有

無 

１年に１回

以上 

② 施設本体からの有害

物質を含む水の漏え

い等の有無 

１月に１回

以上 

ただし、上記２）の②と同等以上の点検

項目及び頻度と認められる点検を行う場合

には、この限りではない。 
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漏えい等を検知するための設備の適

切な配置その他の漏えい等を確認で

きる構造とすること。 

(3)(2)と同等以上の効果を有する措置が

講じられていること。 

 

③ 施設本体が、有害物質を含む水の漏えいが

目視で確認できるよう床面から離して設置

され、施設本体の下部の床面が「１ 床面及

び周囲の構造」に規定する基準に適合しない

場合には、施設本体の下部以外の床面及び周

囲について、「１ 床面及び周囲の構造」に

規定する基準に適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

３）「１既設 床面及び周囲の構造」の１）

の③に係る点検は、次の各号に掲げる項

目及び頻度で行う。 

① 床面及び防液堤等の

ひび割れ等の異常の

有無、被覆の損傷の有

無 

１年に１回

以上 

② 施設本体からの有害

物質を含む水の漏え

い等の有無 

１月に１回

以上 

 

 既設の施設に対する基準では、Ａ基準（１）①に該当）又はＢ基準（１）②、③に

該当）のいずれかによることとされている。ここでは、このうち、特に既設の施設を

対象とした措置であるＢ基準について解説する。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

既設の施設では、床面（又は、半地下式の場合は床面及び地下部の壁面等）が、床

面の基準に適合していない場合も考えられる（例えば、施設の下部の床面に地下浸透

防止の対策がなされず、そのまま土の上に設置されているようなケース）。このよう

な場合にあっても、有害物質を含む水が漏えいや飛散する床面については、基本的に

は、有害物質の地下への浸透の防止、施設の外への流出の防止が可能な材質及び構造

とする必要がある。しかしながら、既設の施設本体を移動させることは直ちには困難

と考えられるため、Ｂ基準において、施設本体の下部や施設本体に接する床面や壁面

等の対策が、以下の通り、別途設けられている。 

すなわち、施設本体からの漏えいは一般には起こりにくいと考えられるものの、土

の上など適切な対策が施されていない床面に設置されている場合には、施設本体から

の有害物質を含む水の漏えいが、妨げなく、そのまま地下浸透に至ることとなること

から、次の措置が規定されている。 

①施設本体が床面から離して設置され目視による点検が可能な場合には、施設本体の

下部の床面の対策を求めない代わりに、施設本体の下部からの漏えいの点検の頻度

を高める必要がある。 
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②施設本体が床面に接して設置されている場合には、施設の下部の床面からの漏えい

等を検知できる設備の適切な配置（検知できる設備の具体的な考え方は後述）など、

漏えい等を確認できる構造とするか、それと同等以上の措置を講じることが必要で

ある。 

なお、施設の下部が接する床面以外に、対象となる床面が存在する場合には当該床

面にはＡ基準が準用される。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②で施設本体が床面に接して設置されている場合については、具体的には、次のよ

うな場合が想定されるが、このような場合に、Ｂ基準が適用される。 

ア  有害物質使用特定施設等の施設本体が床面に接して設置され、下部に点検可能な

空間がなく、その接する床面が「１ 床面の構造」に規定する基準に適合しない

場合 

イ 施設本体が床面及び壁面に接して設置され、下部及び壁面に点検可能な空間がな

く、その接する床面及び壁面が「１ 床面の構造」に規定する基準に適合しない

場合 

ウ 施設本体が地下室に設置され、下部に点検可能な空間がなく、その接する床面が

「１ 床面の構造」に規定する基準に適合しない場合 

 このうち、アは図の a、イは図の bや c、ウは図の dのようなケースが想定される。

a では、施設本体の周囲の床面が存在するため、周囲の床面に対して、床面及び周囲

ａ 

b 

c 

d 
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のＡ基準が適用される。bも同様に施設本体の周囲の床面が存在し、周囲の床面に対

して、床面及び周囲のＡ基準が適用される。c の場合は施設本体が地下に存在し、床

面及び壁面に接して設置されており、該当する「周囲の床面」は存在しないので、床

面及び周囲の基準は適用されない。dのような地下室の場合には、「周囲の床面」は

存在するので、周囲の床面に対して、床面及び周囲のＡ基準が適用されることとなる。 

なお、いずれの場合も、施設の下部からの漏えい等を確認できる設備の適切な配置

など、漏えい等を確認する構造又はそれと同等以上の措置が求められる。 

 

２）定期点検の方法 

Ｂ基準は、上述のように、施設本体の下部の床面がそのまま土になっているなど、

床面の構造基準に適合しておらず、施設本体の損傷による漏えいがそのまま地下浸透

するおそれがあるといったケースであるが、施設本体の下部の床面を除く床面及び周

囲が存在する場合には、当該床面及び周囲はＡ基準と同様の点検が必要である。 

また、併せて、施設本体の下部から地下へ浸透するおそれがあることから、施設本

体の底面からの漏えい等の有無の確認の頻度を高め、月に１回以上行うことが必要で

ある。このとき、施設本体が床面から離して設置され目視による点検が可能な場合に

は目視による点検を行い、施設本体が床面に接する場合には、施設本体の特に底面か

らの漏えい等の有無の確認を、漏えい等を検知するための設備を使って行う必要があ

る。 

 

３）同等以上の措置 

漏えい等を確認する構造については、施設の下部の床面からの漏えい等を検知でき

る設備の適切な配置（検知できる設備の具体的な考え方は後述（4.2.7(2)参照））が

例示されているが、施設本体の設置の状況は多様なケースが存在することも考えられ、

施設本体側での漏えい防止の措置や点検を行うことで、同等以上に施設本体からの漏

えい等の有無の確認ができる場合にはこれを同等以上の措置と位置づけることができ

る。その場合は措置の内容に応じて点検内容の設定を行うことができる。 

例えば、施設本体の漏えい防止の構造が取られている場合に施設本体からの漏えい

の点検（例：湛水による水位変動の確認など）を１年に１回以上行うことが考えられ

る。また、そのような措置が十分にとれない場合には、施設の定期的な更新を含め維

持管理を計画的に行うこととした上で、施設の下流側の観測井における簡易測定項目

の測定を補完的に行う場合等が考えられる。 

（「4.2.7(2)1) 漏えい等の検知に必要とされる設備について」参照） 

 

 B 基準の施設下部の点検については、4.2.2 の施設本体の点検とも関連することから、

ケース分けして、必要な点検内容を以下に整理した。 
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 床面及び周囲のＢ基準における施設本体下部の点検と施設本体の点検との関係 

 
施設本体下部の点検 

（床面及び周囲Ｂ基準） 

施設本体の点検 

（Ａ～Ｃ基準共通） 

点検趣旨 

・内容 

 

床面の状態 

施設本体の設置状態 

・不適合床面対策としての点検 ・施設本体からの漏えいの点検 

・施設本体からの有害物質を含む水

の漏えい等（漏えい又は地下浸

透）の有無 

 

・施設本体のひび割れ、亀裂、損傷

等の以上の有無 

・施設本体からの有害物質を含む水

の漏えいの有無 

施設下部

の床面が

基準に適

合してい

る 

目視可能な程

度に床面から

離れている 

－ － 

・目視点検 

年 1回

床面に接して

いる 
－ － 

・その他の方法 

例えば 

・代表的部位点検＋適切な

維持管理 

・湛水試験等 

など 

施設下部

の床面が

基準に適

合してい

ない 

目視可能な程

度に床面から

離れている 

・目視点検 

※B基準（3条 2号） 

月１回

・左欄の点検が行われる場

合（B基準）は、当該点

検方法に準ずる（※） 

床面に接して

いる 

・検知管等による点検 

※B基準（3条 1号イ）

・左欄の点検が行われる場

合（B基準）は、当該点

検方法に準ずる（※） 

 

・その他の方法（同等以

上の方法） 

（例：施設本体の点検方

法→右欄参照） 

※B基準（3条 1号ロ）

措置に

応じた

適切な

回数 

・その他の方法 

例えば 

・代表的部位点検＋適切な

維持管理 

・湛水試験等 

など 

※ 改正後の水濁法施行規則では、両者を併せて、「施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等

の有無」を月１回行う規定となる予定である。 
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(4) 既設の施設に対する基準（Ｃ基準；3年間の猶予期間） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

２）この省令の施行の日から起算して 3年を経過

する日までの間は、上記１）の基準に適合して

いない場合は、「１既設 床面及び周囲の構造

に係る点検」の３）に定める点検を行わなけれ

ばならない。 

 

４）「１既設 床面及び周囲の構造」の２）

に係る点検は、次に掲げる項目及び頻度

で行う。 

① 床面のひび割れ等の

異常の有無、被覆の損

傷の有無 

１月に１回

以上 

 

 Ｃ基準は、床面の対策が取られていない猶予期間における対策として、床面の異常

についての目視等による点検の頻度を高めて対応することとし、月に１回以上の点検

が必要である。なお、施設の構造等を変更しない範囲での点検方法であることを踏ま

え、Ｂ基準に比較して必ずしも厳しい点検の方法とはなっていない。 
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4.2.2 施設本体 

 

(1) 施設本体について 

施設本体は、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の施設本体（例えば、

反応槽や貯蔵タンク）を指し、それらに付帯する配管等、排水溝等は含まない。 

 

(2) 施設本体の基準について 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

 

※規定せず 

１）施設本体に係る点検は、次の各号に掲げ

る項目及び頻度で行う。 

① 施設本体のひび割れ、

亀裂、損傷等の異常の

有無 

１年に１回

以上 

② 施設本体からの有害物

質を含む水の漏えいの

有無 

１年に１回

以上 

 

１）構造及び設備に関する基準 

施設本体の構造等に関する基準は、地下構造に関するものを除き、基本的には規定

していない。 

施設本体からは一般に漏えいしにくいと考えられること、床面や周囲の構造におい

て地下浸透の防止措置が求められることから、施設本体の材質や構造はここでは問わ

ず、施設本体の破損や漏えいの有無について点検することで有害物質を含む水の漏え

いの防止を担保することとしたものである。 

なお、全般を通じて当てはまることであるが、基準として要求していないとしても、

施設本体について漏えいしない材質や構造を採用することがより望ましいことはいう

までもない（同等以上の措置の一部として採用できる場合も想定される）。また、地

下水汚染の未然防止という目的以外において、円滑な事業運営、施設の管理の観点か

らも望ましいと考えられる。 

 

２）定期点検の方法 

施設本体については、点検のみが要求されており、Ａ、Ｂ、Ｃ基準の別はなく、異

常の有無、漏えいの有無について目視等による点検を年に１回以上行うこととしてい

る。 

なお、床面に接して設置されているケースなど、施設の一部で目視等による点検が
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できない場合は、施設本体に漏えい防止の構造が取られている場合に施設本体からの

漏えいの点検（湛水による水位変動の確認など）を年に１回以上行う方法、代表的な

部位の点検及び更新等の適正な維持管理により目視できない部位の状態を推測する方

法などによって、点検することが考えられる。 



 61

4.2.3 付帯する配管等 （地上配管等） 

 

(1) 配管等について 

 配管等とは、施設に付帯する配管本体、継手類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設

備等をいい、有害物質を含む水が流れる部分が構造等に関する基準及び定期点検の対

象となる。 

 有害物質を含む水の漏えい又は地下への浸透を防止する上で必要な材質及び構造、

又は漏えい等があった場合に漏えい等を確認する上で必要な構造について規定してお

り、地上に設置する場合と、地下に設置する場合とで分けて基準が設けられている。 

 また、配管等の点検は、施設本体に付帯する配管本体はもとより、継手類、フラン

ジ類、バルブ類、ポンプ設備等を含めて点検を行う必要がある。配管等のうち、継手

等の接合部、バルブ等の設備は、過去に漏えい事例が多く見られており、特に重点を

置いた点検が望ましい。 

 

(2) 新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

３ 配管等（地上配管） 

１）有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯す

る配管等を地上に設置する場合は、次の各号の

いずれかに適合することにより、有害物質を含

む水の漏えいを防止できる材質及び構造とす

るか、又は漏えいがあった場合に漏えいを確認

できる構造とすること。 

 ① 次のいずれの要件にも適合することによ

り、有害物質を含む水の漏えいを防止でき

る材質及び構造とすること。 

  イ 有害物質を含む水の漏えいを防止でき

る強度を有すること。 

  ロ 有害物質により容易に劣化するおそれ

のないものであること。 

  ハ 配管等の外面は、原則として腐食を防止

する方法により保護すること（ただし、当

該配管等が設置される条件の下で腐食す

るおそれのないものである場合にあって

は、この限りではない）。 

１）「３ 配管等（地上配管）」の１）に係

る点検は、次の各号に掲げる項目及び頻度

で行う。 

① 配管等の亀裂、損傷等

の異常の有無 

１年に１回

以上 

② 配管等からの有害物

質を含む水の漏えい

の有無 

１年に１回

以上 
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 ② 有害物質を含む水の漏えいが目視で容易

に確認できるよう床面から離して設置する

こと。 

 

 地上に設置する配管等については、次の１）①の配管等の材質及び構造面の対応、

又は、１）②の点検可能な配置構造上の対応のいずれかの対応が必要である。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

①配管等の材質及び構造面の要求事項 

 配管等の材質及び構造面の要求事項として、「強度」、「耐薬品性」、「耐腐食」

の 3つの要素が規定されている。 

 ここで、「強度」については、「漏えいを防止できる強度を有すること」とされて

いる。配管については、有害物質を含んだ水が管内を流れる際の圧力等によって、亀

裂等が容易に生じないだけの強度を保つことを求めるものである。 

基本的には使用形態に応じて一般的に使用されている配管等の水準で足りるものと

考えられ、使用時に想定される圧力（内圧、外圧）に耐えうる材質・構造が採用され

ていることが判断条件となる。また、継手類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設備に

ついても基本的な使用に耐える強度が求められ、想定される配管のずれ等にも耐えら

れる強度を有する必要がある。この際、継手類等の接合部については、接合状態を強

化するのみならず、外力を分散させる構造をとる手法も考えられる。なお、ポンプ設

備等により配管等で内部の圧力が上がる部位がある場合には十分な留意が必要である

（物質の性状によっては高圧ガス保安法等他法令の措置にも配慮のこと）。 

 「耐薬品性」については、「容易に劣化するおそれのないもの」とされ、通常想定

する配管の使用期間（逆に言えば、更新期間）の間に、有害物質に接触することで腐

食したり、穴が空いたりするような何らかの劣化が生じないことを求めるものである。 

このため、対象とする有害物質や有害物質を含む溶液（有害物質のほか、特に酸性

やアルカリ性といった溶液の性状）に耐性がある材質が採用されていることが判断条

件となる。 

 「耐腐食性」については、「配管の外面は原則として腐食を防止する方法により保

護」することを求めており、地上部分の配管については外面の腐食防止のため塗装す

る必要がある。ただし、設置条件から腐食するおそれのないことが明らかであればそ

の限りではない。 

 

②点検可能な配置構造の要求事項 

 「点検可能な配置構造」として、「漏えいが目視で容易に確認できるよう床面から

離して設置すること」が要求される。 

この要件では、上記①の配管等の材質及び構造面の要求事項は必須とされておらず、
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漏えいの点検によって地下浸透防止の担保とするものであり、日常点検においても容

易に目視によって把握可能な配置が想定されている。なお、フランジ類やバルブ類は

設備に対して同じ側に集中配置するなど、容易に目視による点検ができるように配慮

することが望ましい。 

 

２）定期点検の方法 

 Ａ基準では、配管等を地上に設置する場合には、異常の有無に関して目視等の点検

が１年に１回以上必要である。配管等に被覆がなされている場合や保護管等によって

二重構造になっている場合には、外側部分の異常の有無及び漏えいの有無の確認を行

い、必要な場合に、有害物質を含む水が流れる部位の点検を行うことが考えられる。 

例えば、断熱材等の被覆がなされている場合には、直接、有害物質を含む水が流れ

る配管本体部分を目視することが困難であるため、断熱材の亀裂、損傷等の確認を行

うとともに、断熱材等の継ぎ目等で漏えいを確認できる部位をあらかじめ設定してお

き、そこで漏えい等の有無の点検を行い、漏えいが見られる場合には、配管本体部分

の亀裂、損傷等の確認を行うことが考えられる。断熱材等の交換のタイミングでは、

配管本体を直接確認できると考えられるため、そのような機会を捉えて、配管本体の

亀裂、損傷等の確認を行うことが望ましい。 

また、配管等の亀裂、損傷等の異常の有無が点検できるのであれば、気密状態の試

験や湛水による試験等を採用することも可能である。 

なお、点検を円滑に実施する上では、対象配管への着色（配管内の液体の性状等に

応じ漏えいの確認が容易となるように色を選択することが重要（例えば白色など））

や含まれる有害物質等の名称等必要な事項を記載した標識を設けることが望ましい。 

 

(3) 既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

３既設 配管等（地上配管） 

１）既設の有害物質使用特定施設等の施設本体に

付帯する配管等であって、地上に設置されてい

る場合には、次の各号のいずれかによること。

 ① 「３ 配管等（地上配管）」の１）の①に

規定する基準に適合すること。 

 

 ② 原則として有害物質を含む水の漏えいが

目視で確認できるように設置してあること。

 

 

 

１）「３既設 配管等（地上配管）」の１）

の①に係る点検は、「３ 配管等（地上配

管）に係る点検」による。 

２）「３既設 配管等（地上配管）」の１）

の②に係る点検は、次の各号に掲げる項目

及び頻度で行う。 

① 配管等の亀裂、損傷等 ６月に１回
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の異常の有無 以上 

② 配管等からの有害物質

を含む水の漏えいの有

無 

６月に１回

以上 

 

 既設の施設に対する基準では、Ａ基準（①に該当）又は B基準（②に該当）のいず

れかによることとされている。ここでは、このうち、特に既設の施設を対象とした措

置であるＢ基準について解説する。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

 配管等は基本的にはＡ基準に適合していることが最も望ましいが、既設の施設につ

いては設置状況等から対応が困難な場合も想定される。このため、Ｂ基準では、原則

として有害物質を含む水の漏えいが目視で確認できる措置を講じてあることとしてい

る（一方で、Ａ基準と比較して日常点検が容易でなくなる分、定期点検の頻度を高め

ることで対応を図る）。 

例えば、人が入ることが難しい設備と壁面の隙間に配管等が設置されていて日常点

検や補修等が容易でない場合などが想定されるが、このような場合にあっても、目視

で確認できる措置を工夫し、施設の設置状況を踏まえつつもＡ基準にできるだけ近い

措置をとることを求めるものである。 

２）定期点検の方法 

 Ｂ基準では、地上配管等については、構造等の要求内容に応じ、容易に目視するこ

とが困難な場合にも、目視等の工夫を行うことで点検内容を確保するものであり、６

か月に１回以上行うこととされている。Ａ基準では日常点検を容易に行うことができ

る点を踏まえることができるが、Ｂ基準では日常点検が容易に行えない場合を踏まえ

て、Ａ基準よりも点検の頻度を高めている。 

(4) 既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

２）この省令の施行の日から起算して 3 年を経過

する日までの間は、上記１）の基準に適合して

いない場合は、「３既設 配管等（地上配管）

に係る点検」の３）に定める点検を行わなけれ

ばならない。 

３）「３既設 配管等（地上配管）」の２）

に係る点検は、次の各号に掲げる項目及

び頻度で行う。 

① 配管等の亀裂、損傷等

の異常の有無 

６月に１回

以上 
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② 配管等からの有害物

質を含む水の漏えい

の有無 

６月に１回

以上 

 Ｃ基準では、地上配管等については、異常の有無について目視等による点検を６か

月に１回以上行うこととされている。目視が困難な部分も想定されるが、可能な限り

配管等の全体について目視等を行う必要がある。なお、この段階で、配管等の位置関

係、設置時期や材質、更新の必要性等について改めて調査整理を行っておくとともに、

それらの情報を踏まえ配管等の脆弱な部位を想定することが重要である。 
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4.2.4 付帯する配管等（地下に設置する場合） 

 

(1) 新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

４ 配管等（地下配管） 

１）有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯す

る配管等を地下に設置する場合は、次の①、②、

②及び③、又は④のいずれかに適合することに

より、有害物質を含む水の漏えい等を防止でき

る材質及び構造とするか、又は漏えい等があっ

た場合に漏えい等を確認できる構造とするこ

と。 

 ① 次の要件のうち、イからハのいずれにも適

合することにより、有害物質を含む水の漏え

い等を防止できる材質及び構造とすること。

（※トレンチ内に設置の場合） 

  イ トレンチ（細長い溝）の中に設置し、配

管等からの有害物質を含む水の漏えい

を確認できる構造とすること。 

  ロ トレンチの底面及び側面は、コンクリー

ト、タイルその他の不浸透材料によるこ

と。 

  ハ トレンチの底面の表面は、有害物質を含

む水の種類又は性状に応じ、必要な場合

は、耐性（耐薬品性）及び不浸透性を有

する材質で被覆が施されていること。 

 

 ② 次の要件のいずれにも適合すること。（※

地下に埋設する場合） 

  イ 有害物質を含む水の漏えいを防止でき

る強度を有すること。 

  ロ 有害物質により容易に劣化するおそれ

のないものであること。 

  ハ 配管等の外面は、原則として腐食を防止

する方法により保護すること（ただし、

４ 配管等（地下配管）に係る点検 

 

 

 

 

 

 

 

１）「４ 配管等（地下配管）」の１）の①

のイからハのいずれの要件にも適合する

場合の点検は、次の各号に掲げる項目及び

頻度で行う。 

① 配管等の亀裂、損傷等

の異常の有無 

１年に１回

以上 

② 配管等からの有害物質

を含む水の漏えいの有

無 

１年に１回

以上 

③ トレンチの側面、底面

のひび割れ等の異常の

有無、被覆の損傷の有

無 

１年に１回

以上 

 

 

２）「４ 配管等（地下配管）」の１）の②

に適合する場合（②及び③に適合する場合

を除く。）の点検は、次の各号のいずれか

に掲げる項目及び頻度で行う。 

① 配管等の内部の気体

の圧力の変動又は配

管等の内部の水の水

位の変動の確認によ

１年に１回

以上 
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当該配管等が設置される条件の下で腐

食するおそれのないものである場合に

あっては、この限りではない）。 

 

 

 

 

 ③ 配管等からの有害物質を含む水の漏えい

等を検知するための設備の適切な配置、有

害物質を含む水の流量の変動を計測するた

めの設備の適切な配置その他の漏えい等を

確認できる設備を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ その他の①、②、又は②及び③のいずれか

と同等以上の効果を有する措置を講ずるこ

と。 

 

る有害物質を含む水

の配管等からの漏え

いの点検 

② その他①と同等以上

の効果を有する方法

による点検 

点検項目に

応じた頻度 

 

３）「４ 配管等（地下配管）」の１）の②

及び③に適合する場合の点検は、次の①又

は②、及び③に掲げる項目及び頻度で行

う。 

① 上記２）の①の検査 ３年に１回以

上 

② その他①と同等以

上の効果を有す

る方法による点

検 

点検項目に応

じた頻度 

③ 地下配管等からの

有害物質を含む水

の漏えい等の有無 

１月に１回以

上 

（有害物質の

濃度の測定に

よって漏えい

等の有無の確

認を行う場合

には、3月に 1

回以上） 

 

４）「４ 配管等（地下配管）」の④に係る

点検は、次に掲げる項目及び頻度で行う。

① 措置に応じた定期点

検の項目 

点検項目に

応じた頻度 

ただし、消防法第 11 条第 5項に規定する

完成検査を受けた日から 15 年を超えない地

下埋設配管に関する点検は、次の①又は②に

掲げる項目及び頻度で行うことができる。 

① 上記２）の①の検査 ３年に１回
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以上 

② その他①と同等以上の

効果を有する方法によ

る点検 

点検項目に

応じた頻度 

 

 

 地下設置の配管等については、点検可能な配置構造上の対応か、配管等の材質及び

構造面の対応か、いずれかの対応が必要となる。施設を地下に埋設することは、地上

に比べて、一般に漏えい等の点検や維持管理への対応に労力を要すると考えられるた

め、地下設置の必要性を十分に勘案した上で配管等の配置方式を検討することが重要

である。また、地下に設置する場合にあっても、設置後の維持管理への対応も踏まえ

れば、完全に埋設するのではなく、まずは、点検可能な配置構造とすることを検討す

ることが望ましい（例えば、トレンチへの設置や保護管（さや管）の利用など）。 

 

 (1)-1 トレンチ設置 

１）構造及び設備に関する基準（点検可能な配置構造） 

 点検可能な配置構造の要求事項（Ａ基準）のうちトレンチ設置の場合には、地盤面

下に、トレンチ（細長い溝）を設置したうえで、その中に配管等を格納することとさ

れている。これにより、配管等からの漏えいが直接、地下浸透にはつながらず、漏え

いについても目視等による確認も可能となる。また、目視等による確認も可能とはい

え、ここで想定するトレンチは地上配管のように容易には目視を行えないような設置

ケースを想定しているため、トレンチに漏えいした有害物質を含む水が、漏えいした

としても一定の期間は地下に浸透させずに保持できるよう、トレンチの内部は床面と

同等程度の措置が必要との考えのもと、トレンチの材質等の要求事項が設定されてい

る。なお、２系統以上配置する場合は、管理や漏えいの確認が容易となるよう、視認

性に配慮した配置を検討することも重要である。 

 

人がトレンチ内に入ることができるような幅広い溝状の構造など、配管等からの漏

えいが目視で容易に確認できる構造の場合は、地上配管と同等とみなすことが適当で

あり、そのような場合には地上設置の場合の基準等が適用される。 
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２）定期点検の方法 

 地下に設置する場合であってトレンチ内に設置する場合には、地上の配管等と同様

に１年に１回以上の目視等による点検が必要である。 

 

(1)-2 地下埋設 

１）構造及び設備に関する基準 

①配管等の材質及び構造 

 Ａ基準のうち、地下埋設の場合には、配管等の材質及び構造面の要求事項として、

「強度」、「耐薬品性」、「耐腐食」の３つの要素が規定されている。 

 基本的には、地上の配管等に対する要求事項と同様である（4.2.3(2)１）①参照）。

ただし、地中に設置されるため、土圧、建物や大型車両等の荷重による圧力について

配慮されていることが必要である。また、腐食防止については、塗覆装又はコーティ

ングを行う他、地下の迷走電流の発生等に伴い腐食されるおそれも考慮し電気防食措

置を行うなど、材料の選択や設計方法を含めて防食措置を考慮する必要がある。仮に

設置される条件下で腐食するおそれのないものである場合にはこの限りではない。 

 

②漏えいの確認のための設備（必要に応じて①と併せて採用する措置） 

 地中に配管を埋設する場合には、直接、漏えいの有無を確認することができないた

め、上記の材質及び構造面の要求に対しては、定期的に漏えいがないかどうかの点検

を行うことが要求される。漏えいの点検は、配管等の内部の気体の圧力の変動又は配

管等の内部の水の水位の変動の確認によって行うことが定められている。 

 Ａ基準では、このような漏えいの点検が必要であるが、漏えいの点検では、一般に

短時間であったとしても、施設の稼働を停止することが想定されることから、どうし

ても施設の稼働を停止できない場合には、漏えいの点検に代替する措置として、漏え

いの確認のための設備を設置し、点検において漏えいの確認を行う規定としている。 

 漏えい等を確認できる設備としては、「配管等からの有害物質を含む水の漏えい等

を検知するための設備」の適切な配置や「有害物質を含む水の流量の変動を計測する

地上配管 地下配管・トレンチ 
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ための設備」の配置などの方法が例示されている。また、その他同等以上の措置につ

いても採用することができる（「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法

及び設備等について (2)漏えい等の検知について」参照）。 

 

２）定期点検の方法 

 地下に設置する場合であって配管等が地中に埋設される場合には、漏えい等を防止

できる材質及び構造が保たれていることを確認するため、１）で述べたとおり、漏え

いの点検を１年に１回以上行うこととされており、配管等の設置状況に応じて、漏え

いの点検と同等以上の点検を必要な頻度実施することに代えることができる（「4.2.7 

目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について (1)漏えいの点検」

参照）。 

また、配管等からの漏えい等を確認できる設備による漏えい等の有無を併せて点検

する場合（１月に１回以上と設定（ただし、有害物質の濃度の測定によって漏えい等

の有無の確認を行う場合には、3月に 1回以上））には、漏えいの点検は３年に１回

以上とされており、同様に同等以上の点検方法を採用することができる（「4.2.7 目

視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について (2)漏えい等の検知

について」参照）。 

 

(1)-3 同等以上の措置 

 地下配管等については、施設の設置状況、扱う有害物質の種類等によっては、基準

として規定した内容に対応できない場合を想定し、措置内容を限定していない。この

ため、創意工夫や技術の進展等によって、「同等以上の効果を有する措置」として認

めることができる措置であれば、構造等に関する基準に適合しているものとして扱う

ことができる。 

 トレンチに関しては、例えば、専用のトレンチを設置できない場合には雨水専用の

Ｕ字溝の空きスペースに配管を配置する方法や、トレンチと一体となっていないが、

浸透防止できる受け皿様のものを設ける方法などが考えられる。 

なお、トレンチ上を大型車両等が通るなど、トレンチの上部が覆われ、蓋でなく固

定されて設置されているために目視等による確認ができない場合には、配管まわりの

二重構造となっている空間において、カメラ等による目視等に準ずる点検や、検査管

の設置等による地下埋設配管等と同様の措置（同等以上の措置）をとる必要がある。

埋設配管に関しては、例えば、保護管（さや管）を設置し二重構造とするとともに、

必要に応じ、配管からの漏えいを確認できる構造とする場合が想定される。 

 

同等以上の措置に関しては、措置に応じて点検の方法を採用する必要がある。 

また、同等以上の措置の判断は、構造等に関する措置と点検の措置の両者を合わせ

て同等以上かどうかによってなされるため、構造等に関する措置のみでみた場合には
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トレンチによる措置や配管の材質及び強度と同等でないとしても、例えば毎日の点検

や詳細な点検を組み合わせて行うことで、定められた構造等及び点検の措置と同等と

考えられるのであれば、適合していると見なすものである。 

措置に応じた点検の例としては、例えば、トレンチ内に受け皿様のものを設置する

場合であれば、受け皿様のものが点検対象となり、その異常の有無について１年に１

回以上の目視等による点検を行うことが考えられる。 

組み合わせて同等と考えられる例としては、例えば、漏えいの有無について連続的

に監視を行うことができる設備を設置し、漏えいを発見した際の対応が整備されてい

る場合が考えられる。 

 

(2) 既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

４既設 配管等（地下配管） 

１）既設の有害物質使用特定施設等の施設本体に

付帯する配管等であって、地下に設置されてい

る場合には、次の各号のいずれかに適合するこ

と。 

 ① 「４ 配管等（地下配管）」の１）に規定

する基準に適合すること。 

 

 ② トレンチ中に設置し、漏えいを確認できる

構造としてあること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 「４ 配管等（地下配管）」の１）の③に

よること。 

（再掲） 

４既設 配管等（地下配管）に係る点検 

 

 

 

１）「４既設 配管等（地下配管）」の１）

の①に係る点検は「４ 配管等（地下配

管）に係る点検」による。 

 

２）「４既設 配管等（地下配管）」の１）

の②に係る点検は、次の各号に掲げる項

目及び頻度で行う。 

① 配管等の亀裂、損傷等

の異常の有無 

６月に１回

以上 

② 配管等からの有害物

質を含む水の漏えい

の有無 

６月に１回

以上 

③ トレンチの側面、底面

のひび割れ等の異常

の有無 

６月に１回

以上 

 

３）「４既設 配管等（地下配管）」の１）

の③に係る点検は、次に掲げる項目及び

頻度で行う。 
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  ③ 配管等からの有害物質を含む水の

漏えい等を検知するための設備の

適切な配置、有害物質を含む水の流

量の変動を計測するための適切な

設備の配置その他の漏えい等を確

認できる設備を設けること。 

 

 

 ④ その他の②又は③と同等以上の効果を有す

る措置を講ずること。 

 

 

① 配管等からの

有害物質を含

む水の漏えい

等の有無 

１月に１回以上 

（有害物質の濃度

の測定によって漏

えい等の有無の確

認を行う場合に

は、3月に 1回以

上） 

 

４）「４既設 配管等（地下配管）」の１）

の④に係る点検は、次に掲げる項目及び

頻度で行う。 

① 措置に応じた定期点

検の項目 

点検項目に

応じた頻度 
 

 

 既設の施設に対する基準では、Ａ基準（１）①に該当）又は B 基準（１）②、③、

④に該当）のいずれかによることとされている。ここでは、このうち、特に既設の施

設を対象とした措置であるＢ基準について解説する。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

 配管等は基本的にはＡ基準に適合することが最も望ましいが、既設の施設について

はＡ基準に適合しておらず、設置状況等から対応が困難な場合も想定される。このた

め、Ｂ基準では、Ａ基準に準じた措置を講ずることを要求している。すなわち、「ト

レンチ内に設置し、漏えいを確認できる構造」であればＢ基準に適合していることと

し、そうでない場合には「漏えい等を確認できる設備」を設けることとしている。 

 

２）定期点検の方法 

 地下配管等については、トレンチが土のままの構造等、そのまま漏えいするおそれ

のあるものや、配管等の材質及び構造上そのままでは漏えいするおそれのあるもので

あっても、構造等に関する基準の適合の猶予期間の３年を超えても構造等を変更でき

ない場合に、やむを得ず点検内容を厳しくすることにより対応するものである。トレ

ンチについては、その構造がＡ基準に適合していない水準である場合を想定している

ため、頻度を高め６か月に１回以上行うこととされている。トレンチでなく、配管等

の材質及び構造がＡ基準に適合していない水準である場合には、漏えい等を確認でき

る設備を設けて１月に１回以上（有害物質の濃度の測定によって漏えい等の有無の確

認を行う場合には、３月に１回以上）の漏えい等の有無の確認で対応するものである。

漏えい等を確認できる設備については、「4.2.7(2)1) 漏えい等の検知に必要とされ
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る設備について」を参照のこと。 

 

３）同等以上の措置 

 これらに適合しない場合においても、その他の同等以上の措置を採用することがで

きる。 

例えば、配管の内部にコーティングを行ったり、既設配管中に管を通し二重構造と

し、必要に応じ、併せて漏えい等を確認できる設備を設けることも考えられる。 

 

 

(3) 既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

２）この省令の施行の日から起算して 3 年を経過

する日までの間は、上記１）の基準に適合して

いない場合は、「４既設 配管等（地下配管）

に係る点検」の５）に基づく点検を行わなけれ

ばならない。 

 

５）「４既設 配管等（地下配管）」の２）

に係る点検は、次の各号のいずれかに掲

げる項目及び頻度で行う。 

① 配管等の内部の気体

の圧力の変動又は配

管等の内部の水の水

位の変動の確認によ

る有害物質を含む水

の配管等からの漏え

いの点検 

１年に１回

以上 

② その他①と同等以上

の効果を有する方法

による点検 

点検項目に

応じた頻度 

 

 地下配管等については、有害物質を含む水の配管等からの漏えいの点検を１年に１

回以上行うこととされている。具体的には、配管等の内部の気体の圧力の変動又は配

管等の内部の水の水位の変動の確認による方法又はそれと同等以上の内容の点検を行

うこととしている。「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等

について (1)漏えいの点検」を参照されたい。 

なお、この段階で、配管等の位置関係、設置時期や材質、更新の必要性等について

改めて調査整理を行っておくとともに、それらの情報を踏まえ配管等の脆弱な部位を

想定することが重要である。 
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4.2.5 排水溝等 

 

(1) 排水溝等について 

排水溝等とは、有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯する排水溝、排水ます及

び排水ポンプ等の排水系統の設備をいい、有害物質を含む水が流れる部分が構造等に

関する基準及び定期点検の対象となる。 

なお、有害物質を含む水の処理を目的とした排水処理施設に流入する排水溝等は構

造等に関する基準の適用対象となるが、様々な施設の排水をまとめた総合排水溝に流

入する有害物質を含まない水を排水する排水溝等は対象とならない。 

 

(2) 新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

５ 排水溝等 

１）有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯す

る排水系統の設備（有害物質使用特定施設等の

施設本体に接続し、有害物質を含む水が流れる

排水溝、排水ます及び排水ポンプ等を含む。以

下、「排水溝等」という。）は、次の①、①及

び②、又は③のいずれかに適合することによ

り、有害物質を含む水の地下への浸透を防止す

ることができる材質及び構造とすること。 

 ① 次の要件のいずれにも適合すること。 

  イ 有害物質を含む水の地下への浸透を防

止できる強度を有すること。 

  ロ 有害物質により容易に劣化するおそれ

のないものであること。 

  ハ 排水溝等の表面は、有害物質を含む水の

種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐性

（耐薬品性）及び不浸透性を有する材質で

被覆が施されていること。 

 

 ② 排水溝等からの有害物質を含む水の地下

への浸透を検知するための設備の適切な配

置、有害物質を含む水の流量の変動を計測す

るための設備の適切な配置など、地下への浸

５ 排水溝等に係る点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）「５ 排水溝等」の１）の①の基準に適

合する場合の点検（①及び②の基準に適合

する場合を除く。）は、次に掲げる項目及

び頻度で行う。 

① 排水溝等のひび割れ等

の異常の有無、被覆の

損傷の有無 

１年に１回

以上 

 

 

 

２）「５ 排水溝等」の１）の①及び②の基

準に適合する場合の点検は、次の各号に掲

げる項目及び頻度で行う。 

① 上記１）の点検 ３年に１回以上 
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透を確認できる設備を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ その他の①又は①及び②と同等以上の効

果を有する措置を講ずること。 

 

 

② 排水溝等からの

有害物質を含む

水の地下への浸

透の有無 

１月に１回以上 

（有害物質の濃度

の測定によって地

下への浸透の有無

の確認を行う場合

には、3月に 1回

以上） 

 

３）「５ 排水溝等」の１）の③に係る点検

は、次に掲げる項目及び頻度で行う。 

① 措置に応じた定期点

検の項目 

点検項目に

応じた頻度 
 

 

１）構造及び設備に関する基準 

 排水溝等のＡ基準では、地下浸透を防止できる材質及び構造で適合させるか、さら

に漏えい等を確認できる設備を追加して適合させるかの二通りの方法がある。 

①地下浸透を防止できる材質及び構造 

 地下浸透を防止できる材質及び構造の要求事項として、「強度」、「耐薬品性」の

２つの要素からなる。 

 「強度」については、「地下浸透を防止できる強度」が求められる。 

 「耐薬品性」については、「有害物質により容易に劣化するおそれのないもの」が

求められる。 

また、取り扱う有害物質が揮発性有機化合物の場合には、耐性及び不浸透性を有す

る材質で被覆を施す必要がある。この考え方は前述のとおりである。 

排水溝等は、コンクリート製等のＵ字型の溝、地下部では配管形状の構造物（排水

管）や排水ます等が想定され、一般的な排水溝等の用途として想定される材質及び構

造で十分であると考えられるが、継ぎ目の部分についても地下浸透を防止できる強度

とすることに留意する必要がある。 

 

②漏えいの確認のための設備（必要に応じて①と併せて採用する措置） 

 排水溝等については、Ａ基準では、目視等により異常の有無を確認することが定期

点検の方法として定められているが、目視等にあたっては、一時的にであっても施設

の稼働を停止することが必要な場合も想定されることから、施設の稼働を停止できな

い場合など、目視等の点検に代替する措置として、漏えいの確認のための設備による

点検をすることで、目視等による漏えい等の有無の確認の頻度を低くすることができ

る規定が設けられている。 
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 漏えい等を確認できる設備としては、「配管等からの有害物質を含む水の漏えい等

を検知するための設備」や「有害物質を含む水の流量の変動を計測するための設備」

の適切な配置などの方法が例示されており、それらと同等以上の効果を有する措置に

ついても採用することができる（「4.2.7.(2)1) 漏えい等の検知に必要とされる設備

について」参照）。 

 

２）定期点検の方法 

 Ａ基準では、異常の有無に関して目視等の点検が１年に１回以上必要である。 

また、上述したとおり、同等以上の確認方法を含め、排水溝等からの漏えい等の有

無を、漏えい等を確認できる設備により併せて点検する場合（１月に１回以上と設定

（有害物質の濃度の測定によって地下への浸透の有無の確認を行う場合には、３月に

１回以上））には、点検頻度を低くすることができ、３年に１回以上とされている。 

 

３）同等以上の措置 

 排水溝等については、施設の設置状況、扱う有害物質の種類等によっては、基準と

して規定した内容に対応できない場合を想定し、措置内容を限定していない。このた

め、創意工夫や技術の進展等によって、「同等以上の効果を有する措置」として認め

ることができる措置であれば、構造等に関する基準に適合しているものとして扱うこ

とができる。 

例えば、既設の排水溝がＡ基準に適合していない場合に、既設の排水溝の内部に改

めて排水溝や排水パイプを設置することなども考えられる。 

また、点検にあたっては、目視による点検で代表できるかを検討し、地下に設置さ

れ目視が困難な場合には、カメラ、ファイバースコープや検知設備の活用、気密性の

試験の検討などの方法も考えられる。 

 

(3) 既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

５既設 排水溝等 

１）既設の有害物質使用特定施設等の施設本体に

付帯する排水溝等の構造は、次の①、②、又は

③のいずれかに適合すること。 

 ① 「５ 排水溝等」に規定する基準に適合す

ること。 

 

 

５既設 排水溝等に係る点検 

 

 

 

１）「５既設 排水溝等」の１）の①に係

る点検は「５ 排水溝等に係る点検」に

よる。 
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 ② 「５ 排水溝等」の１）の②に適合するこ

と。 

（再掲） 

 ② 排水溝等からの有害物質を含む水の

地下への浸透を検知するための設備

の適切な配置、有害物質を含む水の流

量の変動を計測するための設備の適

切な配置など、地下への浸透を確認で

きる設備を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 ③ その他の②と同等以上の効果を有する措置

を講ずること。 

 

 

２）「５既設 排水溝等」の１）の②に係

る点検は、次の各号に掲げる項目及び頻

度で行う。 

① 排水溝等のひび

割れ等の異常の

有無、被覆の損傷

の有無 

６月に１回以上 

② 排水溝等からの

有害物質を含む

水の地下への浸

透の有無 

１月に１回以上 

（有害物質の濃

度の測定によっ

て地下への浸透

の有無の確認を

行う場合には、3

月に 1回以上） 

 

３）「５既設 排水溝等」の１）の③に係

る点検は、次に掲げる項目及び頻度で行

う。 

① 措置に応じた定期点

検の項目 

点検項目に

応じた頻度 

 

 既設の施設に対する基準では、Ａ基準（１）①に該当）又はＢ基準（１）②、③に

該当）のいずれかによることとされている。ここでは、このうち、特に既設の施設を

対象とした措置であるＢ基準について解説する。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

 排水溝等は基本的にはＡ基準に適合することが最も望ましいが、既設の施設で、Ａ

基準に適合しておらず設置状況等からＡ基準への適合が直ちには困難な場合も想定さ

れる。このような場合を想定し、Ｂ基準では、Ａ基準に準じた措置を講ずることを要

求することとし、「漏えい等を確認できる設備」を設けることとしている。 

 

２）定期点検の方法 

Ｂ基準では、排水溝等の材質及び構造がＡ基準を満たしていないケースが想定され

ており、そのままでは地下へ浸透するような材質及び構造の場合に適用されるもので、

諸般の事情から構造等に関する基準の適合の猶予期間の３年を超えても構造等を変更

できない場合にやむを得ず点検内容を厳しくすることにより対応するものである。こ

のため、点検の頻度を６か月に１回以上と高め、漏えい等を確認できる設備による地
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下への浸透の有無の確認も１月に１回以上（有害物質の濃度の測定によって地下への

浸透の有無の確認を行う場合には、３月に１回以上）行うこととしている。 

 

３）同等以上の措置 

Ｂ基準についてもその他の同等以上の措置を採用することができる。具体的には、

「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について (2)漏え

い等の検知について」を参照のこと。 

 

(4) 既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

２）この省令の施行の日から起算して 3年を経過

する日までの間は、上記１）の基準に適合して

いない場合は、「５既設 排水溝等に係る点検」

の４）に定める点検を行わなければならない。

 

４）「５既設 排水溝等」の２）に係る点

検は、次の①及び②、又は③に掲げる項

目及び頻度で行う。 

① 排水溝等のひび割れ

等の異常の有無、被覆

の損傷の有無 

１月に１回

以上 

② 排水溝等の内部の水

の水位の変動の確認

による有害物質を含

む水の排水溝等から

の地下への浸透の点

検 

１年に１回

以上 

③ その他①及び②と同

等以上の効果を有す

る方法による定期点

検 

点検項目に

応じた頻度

 

 Ｃ基準では、Ａ又はＢ基準に適合していない場合として、排水溝等の強度や材質が

Ａ基準に適合せず、地下浸透の有無の確認もできない場合の点検方法について規定し

たものである。 

このため、異常の有無について目視等による点検を１か月に１回以上行うとともに、

排水溝等の内部の水の水位の変動の確認による地下への浸透の点検を１年に１回以上

点検することとしている。また、これらと同等以上の方法であれば代わりの点検方法

として採用できる。具体的には、「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方

法及び設備等について (2)漏えい等の検知について」を参照のこと。なお、この段階



 79

で、排水溝等の位置関係、設置時期や材質、更新の必要性等について改めて調査整理

を行っておくとともに、それらの情報を踏まえ排水溝等の脆弱な部位を想定すること

が重要である。 

 

 なお、排水溝等の一部が地下に設置されるなどして目視等によっては全部の点検が

困難な場合には、可能な部分において要所要所で確認しつつ、排水系統の設備の維持

管理を適切に行い、必要に応じて、排水溝等からの地下への浸透の有無を確認するな

ど、点検の内容を組み合わせて同等以上の措置として対応することが考えられる。 
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4.2.6 地下貯蔵施設 

 

(1) 地下貯蔵施設について 

 ここでは地下に設置されている有害物質貯蔵施設を対象として想定しており、地下

貯蔵施設には、施設本体に加えて付帯する配管等が含まれ、有害物質を含む水の流れ

る部分が構造等に関する基準及び定期点検の対象となる。 

 なお、例えば、設置されている地下室が人の容易に立ち入ることができる場合など、

貯蔵施設からの漏えいが目視で容易に確認できる場合には、地上の貯蔵施設と同等と

みなすことが適当であり、そのような場合には構造等に関する基準は設定されておら

ず、破損、漏えいの点検のみが適用される。 

 施設本体については基本的には構造基準は規定していないが、地下に設置される場

合には施設からの漏えいがそのまま地下浸透に繋がることから、特別に基準が設けら

れているが、目視等による点検が通例は困難であることから、点検に様々な工夫を要

するものである。配管等については、4.2.4 付帯する配管等（地下に設置する場合）

に準ずる。なお、点検を円滑に実施できたり、万一の事故時の処理を円滑に行えたり

することから、含まれる有害物質等の名称や貯蔵開始年月日等必要な事項を記載した

標識を設けることが望ましい。 

 

(2) 新設の施設に対する基準（Ａ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

６ 地下貯蔵施設 

１）地下貯蔵施設本体及び付帯する配管等のう

ち、地下貯蔵施設本体は、次の①及び②、①

から③のいずれにも、又は④のいずれかに適

合することにより、有害物質を含む水の漏え

い等を防止できる材質及び構造とすること。

 ① 地下貯蔵施設本体は、次の各号に適合す

ることにより、有害物質を含む水の漏えい

等を防止できる材質及び構造とすること。

  イ 貯蔵施設本体は、タンク室内に設置す

る構造、二重殻構造又はその他有害

物質を含む水の漏えい等を防止する

措置を講じた構造及び材質とするこ

と。 

  ロ 貯蔵施設本体の外面は、原則として腐

６ 地下貯蔵施設に係る点検 

 

 

 

 

 

 

１）「６ 地下貯蔵施設」の１）の①及び②

の基準に適合する場合（①から③のいずれ

にも適合する場合を除く。）には、次の各

号のいずれかに掲げる項目及び頻度で行

う。 

① 地下貯蔵施設本体の内

部の気体の圧力の変動

又は地下貯蔵施設本体

１年１回以

上 
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食を防止する方法により保護するこ

と（ただし、設置される条件の下で

腐食するおそれのないものである場

合にあっては、この限りではない）。

 ② 地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む

水の量を表示する装置を設けることその

他の有害物質を含む水の量を確認できる

措置を講ずること。 

 

 ③ 地下貯蔵施設からの有害物質を含む水

の漏えい等を検知するための設備の適切

な配置、有害物質を含む水の流量又は貯蔵

量の変動を計測するための設備の適切な

配置その他の漏えい等を確認できる設備

を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ その他①及び②、又は①から③のいずれ

かと同等以上の効果を有する措置を講ず

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

の内部の水の水位の変

動の確認による有害物

質を含む水の地下貯蔵

施設本体からの漏えい

の点検 

② その他①と同等以上の

効果を有する方法によ

る点検 

点検項目に

応じた頻度

 

２）「６ 地下貯蔵施設」の１）の①から③

のいずれの基準にも適合する場合には、次

の①又は②、及び③に掲げる項目及び頻度

で行う。 

① 上記１）の①の点

検 

３年に１回以上 

② その他①と同等以

上の効果を有する

方法による点検 

点検項目に応じ

た頻度 

③ 地下貯蔵施設本体

からの有害物質を

含む水の漏えい等

の有無 

１月に１回以上 

（有害物質の濃

度の測定によっ

て漏えい等の有

無の確認を行う

場合には、3月に

1回以上） 

 

３）「６ 地下貯蔵施設」の１）の④に係る

点検は、次に掲げる項目及び頻度で行う。

① 措置に応じた定期点検

の項目 

点検項目に

応じた頻度

ただし、消防法第 11 条第 5項に規定する完

成検査を受けた日から 15 年を超えない地下

貯蔵タンク又は二重殻タンクに関する点検

は、次の①又は②に掲げる項目及び頻度で行

うことができる。 

① 上記１）の①の検査 ３年に１回
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２） 地下貯蔵施設に付帯する配管等は、「３

配管等（地上配管）」又は「４ 配管等（地

下配管）」によること。 

以上 

② その他①と同等以上の

効果を有する方法によ

る点検 

点検項目に

応じた頻度

 

４）「６ 地下貯蔵施設」の２）に係る点検

は、「３ 配管等（地上配管）に係る点検」

又は「４ 配管等（地下配管）に係る点検」

によること。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

①漏えい等を防止できる材質及び構造 

 地下貯蔵施設本体については、漏えい等を防止できる材質及び構造とすることが基

本的な要求事項である。 

 貯蔵施設本体は、貯蔵タンク部分をタンク室内に設置する構造、二重殻構造又はそ

の他の漏えい等防止措置を講ずることとされている。仮に直接貯蔵する部分から漏え

いしたとしても、それを格納するもの（タンク室や二重殻の外殻部分）があることで

地下浸透を防止することができる（これらは漏えい検知設備の設置の面からも有利な

構造である）。また、これら以外でも、漏えい等を防止する措置が講じられている構

造であれば採用できることとしている。 

例えば、貯蔵タンク部分をコンクリートで覆う構造や、貯蔵設備の下部に漏えいし

た有害物質を含む水を一時保留できる構造なども考えられる。 

 また、原則として腐食を防止する方法による保護が必要である。腐食防止について

は、地下の迷走電流の発生等に伴い腐食されるおそれも考慮して、材料の選択や設計

方法を含め防食措置を考慮する必要がある。なお、設置される条件下で腐食するおそ

れが無い場合にはこの限りではない。 

 さらに、併せて、有害物質の地下貯蔵施設における基本的な設備として、地下貯蔵

施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設けるなど、有害物質を含む水

の量を確認できる措置を講ずることとしている。 

 

②漏えい等の確認のための設備（必要に応じて①と併せて採用する措置） 

 地下貯蔵施設についても、直接、漏えい等の有無を確認することができないため、

上記の材質及び構造面の要求に対しては、定期的に漏えい等の点検を行うことが要求

される。漏えい等の点検では、一般に短時間であったとしても、施設の稼働を停止す

ることが想定されることから、施設の稼働を停止できない場合には、漏えい等の点検

を代替する措置として、漏えい等の確認のための設備による点検をすることで、漏え

い等の確認を行う規定が設けられている。 
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 漏えい等を確認できる設備としては、「配管等からの有害物質を含む水の漏えい等

を検知するための設備」や「有害物質を含む水の流量の変動を計測するための設備」

の適切な配置などの方法が例示されている。また、同等以上の措置についても採用す

ることができる。具体的には、「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法

及び設備等について(2)漏えい等の検知について」を参照のこと。 

 

２）定期点検の方法 

 Ａ基準では、漏えい等を防止できる材質及び構造とすることが基本となり、その状

態を保っていることを確認するため、１年に１回以上の漏えいの点検を行う必要があ

る。また、上述したとおり、同等以上の確認方法を含め、漏えい等を確認できる設備

によって地下貯蔵施設本体からの漏えい等の有無を併せて点検する場合（１月に１回

以上と設定（有害物質の濃度の測定によって漏えい等の有無の確認を行う場合には、

３月に１回以上））には、漏えいの点検は３年に１回以上とされている。 

 

３）同等以上の措置 

 地下貯蔵施設については、施設の設置状況、扱う有害物質の種類等によっては、基

準として規定した内容に対応できない場合を想定し、措置内容を完全には限定してい

ない。このため、創意工夫や技術の進展等によって、「同等以上の効果を有する措置」

として認めることができる措置であれば、構造等に関する基準に適合しているものと

して扱うことができる。 

 なお、点検を容易に行えたり、万一の事故時の処理を円滑に行えたりすることから、

貯蔵施設の内容物、保管開始年月日をタンクに表示することが望ましい。 

 

 また、同等以上の効果を有する措置が採用される場合には規定以外の方法でも点検

を行うことが可能となる。この場合の趣旨は配管等の項で述べたとおりであるが、例

えば、漏えいの有無について連続的に監視を行うことができ、漏えいを発見した際の

対応が整備されている場合が考えられる。 

 

(3) 既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

６既設 地下貯蔵施設 

１）既設の地下貯蔵施設のうち、地下貯蔵施設

本体は、次の①から④のいずれかに適合する

こと。 

 ① 「６ 地下貯蔵施設」に規定する基準に

６既設 地下貯蔵施設に係る点検 

１）「６既設 地下貯蔵施設」の１）の①に係

る点検は、「６ 地下貯蔵施設に係る点検」

による。 
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適合すること。 

 

 ② 「６ 地下貯蔵施設」の１）の要件のう

ち、②及び③の要件に適合すること。 

（再掲） 

 ② 地下貯蔵施設の内部の有害物質

を含む水の量を表示する装置を設

けることその他の有害物質を含む

水の量を確認できる措置を講ずる

こと。 

 ③ 地下貯蔵施設からの有害物質を

含む水の漏えい等を検知するため

の設備の適切な配置、有害物質を

含む水の流量又は貯蔵量の変動を

計測するための設備の適切な配置

その他の漏えい等を確認できる設

備を設けること。 

 

 ③ 次の要件に適合すること。 

  イ 「６ 地下貯蔵施設」の１）の要件の

うち、②の要件に適合すること。 

  ロ 有害物質を含む水の漏えい等を防止

することを目的として、貯蔵施設の内部

にコーティングを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ その他の②又は③と同等以上の効果を

有する措置を講ずること。 

 

 

 

 

２）「６既設 地下貯蔵施設」の１）の②に係

る点検は、次に掲げる項目及び頻度で行う。

① 地下貯蔵施設本

体からの有害物

質を含む水の漏

えい等の有無 

１月に１回以上 

（有害物質の濃

度の測定によっ

て漏えい等の有

無の確認を行う

場合には、3月に

1回以上） 

 

 

 

 

 

 

 

３）「６既設 地下貯蔵施設」の１）の③に係

る点検は、次の各号のいずれかに掲げる項目

及び頻度で行う。 

① 地下貯蔵施設本体の

内部の気体の圧力の

変動又は地下貯蔵施

設本体内部の水の水

位の変動の確認によ

る有害物質を含む水

の地下貯蔵施設から

の漏えいの点検 

１年に１回以

上 

② その他①と同等以上

の効果を有する方法

による点検 

点検項目に応

じた頻度 

 

４）「６既設 地下貯蔵施設」の１）の④に係

る点検は、次に掲げる項目及び頻度で行う。

① 措置に応じた定期

点検の項目 

点検項目に応

じた頻度 
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２）地下貯蔵施設に付帯する配管等は、「３既

設 配管等（地上配管）」又は「４既設 配

管等（地下配管）」によること。 

 

 

５）「６既設 地下貯蔵施設」の２）に係る点

検は、「３既設 配管等（地上配管）に係る

点検」又は「４既設 配管等（地下配管）に

係る点検」によること。 

 

 既設の施設に対する基準では、Ａ基準（１）①に該当）又は B 基準（１）②、③、

④に該当）のいずれかによることとされている。ここでは、このうち、特に既設の施

設を対象とした措置であるＢ基準について解説する。（付帯配管等は、配管等の項参

照）。 

 

１）構造及び設備に関する基準 

 地下貯蔵施設本体は基本的にはＡ基準に適合することが最も望ましいが、既設の施

設についてはＡ基準に適合しておらず、設置状況等から対応が困難な施設も想定され

る。このため、Ｂ基準では、Ａ基準に準じた措置を講ずることを要求している。すな

わち、「漏えい等を確認できる設備」を設けるか、又は「貯蔵設備の内部コーティン

グ」を行うこととしている。なお、これらの場合でも、併せて、有害物質を含む水の

量を確認する措置を講ずることとしている。また、漏えい等を確認できる設備につい

ては、「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について(2)

漏えい等の検知について」を参照のこと。 

 

２）定期点検の方法 

 Ｂ基準では、地下貯蔵施設本体の材質及び構造上そのままでは漏えいするおそれの

あるものであっても、諸般の事情から構造等に関する基準の適合の猶予期間の３年を

超えても構造等を変更できない場合にやむを得ず点検内容を厳しくすることとして、

漏えい等を確認できる設備によって１月に１回以上の漏えい等の有無の確認で対応す

るものである。 

ただし、地下貯蔵施設本体を取り替えないものの、その内部に適切なコーティング

を施すことで、材質及び構造上の問題を解消し、また、漏えいしてもそれが直ちに地

下浸透に繋がらない場合には、必要な漏えい防止の措置がなされていると考えられる

ため、Ａ基準と同様の点検内容とし、１年に１回以上（有害物質の濃度の測定によっ

て漏えい等の有無の確認を行う場合には、３月に１回以上）の点検頻度とした。 

 

３）同等以上の措置 

 Ｂ基準においても、上記の同等以上の措置を採用することができる。 

例えば、貯蔵施設本体の内部コーティングを行い、併せて漏えい等を確認できる措

置を講じることも考えられ、措置の内容に応じて点検の頻度を減らすことが考えられ
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る。 

 

(4) 既設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え）

３）この省令の施行の日から起算して 3年を経過

する日までの間は、上記１）の基準に適合して

いない場合は、「６既設 地下貯蔵施設に係る

点検」の６）に定める点検を行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

４）地下貯蔵施設に付帯する配管等は、「３既設

配管等（地上配管）」又は「４既設 配管等（地

下配管）」によること。 

 

６）「６既設 地下貯蔵施設」の３）に係

る点検は、次の各号のいずれかに掲げる

項目及び頻度で行う。 

① 上記３）の①の点検 １年に１回

以上 

② その他①と同等以上

の効果を有する方法

による点検 

点検項目に

応じた頻度

 

７）「６既設 地下貯蔵施設」の４）に係

る点検は、「３既設 配管等（地上配管）

に係る点検」又は「４既設 配管等（地

下配管）に係る点検」によること。 

 

 Ｃ基準では、有害物質を含む水の漏えいの点検を１年に１回以上行うこととされて

いる。具体的には、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力の変動又は地下貯蔵施設の内部

の水の水位の変動の確認による方法又はそれと同等以上の内容の点検を行うこととし

ている。「4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について」

の(1)漏えいの点検を参照のこと。 
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4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について 

 

 地下構造物の亀裂・損傷、漏えい等は、前述したとおり、目視等によっては直接確

認できないため、漏えい等を早期に発見するためのそれに代わる手段が必要となる。

その方法としては、施設や設備の構造や設置方法によって異なるが、大きく分けて、

「漏えいの点検による亀裂・損傷の検出」、「設備による漏えい等の有無の検出」の

二通りがある。 

 前者を「(1) 漏えいの点検」、後者を「(2) 漏えい等の検知について」で記載す

る。 

 

(1) 漏えいの点検 

 「漏えいの点検による亀裂・損傷の検出」を目的とする「漏えいの点検」として、

次の方法が示されている。 

①施設本体や設備の内部の気体の圧力の変動の確認（気密状態の試験） 

②施設本体や設備の内部の水の水位の変動の確認（湛水による試験） 

③その他同等以上の方法 

具体的には、①から③については以下のとおりであり、漏えいの点検の点検対象、

点検方法を整理した表を以下に示す。 

 

 ①については、貯蔵施設や配管等にガス圧を加え、漏えいによる圧力の低下をマノ

メーターや差圧計で測定する方法や、簡易の方法として、接合部等に石けん水を塗っ

て発泡の有無を目視で確認する方法などがある。なお、消防法では、ガス加圧法、液

体加圧法、微加圧法、微減圧法等の方法が掲載されており、対象とする貯蔵施設の特

性に応じた点検を行うことが重要である。これらの方法は、気密性のある地下貯蔵タ

ンクや配管等が対象となるが、併せて点検対象区画の閉鎖のためのバルブ等の設備が

必要となる。 

 ②については、湛水が可能な区間について、液体を充填等することで湛水し、一定

の時間静置した後に、漏えいによる水位の低下の有無を水位計等によって測定する方

法が考えられる。湛水させる場合には、配管等では一部閉鎖するためのバルブ等の設

備が必要となる。 

 ③については、同等以上の方法として、配管や排水溝の入口と出口を設定し、流量

計や堰によってそれぞれの流量を一定時間測定し、漏えいによる流量の低下の有無を

測定する方法等が考えられる。また、施設本体や設備の亀裂・破損の有無を検知では

ないが、漏えいした時点で迅速に検知することができれば亀裂等を間接的に検知でき

るため、施設の稼働時における精度の高い漏えい等検知の方法を採用することができ

ると考えられる。たとえば、貯蔵量や流量を連続的に記録し、その変化量から漏えい

等を検知する方法や、漏えい検査管で有害物質の水質を高頻度で把握する方法が考え



 88

られる。 

 ①、②の方法や上記の方法が十分には採用できない場合には、十分な点検が可能な

部位について規定の点検（目視が可能であれば目視による点検や、カメラやファイバ

ースコープを用いた目視等に準じた点検も含まれる）を行った上で、脆弱性の高い部

位の代表的な点検によって全体の構造の適合性を推測する方法、又は、適切な更新等

維持管理を計画的に行う方法などを、構造等に関する基準への適合状況および実施可

能な点検内容に応じて、組み合わせることが考えられる。 

 この他、創意工夫や技術の進展等によってその他同等以上の点検方法を採用するこ

とが可能である。 

 

水濁法における地下構造物の亀裂・損傷の検出手法に関する整理表（漏えいの点検） 

・点検対象と対応する点検手法 

 地下配管等 排水溝等 地下貯蔵施設本体 

Ａ基準 

①気密状態の試験 

②湛水による試験 

③同等以上の方法 

－ 

①気密状態の試験 

②湛水による試験 

③同等以上の方法 

Ｂ基準 － － 

①気密状態の試験 

②湛水による試験 

③同等以上の方法 

※いずれも内面をコーテ

ィングする場合のみ 

Ｃ基準 

①気密状態の試験 

②湛水による試験 

③同等以上の方法 

②湛水による試験 

③同等以上の方法 

①気密状態の試験 

②湛水による試験 

③同等以上の方法 

 

（注）「－」は、定期点検の方法として、「漏えいの点検」が定められておらず、別の点検方法を採用

する必要があることを示す（例えば、B基準は次節(2)１）「漏えい等の検知」の方法等）。（4.1(5)

全体の構成参照） 

   ただし、「－」であっても、または地下貯蔵施設以外の施設本体においても、同等以上の措置の

一環として漏えいの点検を採用できる場合がある。 

 

・点検の方法 

 
①気密状態の 

試験 

②湛水による 

試験 
③同等以上の方法 

点

検

の

方

法 

・ガス加圧法等 

・加圧等による

簡易検知(例:

石鹸水) 

・液面計等による

湛水試験 

・流量計等により一定時間流量を測定し流量低下の有無を測

定 

・貯蔵量や流量の連続的な記録 

・近傍の有害物質の水質を高頻度で把握 

・左記や上記の方法のみでは十分でない場合に下記の措置と
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の組み合わせ 

・施設の構造や立地条件に応じ、以下の方法の組み合わせに

よる亀裂や損傷の有無の点検 

－代表的な部位（脆弱性の大きな箇所）の点検によって全

体の構造の適合性を推測する方法（目視やカメラ点検含

む） 

－適切な更新等維持管理を計画的に行う方法 

－（補完措置として）観測井を設置して地下水質監視を行

う方法 

－その他の方法 

頻

度 

年１回以上 

※漏えい等の有無の検知を併せて行

う場合、３年に１回以上 

実施する点検方法によって設定 

対

象 

地下配管 A,C、地下貯蔵 A,(B),C 左記の対象のうち 

適用できるもの － 排水溝等 C 

 

 

(2) 漏えい等の検知について 

１）漏えい等の検知に必要とされる設備について 

 「設備による漏えい等の有無の検出」を目的とした「漏えい等の検知」については、

一般に検査管など新たな設備の設置が必要となることから、地下配管等、排水溝等、

地下貯蔵施設本体、床面及び周囲の構造等に関する基準の一部において、次の①から

③に掲げる漏えい等を確認できる設備を設けることとされている。なお、有害物質の

種類や施設の設置状況等に応じて必要な設備が異なるため、適切な設備を選択する必

要がある。（参考資料５を参照） 

①漏えい等を検知するための設備の適切な配置 

②流量（又は貯蔵量）の変動を計測するための設備 

③その他同等以上の措置 

具体的には、①から③については以下のとおりであり、漏えい等の検知の点検対象、

点検方法を整理した表を以下に示す。 

 

 ①については、設備の近傍において有害物質を含む水を検知するための設備であり、

具体的には、水を採取するための検査管又は観測井、ガス採取管、検知用のセンサー

（土壌水分計等）等が想定される。なお、配管等については、特に継手類、フランジ

類、バルブ類等からの漏えいに着目することが適当であり、当該部位全体を点検孔・

検知孔といった点検用の設備の中に設置することが最も望ましい（補修等の際の作業

性の観点からも重要である）。 

 ②については、水槽や貯蔵タンクの形態であれば液面の変動の測定のための設備、

配管の形態であれば流量の変動の測定のための設備であり、具体的には、液面計やそ
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れに準ずる設備、流量計の設置等が想定される。一定期間における流量の変動量の把

握のほか、貯蔵量や取扱量を水の収支の管理（在庫管理）の観点から把握する場合が

考えられる。また、排水溝等の場合は、配管に設置するような流量計の設置はできな

いため、堰を設けて流量を測定する方法が考えられる。 

 ③の同等以上の措置としては、上記の方法を取ることが困難な場合には、可能な範

囲で規定への対応を検討した上で、代表的な部位（脆弱性の大きな箇所等）の点検に

よって全体の構造の適合性を推測する方法（目視が可能であれば目視による点検や、

カメラやファイバースコープを用いた目視等に準じた点検も含まれる）、適切な更新

等の計画的な維持管理を行うこととする方法を組み合わせることが考えられる。十分

でない場合には、補完的措置として、定期的な地下水質の分析を行うため、漏えい等

をできるだけ早期に確認できるように配置した代表的な観測井を設置する方法を併せ

て行うことなどが考えられる。 

 なお、これらの設備による漏えい等の有無の確認方法は具体的には後述するが、 

①については、検査管又は観測井では、においや色等の官能試験、電気伝導率やｐＨ

の現場観測、ガス検知管や簡易試験法による分析、土壌水分計による水分量の現場

観測、油漏れの検知といった方法が考えられる。 

②については、水位計等による貯蔵量の測定、流量計による流量の測定といった方法

が考えられる。 

③については、①や②による方法のほか、地下水質（基本的には対象有害物質）の継

続的な監視といった方法が考えられる。 

 

水濁法における地下構造物の漏えい等の検出の手法に関する整理表（漏えい等の確認） 

・点検対象と対応する点検手法 

 床面及び周囲 地下配管等 排水溝等 地下貯蔵施設本体 

Ａ基準 

－ 

（※必要に応じ採用）

①漏えい等検知 

②流量等変動計測 

③同等以上の方法 

（※必要に応じ採用）

①漏えい等検知 

②流量等変動計測 

③同等以上の方法 

（※必要に応じ採用）

①漏えい等検知 

②流量等変動計測 

③同等以上の方法 

Ｂ基準 
①漏えい等検知 

③同等以上の方法 

①漏えい等検知 

②流量等変動計測 

③同等以上の方法 

①漏えい等検知 

②流量等変動計測 

③同等以上の方法 

①漏えい等検知 

②流量等変動計測 

③同等以上の方法 

Ｃ基準 － － － － 

 

（注）「－」は、定期点検の方法として、「漏えい等の確認」が定められておらず、別の点検方法を採

用する必要があることを示す。（4.1(5)全体の構成参照） 

・点検の方法 

 ①漏えい等の検知 ②流量等の変動の計測 
③同等以上の方法 

 検査管等 土壌水分 貯蔵量計測 流量計測 
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点

検

の

方

法 

・有害物質濃度

の分析 

・官能試験（検

知可能なも

の） 

・油分の検知 

・有害物質の簡

易分析 

・電気伝導率又

は pH の測定 

・土壌水分の測

定 

・液面計等によ

る有害物質

を含む水の

貯蔵量の変

化の測定 

・流量計等によ

る有害物質

を含む水の

取扱量（流

量）変動の測

定 

・左記の方法のみでは十分でな

い場合に下記の措置との組

み合わせ 

・施設の構造や立地条件に応

じ、以下の方法の組み合わせ

による漏えい等の有無の検

知 

－代表的な部位（脆弱性の大

きな箇所）の点検によって

全体の構造の適合性を推

測する方法（目視やカメラ

点検含む） 

－適切な更新等維持管理を

計画的に行う方法 

－（補完措置として）観測井

を設置して地下水質監視

を行う方法 

－その他の方法 

頻

度 

月１回以上 

※高精度の検知（微少な漏れを検知する方法）では連続計測の場合

もある 

実施する点検方法によって設

定 

対

象 

床面 B 

地下配管 A, B 

排水溝等 A, B 

地下貯蔵 A, B 

地下貯蔵 A, B

地下配管 A, B

排水溝等 A, B

地下貯蔵 A, B

左記の対象のうち 

適用できるもの 

 

２）漏えい等の検知の方法 

 １）で整理した漏えい等を確認する設備による漏えい等の有無の確認方法について

紹介する。また、参考資料５に、現状における個々の点検手法と調査可能なケースを

整理した。 

 

①漏えい等を検知するための設備の適切な配置による漏えい等の有無の確認 

 検査管又は観測井を設置して、においや色等の官能試験の実施、電気伝導率やｐＨ

等の簡易な項目の現場観測、ガス検知管や簡易試験法による分析、土壌水分計による

水分量の現場観測、油漏れの検知といった方法が考えられる。 

 漏えい等の検知では、実際に有害物質を測定することを直接の目的とはせず、液状

のものの漏えい等による地下水環境及び土壌環境の変化を把握することによって、異

変の発生を検知しようとするものである。また、有害物質そのものでなく、溶液の性

状（高又は低ｐH、塩化物イオン等共存物質 など）の検知を目的とした点検方法を採

用することができる場合もあると考えられるので、検知手法を検討する際には留意す

べきである。 
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 ここで、検査管や観測井は、対象施設近傍の周囲４か所に設置することが原則であ

るが、事業場の広さ等の状況によっては、地下水の流れの状況が明らかであれば、上

流側と下流側に２か所設置して測定値の差で漏えい等の有無を判断したり、小規模の

事業場では下流側１か所まで減らすことも可能とする。なお、配管であれば保護管（さ

や管）等による二重構造、地下貯蔵施設であれば二重殻構造等、漏えいした有害物質

が一時的であっても滞留する構造を取り、その部分で検査管等を設置する方法が最も

望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・においや色等の五感による方法（官能試験） 

 有害物質のうち、揮発性有機化合物（以下「ＶＯＣ」という。）は独特の臭気のあ

る物質があり、重金属類では有色の物質があるため、実際に現場で少量のサンプリン

グを行い、においや色の有無を確認するものである。全ての物質で採用することは出

来ないが、検査管等の採取用の設備さえあれば、最も容易に点検を行うことができ、

物質によっては、かなりの感度で確認できる可能性がある。なお、酸性物質の場合、

漏えいのあった床面や壁面の外側やその周辺のコンクリート法面に赤錆や青錆が発生

したり、臭気が感じられたりする場合があり、施設及び使用する有害物質や溶液の特

性を踏まえた点検項目を設定することが重要である。 

 

・電気伝導率やｐＨの現場観測 

 有害物質のうち、電解質（一般に重金属類）や酸性・アルカリ性を呈する物質・溶

液に採用できる方法である。立地している場所の地下水及び土壌環境の電気伝導率や

排水桝

検査管もしくは
地下水観測井

建物

配管

配管

地下水位

流し台等

地下水流向

排水桝と
配管の接合部

排水桝

検査管もしくは
観測井

建物

配管

配管

地下水位

流し台等

排水桝と
配管の接合部

検査管等による漏えい等の有無の確認（例） 

（排水ますと配管の接合部が脆弱と想定される場合） 

地下水のにおいや色、電気伝導率、pH、簡
易試験法による有害物質の濃度、油膜の有
無によって、漏えい等の有無を確認する場
合 

土壌中のガス・臭気（揮発性が高い物質に
限る）によって、又は、土壌の水分量によ
って、漏えい等の有無を確認する場合 
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ｐＨを定期的に測定し、その値及び変動特性を把握し、その特性からの逸脱の状況を

監視することで、漏えい等の有無を確認するものである。立地環境に応じた変動特性

データから、注意レベルや警報レベルを設定して管理することが望ましいと考えられ

る（現場に電極を設置し常時監視して注意レベル等で検知し警報が鳴るような仕組み

も考えられる）。 

 海域に近く、塩分濃度が非常に高いなど、施設の立地する土地の地下水等の環境及

び取り扱う有害物質を含む水の性状から、電気伝導率等によってのみでは十分な検知

が期待できないと考えられる場合もあるので、注意を要する。 

 

（電気伝導率等による異常の確認方法） 

定期点検における電気伝導率等の測定は、通常の状態との変化（急激な上昇）や増

減の傾向をチェックするために測定するものであり、絶対値について何らかの基準値

を設ける必要はなく、次のような利用の方法が考えられる。 

すなわち継続的に測定することにより通常の平均的な値や範囲を求め、測定値が正

規分布に従う場合、例えば、平均値に標準偏差の２倍を加えた値を超えて測定された

場合には異常が発生したと判断し、警報レベルを超えたものとして、別途、施設を点

検したり異常の有無を確認したりするものである。 

このように厳密に決めない場合でも、例えば平均値に対する倍率によって注意レベ

ル、警報レベルを設定し、それぞれに応じた措置をあらかじめ決めておく、といった

ことも考えられる。（測定事例を参考資料６に示す。） 

 

・ガス検知管や簡易試験法による分析 

 対象となる有害物質の簡易試験による方法である。ガス検知管や現場計測器により、

土中の有害物質のガス濃度、または地下水中のイオン濃度を測定する。ガス検知管は、

土中に直接差し込んで、揮発性有機化合物等の有無を測定する。現場計測器は、観測

井の地下水を採取し、ヒ素、カドミウム、鉛等の有害物質の濃度を簡易的に測定する

ものである。 

 例えば、塩化物イオンが高い等、配管等や排水溝等を流れる有害物質を含む水の性

状によっては、有害物質ではない塩化物イオンを測定することによって、地下配管等

や地下の排水溝等からの地下への浸透の有無を確認することも考えられる。 

 厳密な分析データは得られないが、漏えい等の有無を検知する上では十分に適用で

きる方法と考えられる。 

 

・土壌水分計による水分量の現場観測 

 地下水位が低い地域では、対象とする施設や設備の近傍での水のサンプリングが困

難な場合も考えられるが、このような場合に、土壌水分計を設置し、通常の水分量か

ら大きく変動した場合に漏えい等のおそれとして検知するものである。この場合には
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対象場所の水分量の値及び変動特性を把握しておくことが必要である。 

 この方法では、水分の成分は不明であっても、施設や設備からの有害物質を含む水

の地下浸透の疑いがあることを確認でき、次のステップの対応へと進むことになる。

ただし、屋外に設置する場合には降雨時には適用できないなどの留意点が考えられる。 

 

・油漏れの検知 

 油のように水より軽い物質では、水に浮くことから油膜が形成されるため、水より

重い物質に比べ検知がしやすい面があり、油膜の有無を検知する設備を適切な場所に

設置して、漏えい等の検知を行うものである。なお、検知設備でなく、目視によって

も検知が可能な場合がある。（施設の周辺に流出したり、地下に浸透した場合、付近

にある水面に油膜が形成されることとなるが、これらの油膜の有無は高い精度で検知

ができるといわれている。） 

 

②流量（又は貯蔵量）の変動を計測するための設備による漏えい等の有無の確認 

 水位計等による貯蔵量の測定、流量計による流量の測定といった方法が考えられる。 

 貯蔵量や流量を定期的に記録し、その変化量から、漏えい等を検知する。水の収支

の管理（在庫管理）の一環として実施することも考えられる。（ガソリンスタンドの

地下貯蔵タンクの場合は、油面計及び受け入れ払い出しの計算上の在庫量の比較によ

って変動量の確認が行われている例がある。） 

 

③その他同等以上の措置による漏えい等の有無の確認 

 ①又は②の方法のみでは十分な検知が期待できないと考えられる場合には、それぞ

れで採用する方法に追加して補完的な措置を組み合わせることが考えられる。 

補完的な措置としては、例えば、十分な点検が可能な部位については規定の点検を

行った上で、脆弱性の高い部位の代表的な点検によって全体の構造の適合性を推測す

る方法や、適切な更新等維持管理を計画的に行う方法などを、構造等に関する基準へ

の適合状況および実施可能な点検内容に応じて、組み合わせることが考えられる。 

 

また、①又は②の方法が困難な場合に採用しうる措置として、事業場の敷地内に設

置される観測井における地下水質又は効果的な水質指標（基本的には事業場において

使用等している対象有害物質）の継続的な監視が考えられる。実際に地下水中の有害

物質の濃度等を測定するものであり、漏えい等があれば、濃度の上昇によって検知す

るため、定期的な水質の監視が必要となる。この場合も、措置の内容に応じて、上記

の補完的な措置を組み合わせることが必要と考えられる。 

なお、他の方法でも同様であるが、漏えい等を把握できる位置でのサンプリングが

大変重要であり、測定位置の選定には注意を要する。特に、事業場の周辺の観測井戸

を使う場合には監視対象とする施設と離れるため、地下水流の状況などを踏まえて漏
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えい等した有害物質を検知できるような位置に観測井を設定する必要がある。 

地点の選定については、基本的には、２）①と同様である。 

 

（参考１）狭隘な敷地に検査管や地下水観測井を

設置する場合 

○ 地下水観測井は、通常、ボーリング機械で地

盤を掘削して設置するが、施工スペースとして

縦 3ｍ×横 4ｍ×高さ 4ｍ程度が必要となり、狭

隘な場所では使用できない。このような場合、

地盤条件や施工深度（Ｎ値 15 未満、最大深度

15ｍ）にもよるが、簡易ボーリング機械を用い

ることが有効である。簡易ボーリング機械の施

工スペースは、縦 1ｍ×横 1ｍ×高さ 2ｍ程度で

あり、おおよそ人が入れる場所であれば施工可能である。 

○ 検査管は、通常、地盤に打ち込んで設置するため、人が入って作業可能な空間が

あれば設置可能であるが、地盤が固く打設が困難な場合は、地盤の掘削が必要とな

る。このような場合においても、簡易ボーリング機械を用いれば、狭隘な敷地でも

施工可能である。 

 

（参考２）コンクリートで被覆された敷地に検査管や地下水観測井を設置する場合 

○ 表層がコンクリートで被覆されている場所に検査管を設置する場合は、事前にコ

ンクリートコアカッターで削孔し、その下の地盤に打設する必要がある。コンクリ

ートコアカッターの標準的な削孔可能深度は 50cm 程度であるが、先端のモールド部

を継ぎ足すことでそれ以上の深度まで削孔できる（最大 3ｍまで施工実績あり）。

また、コンクリートの削孔にあたっては、鉄筋を切断しないよう配筋図や RC レーダ

ー探査により、事前に鉄筋位置を確認する必要がある。なお、コンクリート下の地

盤が固く検査管の打設が困難と想定される場合、地下水観測井を設置する場合には、

ボーリング機械を用いてコンクリートと地盤の両方を削孔し、検査管もしくは地下

水観測井を設置する。 

 

 

 

 

 

      

 

 コンクリートコアカッター   ＲＣレーダー 

簡易ボーリング機械を用いた 

観測井設置状況 
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（参考３）検査管や地下水観測井の孔口処理 

○ 検査管や地下水観測井の孔口部には、雨水や異物などの混入を防止するため、小

型マンホール等を設置する。これにより日常の作業に支障することなく、検知や観測

を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 小型マンホール 
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4.2.8 使用の方法 

 

・新設及び既設の施設に対する基準（Ａ基準、Ｂ基準共通） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

７ 使用の方法 

１） 有害物質使用特定施設等に係る作業及び

運転は、有害物質が地下に浸透したり、周囲

に飛散したり、流出したりしないよう、次の

方法で行うこと。 

 ① 有害物質を含む水の受け入れ、移し替

え、分配等の作業は、有害物質を含む水

が地下に浸透したり、周囲に飛散したり、

流出したりしないような方法で行うこ

と。 

 ② 有害物質を含む水の補給状況や設備の

作動状況の確認等、施設の適正な運転を

行うこと。 

 ③ 有害物質を含む水が漏えいした場合に

は、直ちに漏えいを防止する措置を講ず

るとともに、当該漏えいした有害物質を

含む水を回収し、再利用するか又は環境

保全上支障のないよう適切に処理するこ

と。 

２） 有害物質使用特定施設等の使用の方法

（上記１）に係るものに限る。）に関する管

理要領が明確に定められていること。 

７ 使用の方法に係る点検 

１）「７ 使用の方法」に係る点検は、次の各

号に掲げる項目及び頻度で行う。 

① 使用の方法に関する

管理要領からの逸脱

及びそれに伴う飛散、

浸透、流出の有無 

１年に１回以

上、使用の方法

に関する管理

要領に基づき

設定 
 

 

・既設に対する基準（Ｃ基準；3年間の猶予期間） 

構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 施行規則第○条（※今後条文に差し替え） 

３） この省令の施行の日から起算して 3年を

経過する日までの間は、上記１）及び２）の

基準に適合していない場合は、「７ 使用の

方法に係る点検」の２）に定める点検を行わ

２）「７ 使用の方法」の３）に係る点検は、

次の各号に掲げる項目及び頻度で行う。 

① 有害物質使用特定施設

等に係る作業及び運転

１年に１回以

上 
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なければならない。 に伴う飛散、浸透、流

出の有無 

 

 有害物質使用特定施設等に係る作業及び運転は、有害物質が地下に浸透したり、周

囲に飛散したり、流出したりしないような方法で行うことが求められる。 

 具体的には、作業や運転上の遵守すべき事項として、次のような方法で行うように

規定されている。 

① 有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が

飛散し、流出し、地下に浸透しない方法で行うこと 

② 有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適切に行

うこと 

③ 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずる

とともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか又は生活環

境保全上支障のないよう適切に処理すること 

 これらの規定に適切に対応するためには、最低限、事業場の中で使用の方法に関し

て明示的に認識することが必要であるため、管理要領を定めることとしている。 

また、定期点検では、当該管理要領からの逸脱及びそれに伴う飛散、浸透、流出の

有無の確認を、管理要領に基づき設定された頻度（年に１回以上の範囲で設定するこ

とが必要）で行うこととされている。 

管理要領については、具体的には、対象となる施設毎に、上記の①から③に対応して

遵守すべき事項をリストアップし規定することとなる。新たに規定する場合も考えられ

るが、既存の規定等を整理し、必要に応じて、追加・修正を行う対応が考えられる。ま

た、可能な場合には、工場・事業場において、関連する施設をまとめて規定することも

考えられる。 

規定すべき事項としては、例えば、既存の従業員の作業手順や施設・設備の運転手順

をベースとして、有害物質の漏えい・地下浸透の防止の観点から必要な追加・修正を行

うことが考えられる。その際には、取り扱っている有害物質の性状や毒性、作業や施設

の特性を踏まえて、地下浸透につながるおそれのあるケースと対策の整理が必要になる

と考えられるが、そのような整理を基に、「使用の方法」の規定への対応が適切になさ

れているかに関する「チェックポイント」を明らかにすることが望ましい。 

また、定期点検では管理要領からの逸脱の確認や管理要領に基づく頻度の設定が必要

であることから、使用の方法として規定した事項に対する定期点検の方法及び頻度につ

いても設定する必要がある。その際、上記の「チェックポイント」を活用して規定する

ことが考えられる。 

なお、「使用の方法」についても、管理要領からの逸脱等がないよう留意して日々の操

業に取り組んでいることも想定されることから、このような日常的な点検についても管

理要領に位置づけることが望ましい。また、一連の点検の整理という観点からは、例え
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ば、4.1(4)４）で述べた点検要領にも関連付けて位置づけることが考えられる。 

  

なお、使用の方法に関する基準についても既設施設については３年間の適用が猶予

されるが、事業活動を行う上で基本的な取組内容であり、法律上の義務ではないが管

理要領を定めておくことが望ましい。 

Ｃ基準では、このような観点も踏まえ、有害物質使用特定施設等に係る作業及び運

転に伴う有害物質を含む水の飛散、地下への浸透、周囲への流出の有無を年１回確認

することとした。 

 

（参考）施設・設備の設置や管理における留意事項（例） 

・地下室内に貯蔵施設を設置する場合には、有害物質の蒸気が滞留しやすいため、点

検や補修のために人が入る際には換気装置を稼働させる必要がある。 

・貯蔵施設等のさびや熱膨張による劣化を防止するため、一般に、直射日光を避け、

雨水がかからないようにするとともに、換気をよくすることが望ましい。また、施

設内の結露を防ぐため、通気口に乾燥剤を取り付ける等、湿度に留意することが望

ましい。 
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4.3 その他留意事項 

(1) 構造物の各種荷重への耐力について 

 構造等に関する基準は地下浸透を防止するために必要で最低限の規定を盛り込んだ

ものである。土圧、建築物や交通による荷重、更には地震等による荷重に対する耐力

は、構造物を構築する際に通常要求されるべきものであり、その点については具体的

に基準として設けていない。また、今回の水濁法の改正による構造等に関する基準の

導入においては、地震への対応を特別に考慮したものではないが、今回の基準を遵守

し、漏えいを検知する設備を設置すること等が、結果的に地震等の災害にも強い施設

となることが考えられる。 

 

(2) 地方公共団体が定める条例との関係について 

 地下浸透の未然防止に関して地方公共団体で条例を定めて構造規制等を行っている

場合がある。この場合に、構造等に関する基準、点検の方法（項目、頻度）について、

地方公共団体が条例でより厳しい方法を定めている場合には、当該条例に従う必要が

ある。 

 

(3) 他法令との関係について 

他法令に基づく点検や検査と重複する場合には、１つの点検・検査を行ったことに

より他法に基づく点検・検査と水濁法に基づく定期点検を実施したものとみなして差

し支えない。ただし、その場合でも水濁法に基づく定期点検の記録を保存する必要が

あり、他法に基づく点検・検査の記録のみをもって水濁法の記録に代えることは適当

ではなく、水濁法に基づく点検表を用意するか、又は、少なくとも、水濁法に基づく

定期点検に該当する点検項目が明示できるように記録表を整えることが必要である。 

（参考）他法令における点検に関する規定の例（参考資料７） 
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4.4 同等以上の手法に関するケーススタディ 

 

 例えば排水溝等については、Ｃ基準として、ひび割れ等の異常の有無、被覆の損傷

の有無を月１回以上点検し、また内部の水の水位の変動の確認による有害物質を含む

水の地下への浸透の点検を１年に１回以上行うこととされている。また、Ｂ基準とし

て、有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための設備や、有害物質を含む水の

流動を計測するための設備の適切な配置など、地下への浸透を確認できる設備を設け、

有害物質を含む水の地下への浸透を１月に１回以上点検するとともに、ひび割れ等の

異常の有無、被覆の損傷の有無の点検を６月に１回以上行うことが定められている。 

しかしながら、施設、設備の設置状況等によっては、これらの措置以外の同等以上

の効果を有する措置を講じなければならないことになる。以下においては、これらの

構造等に関する基準及びそれに応じた定期点検の実施が困難な場合の「同等以上の効

果を有する措置」について検討した。 

なお、同等以上の効果を有する措置については、今後の技術の進展も踏まえ、様々

な創意工夫により、これまで以上に効果的、効率的、低コストな手法についても期待

されるところであり、本章で例示やケーススタディを行ったもの以外にも、地下浸透

の未然防止のため積極的に最新の知見を導入していくことが望まれる。 

 

(1) 広大な敷地に長大な排水溝が設置され、排水が常時流れていて、排水を止めての点

検・確認が困難な場合 

 

排水が常時流れていることにより、底面の観察が難しい場合や、複数の排水溝が流

入する構造となっていることにより事業場全体の操業停止が伴う場合も考えられる。 

このような場合の対応方法としては、以下の①及び②、必要に応じて③の方法を個々

の状況に応じて組み合わせることが考えられる。 

（例えば、概ね以下の①で対応できるケースもあれば、①で対応する測定地点に限界

があって、②により維持管理で地下浸透のおそれが低いことの説明を加えるケース、

①及び②でも十分でない場合に③によって代表的な観測井での監視を行うケースなど、

方法の比重の取り方については個々の状況に応じて決定することとなる） 

 

①代表的な部位（脆弱性の大きな箇所（※）等）の点検によって全体の構造の適合性

を推測する方法 

排水を一時停止することが可能な区画がある等、十分な点検が可能な箇所につい

ては、規定されている方法（ここでは目視等）により点検を行う。 

その上で、上記の方法では点検が困難な箇所については、排水系統の構造、材質、

設置場所、設置時期及び改修状況等の管理情報を活用して地下浸透を起こすおそれ

の大きい脆弱な箇所を特定し、当該箇所について、目視等による確認を行う。目視
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等による確認が困難な場合は、当該脆弱な箇所の近傍で、検査管や土壌水分計を設

置し、電気伝導率等の簡易測定、土壌ガスの測定、土壌水分の測定等により個別に

地下浸透の有無を確認する。 

以上から、可能な範囲での点検結果、脆弱な箇所での点検・確認結果をもって、

脆弱な箇所等以外の点検が困難な部分の老朽化や破損の状況を推定する。 

※脆弱性の大きな箇所：構造、使用状況、設置年数（老朽化や劣化状況）、設置環

境の状況等からみて、地下浸透のおそれが大きな箇所を指す。例えば、漏えいし

やすい部位（排水溝の接続部分や排水ます等）、使用状態が過酷な部位（高濃度、

酸性やアルカリ性等の性状が通常の範囲外等）、古い部位、設置状況が過酷な部

位（屋外、特殊な外部環境等）などが想定される。 

 

②適切な更新等維持管理を計画的に行う方法 

排水系統の構造、材質、設置場所、設置時期及び改修状況等の管理情報を整備し、

必要な更新を計画的に実施することによって、漏えい等の起こらない設備とするこ

とを説明する。 

 

③観測井を設置して地下水質監視を行う方法（脆弱性の大きな箇所等での点検が十分

に実施できない場合などに補完的に以下の方法を採用する） 

対象となる排水系統からの漏えい等を監視するために適切な地点を選定し観測井

を設置して定期的に地下水質の監視を行う。なお、①及び②の内容及び施設や設備

の設置範囲等に応じて、漏えい等の有無を判断できるように地点を選定することが

必要である。このため、基本的には、上下流など 2カ所以上の地点を選定すること

が考えられる（ただし、小規模の事業場では、最低限、下流側１か所まで減らすこ

とも可能とする）。 

 

(2) 排水溝が直接目視等できない状態で設置されている場合 

（地下や施設の下部等に設置、山地等で排水溝等へのアプローチが困難なケース等） 

 

基本的に上記(1)の方法を適用することが考えられるが、目視等ができる箇所がない

場合には、(1)の代表的な部位（脆弱性の大きな箇所等）において、管内点検用のカメ

ラやファイバースコープを用いて目視等に準じた排水溝等内部の点検を行う方法も考

えられる。 

 

(3) 長大な排水管が地下に設置されている場合 

（排水管等で圧力や流量変動での検知が難しい場合など） 

 

上記(2)の方法を適用することが考えられる。 
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(4) 臨海部のコンビナート内で、海水が地下に浸透しているような地域で、排水溝が地

下に設置されている場合 

 

上記(2)の方法を適用することが考えられる。 

 ただし、検査管等による電気伝導率等の簡易測定を検討する場合、海水成分の影響

が大きく、地下浸透の確認が困難と考えられる手法については、地下浸透の確認につ

いては別の手法を検討する必要がある。それ以外の手法によって検査管や観測井によ

る地下浸透の有無の確認を行う場合には潮汐や湾内への流入河川の影響など、一般的

な地下水の流れとは挙動が異なることが考えられるため、観測ポイントの選定には注

意を要する。 

 

(5) 排水溝（の一部）が地下に設置されていて、敷地の状況等から検査管や観測井の設

置が困難な場合 

 

基本的に上記(1)の方法を適用することが考えられる。 

ただし、検査管等による検知や水質測定の方法は採用できないことから、目視等に

よる方法が困難な場合には、稼働時又は休止時の湛水量、流量の変動の測定、取扱量

の変動の測定等の方法を採用することも考えられる。 

なお、設置については、例えば、検査管は通常地盤に打ち込んで設置するため人が

入って作業可能な空間があれば設置は可能であり、簡易ボーリングによる観測井の設

置であれば比較的狭い場所での施工は可能とされている他、コンクリートで被覆され

た敷地での施工にあたってはコンクリートコアカッターにより削孔する方法があるな

ど、4.2.7(2)（参考 1～3）「狭隘な敷地に検査管や地下水観測井を設置する場合」、

「コンクリートで被覆された敷地に検査管や地下水観測井を設置する場合」、「検査

管や地下水観測井の孔口処理」の情報についても参考とし、設置の可否について検討

することが考えられる。 

 

(6) 密閉・加圧等が困難な構造の配管（バルブ等の設置が困難であったり強度等の構造

上の問題があるもの）が地下に設置されている場合 

 

上記(2)の方法を適用することが考えられる。 

 

(7) 排水等が継続的には流れていない（断続的に流れている）地下配管の場合 

 

地下配管中を常時有害物質を含む水が流れていない場合には、流れていないタイミ

ングを捉えて、湛水試験やカメラによる点検等を行うことが考えられるが、それ以外
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の方法としては、上記(1)の方法を適用することが考えられる。 

 

(8) 地上やトレンチ内設置がほとんどだが、通路や出入り口など一部のみ地下埋設とな

っている配管の場合 

 

地下構造の範囲が限定的であれば、他の区画の状況から推測して、漏えいに関して

点検を行う方法が考えられる。 

 

(9) 地盤コンクリート上に配管を設置する際に配管まわりにコンクリートを打設して

いて目視等ができない場合（地上配管との比較） 

 

コンクリートで覆われた配管が地上に設置されているとみることは可能だが、配管

自体の目視ができないため、例えば以下のような点検の代替措置が必要である。 

・配管等についての漏えいの点検の実施（地下埋設の場合と同様） 

・上記(2)又は(5)の方法の適用 

 当該打設部分が全体の一部である場合には、その出入口等の目視可能な箇所の点検

によって全体の構造の適合性を推測することが考えられる。 

 

(10) 複数設置された反応槽からの排水溝等が複雑に配置され、一部の排水溝等が目視

できず、敷地が狭小であるため検査管の設置が困難となっている場合（排水溝等や配

管は十分な強度や耐性を有しており、一部の部位は目視等できない場合を想定） 

 

基本的に上記(1)の方法を適用することが考えられるが、当該ケースにそって考える

と、以下の通りである。 

① まず、代表的な部位（脆弱性の大きな箇所（※）等）の点検によって全体の構造

の適合性を推測する方法として、次のような方法をとることが考えられる。 

・目視等が可能な範囲について点検を行う。 

・調査範囲が広い範囲にわたる場合には、特に脆弱性の高い部位を選定し、点検を

行う。 

※脆弱性の大きな箇所とは、 

ア 漏えいしやすい部位（継手、フランジ類やバルブ類、排水ます等）、 

イ 使用状態が過酷な部位（高濃度、酸性やアルカリ性等の性状が通常の範囲

外等） 

ウ 古い部位 

エ 設置状態が過酷な部位（屋外、ガスにさらされる等） 

などが想定される。 

※なお、特定に当たっては、施設の構造、材質、設置場所、設置時期及び改修
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状況等の管理情報を活用して行うこととなる。その際、地上部と地下部の環

境の相違について留意することが重要である（例えば、腐食のおそれの程度

や荷重の状況等）。 

 

② 上記の代表的な部位の範囲が全体を代表させるには十分でない場合には、適切な

更新等の維持管理を計画的に行う方法を併せて採用し、通常の使用状態、使用環境

において漏えい等を防止できる措置であることを説明する必要がある。 

・施設・設備の管理情報を整備し、使用状況等に応じた耐久性を踏まえ、設置後の

時期と漏えい等の発生しやすさの関係を想定した上で、必要な更新等の維持管理

計画を作成する。 

 

③ 以上をもっても全体の配管に対する措置を十分に説明できない場合には、構造等

を見直すか、地下水の検査設備を設置して、継続的に水質の変動を監視する措置を

とる。 

 

(11) 土壌汚染対策法に基づく要措置区域で要求される汚染の除去等の措置をとってい

る場合 

 

封じ込め措置をとり、当該区域の周辺において観測井により地下水監視を行ってい

る場合には、構造等に関する基準は依然として適合させることが必要であるが、点検

の方法については、地下水監視の措置を同等以上の措置の一部として利用できるかを

実地の状況に応じ検討することが考えられる。 

 

(12) 施設がコンクリート構造等でなく不浸透層等による構造の施設の場合 

 

不浸透性の地層によって構築された施設の場合には同等以上の措置に位置づけるこ

とができると考えられる。 

不浸透性の地層として定量的な説明が困難な場合には、例えば、地下水の流動特性

や地層の性状を踏まえて地下浸透しにくい条件下で設置されていることや、対象とす

る有害物質を含む水の遮水に効果のある措置（遮水シートなど）を併せて採用するこ

となど、追加的な説明を加えることで、地下浸透しない構造であることを説明する方

法が考えられる。なお、ここでは不浸透層で構築された処理槽などを想定しており、

不浸透層が地盤下層にあってその上部に浸透性のある層があるような場合までを想定

したものではない。 

上記の方法では十分でない場合には、構造物における有害物質を含む水の湛水量や

貯蔵量の定期的な監視や、当該施設の下流側における地下水質の監視等を併せて行う

方法が考えられる。 
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※地層の不浸透性については立地条件に応じた説明が必要である。なお、一般廃棄物

の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令や土壌

汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインで規定の例がある。 

 

 

(13) コンクリート構造の特定施設（処理槽など）で半地下構造になっている場合（基

本的に土の上に構造物が設置される場合） （※Ｂ基準に対応するケース） 

 

特定施設が漏えい等を防止できる構造である場合には、当該施設の湛水量又は貯蔵

量や流量の変動の把握によって漏えいがないことを確認する方法を適用することが考

えられる。また、その方法によっては十分でないと考えられる場合には、上記(1)の方

法を採用することが考えられる。 

 

(14) 広大な敷地に多数の地下貯蔵施設や設備が設置されている場合 

 

同種の材質・構造（※１）の施設や設備が複数ある場合には、それらを一つのグル

ープとし、目視等による点検が可能な箇所は必要な点検を行った上で、維持管理情報

や設置環境の状況を踏まえ脆弱性の高い施設や設備等を抽出し、代表的な箇所として

必要な点検を行い、それを基に他の施設や設備からの漏えいのおそれの有無を推定す

るとともに、地下水流向を踏まえ、これらの施設や設備からの地下浸透を把握できる

と考えられる地点（※２）において観測井における水質監視を行うことが考えられる。 

 なお、施設や設備が分散している場合には、代表的な箇所や地下水の観測地点の選

定には注意が必要である。 

※１ 基本的には同じ材質・構造の施設や設備が想定されるが、それ以外にも、漏え

い等の挙動が同様のものとして取り扱うことが可能と判断される材質・構造 

※２ 一つのまとまりのある区域に対して、基本的には、2 カ所以上で監視を行うこ

とが考えられる。 

 

(15) 研究施設等における洗浄施設からの種々の排水管等の排水系統の設備の多くが地

下に設置され、目視による確認が困難な場合 

 

基本的に上記(2)の方法を適用することが考えられるが、当該ケースに沿って考える

と、以下の通りである。なお、有害物質を一時的に使用し、洗浄施設（流し台）にお

いて洗浄する場合でも、当該施設及び付帯する配水管等、排水溝等が有害物質使用特

定施設に該当し、構造等に関する基準の遵守及び定期点検の実施が義務付けられる。 
 
① 有害物質を含む水が流れる箇所の特定・限定（優先的に点検を行う箇所の特定） 
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 特定施設である洗浄施設において、有害物質を洗浄する場合には、有害物質が付

着した器具を何度も洗浄し、廃液を別途容器等に分別すること等により、洗浄施設

からの排水中の有害物質の濃度を検出限界以下まで下げることができる場合には、

施設から先には有害物質が流れないため、配管等、排水溝等における構造等に関す

る基準の遵守及び定期点検の実施の義務は適用されないこととなる。 
検出限界以下にできないとしても、可能な限り排水中の有害物質の濃度を下げる

ことは、公共用水域や地下水の水質汚濁の防止には重要であり、届出時における特

定施設の「使用の方法」においてその旨明記する。 
また、研究施設内に多数の洗浄施設がある場合に、取り扱う有害物質の性状を十

分に勘案（※１）等した上で、有害物質を使用する洗浄施設を可能な限り少数に特

定することにより、構造等に関する基準の遵守と定期点検を行うべき箇所を限定す

る方法も考えられる。 
※１ 洗浄施設を限定することで、廃液中の化学物質が混合し反応する危険性が生

ずる可能性があるため、取り扱う化学物質の性状を十分に勘案することが必要で

ある。 
 以上の措置を講じることにより、有害物質の使用頻度が高い、又は高濃度の有害

物質が廃液中に含まれるなど、高い濃度の有害物質を含む水が流れる可能性がある

箇所、頻繁に有害物質を含む水が流れる箇所を特定し、優先的に定期点検を行うこ

ととする。 
 
② 代表的な部位（脆弱性の大きな箇所等）の点検によって全体の構造の適合性を推

測する方法 

①を踏まえ、次のような方法をとることが考えられる。 

・目視等（※２）が可能な範囲について点検を行う。 

  ※２ 地下等に設置されている場合にあっても、目視が可能な部位がある場合や

漏えい等の有無を確認する設備が設けられている場合も考えられることから、

可能な範囲でこれらの点検可能箇所を確保する。 

それが難しい場合には、管内点検用のカメラやファイバースコープを用い

て目視等に準じた排水溝等内部の点検を行う方法や、漏えい等の有無を確認

する設備を必要な箇所に新たに設置して対応する方法が考えられる。また、

排水管等で気密性の点検を採用可能か検討することも考えられる。さらに、

汚泥等により目視が困難な場合は清掃と組み合わせて確認を行う方法も考え

られる。 

 

・調査範囲が広い範囲にわたる場合には、特に脆弱性の大きな箇所（※３）を選定

し、点検を行う。 

 ※３ 脆弱性の大きな箇所とは、 
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ア 漏えいしやすい部位（継手、フランジ類やバルブ類、排水ます等）、 

イ 使用状態が過酷な部位（高濃度、酸性やアルカリ性等の性状が通常の範

囲外等：上記①で特定した優先度の高い箇所が該当する） 

ウ 古い部位 

エ 設置状態が過酷な部位（屋外、ガスにさらされる等） 

などが想定される。 

 

③ 適切な更新等の維持管理を計画的に行う方法 

②の方法では十分でない場合には、適切な更新等の維持管理を計画的に行う方法

を併せて採用し、通常の使用状態、使用環境において漏えい等を防止できる措置で

あることを説明する必要がある。 

・施設・設備の管理情報を整備し、使用状況等に応じた耐久性を踏まえ、設置後の

時期と漏えい等の発生しやすさの関係を想定した上で、必要な更新等の維持管理

計画を作成する。 

 

④ 以上をもっても全体の配管に対する措置を十分に説明できない場合には、構造等

を見直すか、地下水の検査設備を設置して、継続的に水質の変動を監視する措置を

とる。 

 

（備考） 

上記方法は、一部を除き、Ａ、Ｂ、Ｃ基準いずれについても適用できる方法であるが、

適用に当たっては、各々の基準の基本となる頻度の差異に応じて、同等以上の方法の頻

度を設定することが必要である。 

 

＜参考文献＞ 

1) 日本クリーニング環境保全センター：テトラクロロエチレン適正使用マニュアル 

 




